
令和５年度　地域保健総合推進事業

日本公衆衛生協会
分担事業者　渡邊　瑞穂
山梨県富士・東部保健所

「誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた「誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた
行政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究」行政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究」

報　告　書報　告　書

令
和
５
年
度　

地
域
保
健
総
合
推
進
事
業

日
本
公
衆
衛
生
協
会

「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
栄
養
政
策
の
推
進
に
向
け
た
行
政
管
理
栄
養
士
の
人
材
育
成
体
制
構
築
基
盤
研
究
」
報
告
書

「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
栄
養
政
策
の
推
進
に
向
け
た
行
政
管
理
栄
養
士
の
人
材
育
成
体
制
構
築
基
盤
研
究
」
報
告
書



- 1 - 

 

はじめに 

 令和 6 年度から開始される健康日本 21(第三次)においては、「全ての国民が健やかで心豊かに生活

できる持続可能な社会の実現」に向けて、①誰一人取り残さない健康づくりの展開（Inclusion）、②より実

効性をもつ取組の推進（Implementation）がビジョンとして打ち出されました。地域住民の健康及び栄養

に係る課題は、保健・医療・福祉・介護等の様々な分野に関連しており、近年では、持続可能な食環境づ

くり、生活困窮等による経済格差に伴う栄養格差の縮小等、新たな栄養課題への対応の必要性も生じて

います。地域住民を取り巻く社会環境は日々変化し、今後も対応が急がれる新たな栄養課題が生じる可

能性があり、行政管理栄養士・栄養士（以下「行政栄養士」という。）は、多部局・多領域の関係者に働き

かけ、横断的かつ戦略的に栄養政策を推進することが重要です。 

こうした中、行政栄養士一人ひとりが自己研鑽を重ね、柔軟な発想や新しい課題に目を向ける勇気を

持ちながら、知識と実践力、自己効力感を高め、成果の見える栄養政策を推進するため、令和 4 年度地

域保健総合推進事業では、「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」(以下「実践ガイド」

という。)を作成しました。 

 また、行政栄養士の人材育成に関しては、これまでも様々な研究事業において、人材育成の方向性

や経験年数別のコンピテンシー等の整理が進められていますが、これらを踏まえた各自治体における組

織的かつ計画的な人材育成の取組状況は明らかになっていませんでした。 

 そこで、今年度の地域保健総合推進事業では、将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向

け、①行政栄養士の人材配置並びに人材育成等に係る実態と課題を明らかにするとともに、②実践ガイ

ドの活用事例を収集・分析し、各自治体での活用を促すことにより、新たな栄養課題に対応できる行政

栄養士の人材育成体制の基盤構築を図ることを目的として実施しました。 

栄養施策の推進に向けて、困難な局面を打開しようとしている現場やこれから新たな一歩を踏み出そ

うとしている現場の方々に、この報告書を活用していただければ幸いです。 

 

最後に、本事業に御協力と御指導をいただきました厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室、

実態調査に御協力いただきました全国自治体の皆様、関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

令和 6年 3月 

令和 5年度 地域保健総合推進事業 

「誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究」 

分担事業者 渡邊 瑞穂（山梨県富士・東部保健福祉事務所） 
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研究概要 

1 研究背景と目的 

近年の行政栄養士の人材育成に係る研究の主なものとしては、①（公社）日本栄養士会公衆衛

生事業部が作成した「人材育成ガイド（H28）」による経験年数別コンピテンシーに基づく生涯教育等

の推進、②厚生労働科学研究費補助金「公衆衛生領域を中心とした自治体栄養士育成プログラム

開発のための研究（R2～4）」による自治体栄養士のキャリアラダーに基づくキャリアパスモデルの

提示、③地域保健総合推進事業「将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・立案手法に関

する研究（R3～4）」による行政栄養士が身に付けておくべきスキルの抽出整理と実践ガイドの提示

などが挙げられる。各自治体においては、従来から行政栄養士の人材育成に向けて取り組んでき

ているものの、組織的かつ計画的に人材育成を推進するための体制整備など具体的な取組状況を

全国規模で明らかにした研究等はない。 

    そこで、本研究では、将来を見据えた地域における栄養政策の推進に向け、行政栄養士の人材

配置及び人材育成等に係る実態と課題を明らかにするとともに、実践ガイドの活用事例を収集・分

析し、各自治体での活用を促すことにより、新たな栄養課題に対応できる行政栄養士の人材育成体

制の基盤構築を図ることを目的とした。 

  

2 取組期間 

令和 5年度 1か年計画 

 

3 事業の概要 

（１）研究班会議の開催 

      内容：事業の企画・運営、研究、進行管理 

      参加者：分担事業者、協力事業者、助言者等 

      回数：5回 

      方法：オンラインまたはハイブリッド開催 

      

（２）行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備に係る実態調査 

目 的：行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、配置及び人材育成の実施状

況の実態と課題を整理する。 
対 象 者：都道府県本庁、政令指定都市、中核市、その他政令市、特別区全 157 自治体の

健康増進・栄養主管部(課)の管理栄養士等 

期 間：令和 5年 11月〜12月 
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内 容：行政栄養士の配置状況、人材育成マニュアルの策定状況、人材育成体制の整備

状況、市町村行政栄養士を対象とした人材育成の実施状況を調査した。 

方 法：対象者の所属長宛てに、調査依頼及び調査票を郵送した。 

回答は、対象者が専用ウェブサイトからエクセルファイルをダウンロードし、入力し

たものを指定のアドレス宛てにメールにて送付することとした。 

回収状況：全体回収率 94.3％【都道府県 100％（47/47)、政令指定都市 90.0％(18/20)、中核

市及びその他政令市 97.0％(65/67)、特別区 78.3％(18/23)】 

結果概要： 

① 配置状況について  

一般職級の行政栄養士の配置人数は、都道府県では、本庁及び保健所とも「健康づくり」

が多い。政令指定都市、中核市等、特別区では、本庁は「保育」、「教育委員会」が多い。

本庁以外は政令指定都市、特別区では「保健センター」が多く、中核市等では「健康づくり」

の配置人数が多い。管理職級の行政栄養士は、全ての分野で配置人数が少ない。 

② 人材育成マニュアルの策定状況及び人材育成体制の整備状況について  

マニュアルの策定状況は 40.5％だった。人材育成を実施する体制に関する項目について、

「有」と回答した自治体の割合が低い項目は、次の 3点だった。 

―人材育成を考慮したジョブローテーション（12.8％） 
―人材育成に関する定期的な情報交換の機会（29.1％） 
―統括的な行政栄養士の配置（20.9％） 

③ 市町村行政栄養士を対象とした人材育成の実施状況について（都道府県対象）  

研修会は全ての都道府県（本庁及び保健所）で実施されていたが、中堅期以降を対象と

した研修会等の実施割合は低かった（中堅期 27.3％、管理期 11.4％）。 

 

（３）実践ガイド活用方法の提示 

実践ガイドでは、行政栄養士に求められるスキルとして、①今後を見据え課題を総合的に

分析し 抽出するスキル、②リーダーシップを発揮し、他部署等に積極的に相談・提案するス

キル、③施策を立案し、必要な体制を確保するスキル、④PDCAに基づき施策を着実に遂行し

成果を得るためのスキル、⑤得られた成果を効果的に見える化し更なる発展につなげるスキ

ルの 5つのスキルが提示されており（図 1）、行政栄養士が成果の見える栄養政策を推進する

ための手引書として、あるいは人材育成の一助としての活用が期待されている。今年度は、全

国自治体へ実践ガイドを周知し、活用を促すため、分担事業者及び協力事業者が自らの自治

体の実態（配置や人材育成状況等）を踏まえた実践ガイドの活用事例を作成した。全 8事例に

ついて、実践ガイドの活用目的を、①実践ガイドの周知、②チェックリストの記入・結果の共有、

③行政栄養士に求められるスキルの養成、④予算確保、⑤適材適所の配置に向けた取組、

⑥その他の区分に分けて、収集・分析した（表 1）。各事例については、自治体の実態と課題、

実践ガイドの活用方法、活用結果と効果、明らかになった課題、今後の展開と段階的に整理

した。 
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   図 1 将来を見据えた栄養政策の推進に向けて、行政栄養士に求められるスキル 

 

表 1 実践ガイドの活用事例のキーワードと概要 

キーワード 概要 自治体名 

人材育成 

実態調査 

行政栄養士に求められる 55 つつののススキキルルのの習習得得状状況況のの把把握握調調査査

結果から、キャリア別に必要な育成方針の基礎資料ができた。 

北海道 

リーダー期 

配置検討 

管理栄養士の適材適所配置は、同同職職種種、、他他職職種種ととももにに協協議議すするる

場場をを設設定定し、人人事事担担当当へへ働働ききかかけけるることが必要だという結論に

至った。 

山梨県 

周知 

気運醸成  

外外部部講講師師のの講講義義とと合合わわせせてて実実践践ガガイイドドをを周周知知し、意見交換を行

うことにより、参参加加者者ののモモチチベベーーシショョンン向向上上ににつつななががっったた。 

福井県  

活用 

実践 

参加者全員がチェックシートを付けたことにより、個個人人のの得得意意なな

ススキキルルとと今今後後習習得得ししたたいいススキキルルのの整整理理につながった。 

鳥取市 

実践 

増員検討 

行政管理栄養士に求められるスキルを獲得するには、正正規規職職

員員のの増増員員がが必必要要ででああるるここととがが明明確確になった。 

新潟県三条市 

スキルアップ 

事業評価 

人材育成 

キキャャリリアア別別にに達達成成すすべべききププロロセセススチチェェッッククシシーートトにに整整理理しし、、人人事事

のの評評価価でで活活用用することで、必要なスキルを評評価価者者((管管理理職職))とと共共

有有できた。 

高知市  

連携 

PDCA 

予算獲得  

管管理理栄栄養養士士、、保保健健師師合合同同のの現現任任教教育育でで実実践践ガガイイドドをを活活用用し、既

存事業の見直しを行い、予予算算要要求求をすることができた。 

兵庫県三田市  

人材育成 

基盤整備 

圏圏域域のの市市町町村村栄栄養養士士のの育育成成を目的とし、行政管理栄養士研修

会の要要綱綱をを定定めめるるととととももにに行行政政管管理理栄栄養養士士ののキキャャリリアアララダダーーをを

検検討討できた。 

新潟県 

南魚沼保健所  
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（４）行政管理栄養士政策能力向上シンポジウムの開催 

開催月日：令和 6年 2月 16日(金) 

開催方法：会場 AP 新橋(東京都港区)、Zoom によるオンラインのハイブリッド形式及び            

オンデマンド配信 

参 加 者：都道府県・指定都市・中核市・政令市・特別区が設置する保健所及び本庁、市町

村に勤務する管理栄養士、栄養士等 766 名（会場 31 名、オンライン 265 名、オン

デマンド配信登録 470名） 

テ ー マ：将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向けて～行政管理栄養士の役

割と配置について考える～ 

内 容：講演、報告（事業概要・調査結果）、実践ガイド活用の事例報告、グループ討議 

結 果：参加前アンケートでは、「実践ガイドを知っていても活用できていない」と回答した

者が 66.9％(n=613)であったが、参加後アンケートでは、「活用できそう、概ね活用

できそう」と回答した者は 88.７％(n=124)であった。 

グループ討議は、①組織体制の強化について重要だと思ったこと、②実態調査に

基づく課題に対してどう思ったか、③実践ガイドの活用についての３つの視点で行

なった。各グループの共通ワードとして、人材育成の体制づくりが急務、統括的な

役割を担う行政管理栄養士の配置に向けた検討も必要、人員増と適正配置に向

けた人事部署との連携と働きかけの促進、計画的なジョブローテーションの実施な

どが挙げられた。 

 

4 まとめ 

本研究は、将来を見据えた、地域における栄養政策を推進するために、行政栄養士の人材配置

及び人材育成等に係る実態と課題を明らかにするとともに、「将来を見据えた、地域における栄養政

策の実践ガイド」の活用事例を収集・分析し、各自治体での活用を促すことにより、新たな栄養課題

に対応できる行政栄養士の人材育成体制の基盤整備を図ることを目的に実施した。 

行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備に係る実態調査から、行政栄養士の配置分野

は限定的かつ少数配置であるため、①現在、どのような分野や範囲において栄養施策の立案、実施、

評価が関与しているかを分析し、適切な配置となっているか評価した上で、新たな栄養課題に向き合

うために必要な配置分野と人数、または未配置分野との連携体制について検討が必要であること、

②行政栄養士それぞれの成長を考慮し、職位に応じて必要な経験をする機会が得られるよう、特定

の分野の経験に偏らない人材育成を考慮したジョブローテーションや、実務経験年数や職位に応じ

たキャリアラダーの目安を設定し自分自身の到達度を確認する必要があること、③市町村行政栄養

士は少数配置の自治体が多く、経験年数や職位にかかわらず栄養業務を遂行するスキルが求めら

れる現状があることから、都道府県による支援が必要であり、都道府県本庁や保健所の役割を明確

にする必要があることが示唆された。 

また、これらを継続性かつ実効性ある仕組みとするためには、人事担当部局をはじめ各配置部署

との調整や、同職種及び他職種(医師、保健師、事務職等)の理解を得ながら、中長期的に取り組む

ことが必要であり、組織体制や栄養施策の動向を俯瞰的に把握し、人材育成ビジョンを考え、提案し、
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リーダーシップを発揮できる統括的な行政栄養士の役割や可能性について検討する必要があること

が明らかとなった。 

  「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」の活用のための事例収集と分析では、

スキル習得度の現状把握、正規管理栄養士採用や予算確保に向けたツール、他職種と連携した現

任教育体制整備、保健所と市町村が連携した人材育成体制への展開など、自治体の実態に合わせ

て工夫することにより様々な活用へと展開できることが示唆され、キャリアラダーや、中堅期及び管理

期も含めた人材育成プログラム策定などの効果的な栄養政策の推進につながること、都道府県の役

割として、市町村も含めた人材育成体制の構築に活用できることなどが明らかとなった。 

以上のことから、新たな栄養課題に対応できる行政栄養士の人材育成体制の基盤を整備するた

めには、新たな栄養課題に対応できる行政栄養士の配置を検討すること、また、将来を見据えた地

域における栄養政策を推進するための人材育成としては、実務経験年数や職位に応じたキャリアラ

ダーの目安の設置や人材育成を考慮したジョブローテーションが必要である。こうしたことを推進する

ためには、組織や栄養施策の動向を俯瞰的に把握し、行政栄養士の配置や人材育成に関する中長

期的なビジョンを検討し、人事担当部局や関係部署など組織横断的に、かつ同職種及び他職種（医

師、保健師、事務職等）と人材育成体制を調整する役割が担える統括的な行政管理栄養士の配置

に関する検討が必要であることが明らかとなった（図 2）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 2 行政栄養士の人材育成体制の基盤構築に向けた組織体制の強化 
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Ⅰ 行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にかかる実態調査 

１ 目的 

行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、配置及び人材育成の実施状況の実態と課題を整理す

る。 

２ 方法 

（１） 調査対象 

都道府県本庁、政令指定都市、中核市及びその他政令市（以下「中核市等」という。）、特別区の健康増

進・栄養主管部（課）の管理栄養士等 

 

（２） 調査方法 

① 調査期間 

令和5年11月27日（月）に調査票を発送し、回答期限を令和5年12月14日（木）とした。 

② 調査票の配布及び回収方法 

調査対象自治体の健康増進・栄養主管部（課）長宛てに、調査依頼及び調査票を郵送した。回答は、

専用ウェブサイトからダウンロードしたエクセルファイルに入力することとし、ファイルの回収は、調査

対象自治体担当者から指定のアドレス宛てに、メールによる送付を依頼した。 

      ③ 回収及び集計 

          株式会社コモン計画研究所に業務委託した。 

 

（３） 調査項目 

行政栄養士の配置については、①新規採用状況、②本庁、保健所及び保健センターの担当分野の配

置人数（管理監督職級及び一般職級（一般職・再任用職員）に区分）等、③平成 25年 4月 1日以降、配置

が増加した分野、④行政栄養士の異動範囲、⑤市町村行政栄養士の配置要望の取組状況を調査した。 

人材育成の実施状況については、①人材育成マニュアルの策定状況、②人材育成を実施する体制、

③市町村行政栄養士を対象とした人材育成の取組状況を調査した。 

 

（４） 集計方法 

単純集計及び 4区分（都道府県、政令指定都市、中核市等、特別区）でのクロス集計を行った。 

自由記載で回答を求めた調査項目の一部は、以下の方法により回答内容を整理した。 

     【回答内容の整理方法】 

① 回答内容から、配置、人材育成等に関する課題に関連する文言をキーワードとして抽出する。 

② 類似のキーワードをカテゴリ化し、分類されたキーワードに共通するテーマをコード化し、カテゴリ

に分類した。 

これらの作業については、研究班員複数名で行った。 

 

３ 結果  

（１） 回収数及び回収率 

全体で 94.3％の回収率であり、最も高い回収率は都道府県100%、次いで中核市等97.0％だった。 
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Ⅰ 行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にかかる実態調査 

１ 目的 

行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、配置及び人材育成の実施状況の実態と課題を整理す

る。 

２ 方法 
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都道府県本庁、政令指定都市、中核市及びその他政令市（以下「中核市等」という。）、特別区の健康増

進・栄養主管部（課）の管理栄養士等 

 

（２） 調査方法 

① 調査期間 

令和5年11月27日（月）に調査票を発送し、回答期限を令和5年12月14日（木）とした。 

② 調査票の配布及び回収方法 
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専用ウェブサイトからダウンロードしたエクセルファイルに入力することとし、ファイルの回収は、調査

対象自治体担当者から指定のアドレス宛てに、メールによる送付を依頼した。 

      ③ 回収及び集計 

          株式会社コモン計画研究所に業務委託した。 

 

（３） 調査項目 

行政栄養士の配置については、①新規採用状況、②本庁、保健所及び保健センターの担当分野の配

置人数（管理監督職級及び一般職級（一般職・再任用職員）に区分）等、③平成 25年 4月 1日以降、配置

が増加した分野、④行政栄養士の異動範囲、⑤市町村行政栄養士の配置要望の取組状況を調査した。 

人材育成の実施状況については、①人材育成マニュアルの策定状況、②人材育成を実施する体制、

③市町村行政栄養士を対象とした人材育成の取組状況を調査した。 

 

（４） 集計方法 

単純集計及び 4区分（都道府県、政令指定都市、中核市等、特別区）でのクロス集計を行った。 

自由記載で回答を求めた調査項目の一部は、以下の方法により回答内容を整理した。 

     【回答内容の整理方法】 

① 回答内容から、配置、人材育成等に関する課題に関連する文言をキーワードとして抽出する。 

② 類似のキーワードをカテゴリ化し、分類されたキーワードに共通するテーマをコード化し、カテゴリ

に分類した。 

これらの作業については、研究班員複数名で行った。 

 

３ 結果  

（１） 回収数及び回収率 

全体で 94.3％の回収率であり、最も高い回収率は都道府県100%、次いで中核市等97.0％だった。 

 

 

    

11 
 

 表3-1 回収数及び回収率 

 
配布数 回収数 回収率（％） 

都道府県 47 47 100 

94.3 
政令指定都市 20 18 90.0 

中核市等 67 65 97.0 

特別区 23 18 78.3 

 

（２） 行政栄養士の新規採用状況 

① 直近の採用年度 

直近 3年間（令和 3年度～令和 5年度）に新規採用があった自治体は、都道府県 78.7％、政令指定

都市83.3％、中核市等69.2％、特別区61.1％だった。 

 

表3-2-1 直近の採用年度                                       数値:人(%) 

  合計 平成25年度

以前 

平成26～31

年度 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 無回答 

全体 148 

（100.0%） 

8 

（5.4%） 

21 

（14.2%） 

10 

（6.8%） 

18 

（12.2%） 

29 

（19.6%） 

61 

（41.2%） 

1 

（0.7%） 

都道府県 

（n=47） 

47 

（100.0%） 

2 

（4.3%） 

4 

（8.5%） 

4 

（8.5%） 

3 

（6.4%） 

8 

（17.0%） 

26 

（55.3%） 

0 

（0.0%） 

政令指定都市 

（n=18） 

18 

（100.0%） 

0 

（0.0%） 

3 

（16.7%） 

0 

（0.0%） 

2 

（11.1%） 

3 

（16.7%） 

10 

（55.6%） 

0 

（0.0%） 

中核市等 

（n=65） 

65 

（100.0%） 

5 

（7.7%） 

11 

（16.9%） 

3 

（4.6%） 

11 

（16.9%） 

12 

（18.5%） 

22 

（33.8%） 

1 

（1.5%） 

特別区 

（n=18） 

18 

（100.0%） 

1 

（5.6%） 

3 

（16.7%） 

3 

（16.7%） 

2 

（11.1%） 

6 

（33.3%） 

3 

（16.7%） 

0 

（0.0%） 

 

② 採用職種（複数回答） 
都道府県、中核市等では管理栄養士採用が8割以上であるのに対し、政令指定都市、特別区では7

割以下であった。 

 

表3-2-2 採用職種                                                           数値:人(%) 

 管理栄養士 栄養士 無回答 

全体 118 （79.7％） 31 （20.9%） 2 （1.4%） 

都道府県 （n=47） 41 （87.2%） 6 （12.8%） 0 （0.0%） 

政令指定都市 （n=18） 12 （66.7%） 7 （38.9%） 0 （0.0%） 

中核市等 （n=65） 53 （81.5%） 12 （18.5%） 2 （3.1%） 

特別区 （n=18） 12 （66.7%） 6 （33.3%） 0 （0.0%） 

 

③ 採用枠（複数回答） 
都道府県、中核市等、特別区は、「上級」が最も割合が高く、都道府県 78.7％、中核市等 41.5%、特別

−11−
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区66.7％だった。政令指定都市は、「中級」が最も割合が高く 38.9%だった。 

 

表3-2-3 採用枠                                                               数値:人(%) 

  上級 中級 初級 無回答 

全体 80 （54.1%） 33 （22.3%） 16 （10.8%） 31 （20.9%） 

都道府県 （n=47） 37 （78.7%） 7 (14.9%) 2 （4.3%） 5 （10.6%） 

政令指定都市 （n=18） 4 （22.2%） 7 （38.9%） 2 （11.1%） 5 （27.8%） 

中核市等 （n=65） 27 （41.5%） 16 （24.6%） 10 （15.4%） 19 （29.2%） 

特別区 （n=18） 12 （66.7%） 3 （16.7%） 2 （11.1%） 2 （11.1%） 

 

（３） 行政栄養士の配置状況 

① 正規職員の配置人数（人口10万人当たり） 

管理監督職級、一般職級の総計は、全国 2,352 人であった。人口 10 万人当たりの配置数が最も多

い自治体区分は、中核市等で 3.354であった。 

 

        表3-3-1 正規職員の配置人数                                                    数値:人 

 人口計 正規職員数 総計※1,2 正規職員数 

（人口10万人当たり） 

全体 148,764,154 2,352 1.581 

都道府県 （n=47） 92,103,955 875 0.950 

政令指定都市（n=18） 25,460,968 480 1.855 

中核市等 （n=65） 23,166,095 777 3.354 

特別区 （n=18） 8,033,136 220 2.739 

※1令和5年4月1日現在。都道府県は、政令指定都市、中核市等、特別区が存在している場合は、その分の人口を除いた。 

※2地域における栄養改善を目的とした分野以外（食品衛生）も含め公衆衛生領域を中心とした分野の配置人数を計上した。 

 

② 担当分野別の配置自治体数及び人数 

管理監督職級は、都道府県、政令指定都市では「保健所健康づくり」の配置人数が最も多く、一般職

級では、都道府県は「保健所健康づくり」、政令指定都市、特別区では「保健センター」、中核市等では

「本庁教育委員会」の配置人数が最も多かった。 

 

表3-3-2a 担当分野別の配置自治体数（人数）〈管理監督職級（本庁）〉              数値:自治体数(人) 

  健康づくり 母子保健 保育 
児童福祉 

その他 
高齢福祉 食品衛生 

特定健診・ 

特定保健指導 
教育委員会 その他 

都道府県（n=47） 7（8） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1） 2（2） 0（0） 2（3） 2（3） 

政令指定都市（n=18） 3（3） 0（0） 4（4） 2（2） 2（2） 0（0） 0（0） 3（4） 2（2） 

中核市等（n=65） 1（1） 2（2） 12（13） 1（1） 3（5） 0（0） 3（4） 15（24） 3（6） 

特別区（n=18） 0（0） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1） 0（0） 

 

表3-3-2b 担当分野別の配置自治体数（人数）〈管理監督職級（保健所・保健センター）〉 数値:自治体数(人) 

  企画調整 健康づくり 食品衛生 その他 保健センター 

都道府県（n=47） 1（1） 18（59） 1（2） 2（2） 0（0） 

政令指定都市（n=18） 0（0） 4（5） 0（0） 0（0） 1（2） 

中核市等（n=65） 1（1） 12（12） 4（4） 2（2） 6（8） 

特別区（n=18） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 
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区66.7％だった。政令指定都市は、「中級」が最も割合が高く 38.9%だった。 

 

表3-2-3 採用枠                                                               数値:人(%) 

  上級 中級 初級 無回答 

全体 80 （54.1%） 33 （22.3%） 16 （10.8%） 31 （20.9%） 

都道府県 （n=47） 37 （78.7%） 7 (14.9%) 2 （4.3%） 5 （10.6%） 

政令指定都市 （n=18） 4 （22.2%） 7 （38.9%） 2 （11.1%） 5 （27.8%） 

中核市等 （n=65） 27 （41.5%） 16 （24.6%） 10 （15.4%） 19 （29.2%） 

特別区 （n=18） 12 （66.7%） 3 （16.7%） 2 （11.1%） 2 （11.1%） 

 

（３） 行政栄養士の配置状況 

① 正規職員の配置人数（人口10万人当たり） 

管理監督職級、一般職級の総計は、全国 2,352 人であった。人口 10 万人当たりの配置数が最も多

い自治体区分は、中核市等で 3.354であった。 

 

        表3-3-1 正規職員の配置人数                                                    数値:人 

 人口計 正規職員数 総計※1,2 正規職員数 

（人口10万人当たり） 

全体 148,764,154 2,352 1.581 

都道府県 （n=47） 92,103,955 875 0.950 

政令指定都市（n=18） 25,460,968 480 1.855 

中核市等 （n=65） 23,166,095 777 3.354 

特別区 （n=18） 8,033,136 220 2.739 

※1令和5年4月1日現在。都道府県は、政令指定都市、中核市等、特別区が存在している場合は、その分の人口を除いた。 

※2地域における栄養改善を目的とした分野以外（食品衛生）も含め公衆衛生領域を中心とした分野の配置人数を計上した。 

 

② 担当分野別の配置自治体数及び人数 

管理監督職級は、都道府県、政令指定都市では「保健所健康づくり」の配置人数が最も多く、一般職

級では、都道府県は「保健所健康づくり」、政令指定都市、特別区では「保健センター」、中核市等では

「本庁教育委員会」の配置人数が最も多かった。 

 

表3-3-2a 担当分野別の配置自治体数（人数）〈管理監督職級（本庁）〉              数値:自治体数(人) 

  健康づくり 母子保健 保育 
児童福祉 

その他 
高齢福祉 食品衛生 

特定健診・ 

特定保健指導 
教育委員会 その他 

都道府県（n=47） 7（8） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1） 2（2） 0（0） 2（3） 2（3） 

政令指定都市（n=18） 3（3） 0（0） 4（4） 2（2） 2（2） 0（0） 0（0） 3（4） 2（2） 

中核市等（n=65） 1（1） 2（2） 12（13） 1（1） 3（5） 0（0） 3（4） 15（24） 3（6） 

特別区（n=18） 0（0） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1） 0（0） 

 

表3-3-2b 担当分野別の配置自治体数（人数）〈管理監督職級（保健所・保健センター）〉 数値:自治体数(人) 

  企画調整 健康づくり 食品衛生 その他 保健センター 

都道府県（n=47） 1（1） 18（59） 1（2） 2（2） 0（0） 

政令指定都市（n=18） 0（0） 4（5） 0（0） 0（0） 1（2） 

中核市等（n=65） 1（1） 12（12） 4（4） 2（2） 6（8） 

特別区（n=18） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 
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表3-3-2c 担当分野別の配置自治体数（人数）〈一般職級（本庁）〉              数値:自治体数(人) 

  健康づくり 母子保健 保育 
児童福祉 

その他 
高齢福祉 食品衛生 

特定健診・ 

特定保健指導 
教育委員会 その他 

都道府県(n=47) 47（86） 1（1） 3（4） 4（4） 4（4） 15（19） 2（2） 9（14） 13（16） 

政令指定都市(n=18) 15（32） 4（4） 16（43） 8（13） 3（3） 0（0） 3（4） 13（48） 7（15） 

中核市等(n=65) 13（26） 10（17） 46（95） 7（8） 9（11） 0（0） 11（24） 51（207） 8（14） 

特別区(n=18) 6（12） 0（0） 16（56） 3（3） 1（1） 1（1） 1（1） 17（34） 2（3） 

 

表3-3-2d 担当分野別の配置自治体数（人数）〈一般職級（保健所・保健センター）〉    数値:自治体数(人) 

  企画調整 健康づくり 食品衛生 その他 保健センター 

都道府県(n=47) 5（27） 46（517） 20（99） 1（1） 0（0） 

政令指定都市(n=18) 1（1） 11（110） 7（13） 0（0） 13（170） 

中核市等(n=65) 10（20） 48（142） 24（45） 7（13） 25（72） 

特別区(n=18) 3（6） 9（31） 2（2） 3（6） 14（61） 

 

③ 本庁担当分野別の配置自治体の割合 

a 管理監督職級（本庁）  

管理監督職級の配置が最も高い分野は、都道府県では「健康づくり」7 都道府県（14.9%）、政令指定都

市では「保育」4 市(22.2%)、中核市等では「教育委員会」15 市（23.1%）、特別区は「保育」「教育委員会」1 区

(5.6%)だった。 

 

図3-3-3a 本庁担当分野別の配置自治体の割合（管理監督職級）  

 

b 一般職級（本庁） 

一般職級の配置が最も高い分野は、都道府県は「健康づくり」であり、47 都道府県全ての自治体で配

置があった。政令指定都市では「保育」の配置が最も高く 16市(88.9%)、中核市等及び特別区では、「教育

委員会」が最も高く、中核市等51市(78.5％)、特別区17区(94.4％)だった。 

 

図3-3-3b 本庁担当分野別の配置自治体の割合（一般職級） 
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④ 本庁担当分野別複数配置（2名以上）の自治体の割合 

各自治体区分において、複数配置の自治体が 7割を超えていた分野は、政令指定都市の「健康づく

り」「保育」で両分野とも 78.8％だった。 

 

             図3-3-4 本庁担当分野別複数配置の自治体の割合 

 

（４） 行政栄養士の異動範囲 

政令指定都市、中核市等、特別区では「教育委員会」を異動範囲に含むと回答した割合が最も高く、政

令指定都市 72.2%、中核市等 81.5％、特別区 100％、だった。一方、都道府県は、「病院」の割合が最も高く

51.1％だった。 

図3-4 行政栄養士の異動範囲 

 

（５） 人材育成マニュアルの策定状況 

① 人材育成マニュアルの策定状況 

人材育成マニュアルを「策定済み」、「策定に向けて作業中」の割合が最も高い自治体区分は、政令

指定都市で77.7％だった。一方、「現時点での策定予定なし」の割合が高い自治体区分は、中核市等で

70.8%だった。 

 
図3-5-1 人材育成マニュアルの策定状況 
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④ 本庁担当分野別複数配置（2名以上）の自治体の割合 
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り」「保育」で両分野とも 78.8％だった。 

 

             図3-3-4 本庁担当分野別複数配置の自治体の割合 

 

（４） 行政栄養士の異動範囲 
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図3-4 行政栄養士の異動範囲 
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② 人材育成マニュアルが対象としている職位区分※ 

人材育成マニュアルが対象とする職位区分は、「全時期」が 22自治体、職位区分では「新任期」が最

も多く 29自治体、「管理期」が最も少なく 16自治体であった。 

※人材育成マニュアルを「策定済み」「策定に向けて作業中」と回答した自治体のうち、人材育成マニュアルに対象とする職位区

分がある自治体（n=50）の集計結果。 

       表3-5-2 人材育成マニュアルが対象としている職位区分（複数回答） 

    新任期 中堅期 管理期 全時期 

自治体数 （n=50） 29 20 16 22 

 

③ マニュアルの策定時期※ 

都道府県では「平成 26 年度～平成 30 年度」に策定と回答した自治体の割合が最も高く（53.8%）、政

令指定都市、中核市等、特別区では「平成31年度～令和 5年度（予定含む。）」の回答割合が最も高い

(政令指定都市42.9％、中核市等50.0%、特別区75.0%)。 

※人材育成マニュアルを「策定済み」、「策定に向けて作業中」と回答した自治体（n=60）の集計結果。 

  

表3-5-3 マニュアルの策定時期                                             数値:自治体数(%) 

  平成16年

度以前 

平成16～

20年度 

平成21～

25年度 

平成26～

30年度 

平成31～

令和5年度 

令和6年度

以降 

無回答 

都道府県 

（n=26） 

0 

（0.0%） 

1 

（3.8%） 

2 

（7.7%） 

14 

（53.8%） 

8 

（30.8%） 

1 

（3.8%） 

0 

（0.0%） 

政令指定都市 

（n=14） 

0 

（0.0%） 

0 

（0.0%） 

2 

（14.3%） 

4 

（28.6%） 

6 

（42.9%） 

1 

（7.1%） 

1 

（7.1%） 

中核市等 

（n=12） 

0 

（0.0%） 

0 

（0.0%） 

2 

（16.7%） 

4 

（33.3%） 

6 

（50.0%） 

0 

（0.0%） 

0 

（0.0%） 

特別区 

（n=8） 

1 

（12.5%） 

0 

（0.0%） 

0 

（0.0%） 

0 

（0.0%） 

6 

（75.0%） 

0 

（0.0%） 

1 

（12.5%） 

 

④ マニュアルの見直し時期  

全ての自治体区分において、「『見直し』に関する記載はない」と回答した自治体の割合が最も高か

った（都道府県73.1%、政令指定都市50.5%、中核市等66.7%、特別区87.5%）。 

 

図3-5-4 人材育成マニュアルの見直し時期に関する記載 

    

⑤ マニュアルを運用する上での課題 ※（ ）は抽出されたキーワード数 

回答内容は、「a人材育成マニュアルの内容に関する課題」と「bマニュアルを運用する体制に関する

課題」に大別された。 
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50.0%
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0% 100%

都道府県 （n=26）

政令指定都市 （n=14）

中核市等 （n=12）

特別区 （n=8）

「見直し」時期に関する記載がある 「見直し」に関する記載があるが、時期に関する記載はない

「見直し」に関する記載はない 無回答
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a 人材育成マニュアルの内容に関する課題 

  「人材育成マニュアルの記載内容不足」「人材育成マニュアルの『見直し』が必要」の 2つのカテゴリに

区分され、最も多くキーワードが抽出されたサブカテゴリは、「業務内容等の変化による『見直し』」(7)だ

った。  

 

表3—5-5a 人材育成マニュアルの内容に関する課題 

カテゴリ サブカテゴリ 抽出されたキーワード（例） 

マニュアルの記載 

内容不足(7) 

キャリアラダー(3) キャリアラダーや職位別到達目標の記載がないため、具体的にど

のようにキャリアアップしていくのか等見えない。 

職位別の到達目標(2) キャリアラダーや職位別到達目標の記載がないため、具体的にど

のようにキャリアアップしていくのか等見えない。 

職位別の人材育成方法 

（中堅期以降）(1) 

中堅期以降の県主催の研修について記載がない。 

職位別の人材育成方法 

（管理期）(1) 

管理職を対象とした現任教育の進め方の記述がない。 

人材育成マニュアル

の「見直し」が必要 

(10) 

業務内容等の変化による 

「見直し」(7) 

業務内容やあり方の変化を踏まえた改訂が必要。 

「見直し」の機会の確保(3) 策定以降、定期的な見直しの機会を確保できていないこと。 

 

b マニュアルを運用する体制に関する課題 

「マニュアルを運用する体制」「人員配置」の 2 つのカテゴリに区分され、最も多くキーワードが抽出さ

れたサブカテゴリは、「指導者の確保」（5）、次いで「少数配置による育成支援体制の確保(4)だった。 

 

表3—5-5b 人材育成マニュアルを運用する体制に関する課題 

カテゴリ サブカテゴリ 抽出されたキーワード（例） 

マニュアルを運用 

する体制(12) 

人材育成について検討する機会

(1) 

所属単位での実施となっており全体で育成課題をタイムリーに共

有できない。 
 

災害時等有事の人材育成体制(1) 平時のみならず、有事にも運用できるよう検討が必要。 

 

評価体制(2) 最終的な評価は、所属の担当課の管理職が行うが、同職種ではな

いため業務の詳細な評価が難しいこと。 
  

現在、マニュアルに沿った人材育成支援、評価を行えていない。 
 

関係者の理解(3) 運用においては各所属上長との共通理解が大変重要となる。 
  

所属課間・職種間で差があり、令和５年度現在どこまで活用され

ているか不明である。 
 

研修・人事評価等との連動(1) 研修・人事評価等へ体系的に組み込むことが必要。 
 

マニュアルを活用する時間の確

保(1) 

日々の業務に追われ、マニュアルを活用した育成に時間を取るこ

とが難しい。 

  人事異動(3) キャリアパスと人事異動を結び付けることができない。 

人員配置に関する課

題(10) 

少数配置による育成支援体制の

確保(4) 

各所属における行政栄養士の配置は少数であり、一人配置も多く、

育成支援の体制が十分ではない。 
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指導者の確保(5) プリセプターの配置についても、複数の部に分かれていることで

配置が困難となっている。 
  

指導するスキルを持った管理栄養士が常にいるとは限らない。 

  マニュアルを作成するための 

人材確保(1) 

作成部会を作ったが…人員が揃わないことが課題である。 

 

（６） 人材育成を実施する体制 

 全ての自治体区分で、3割以下の回答だった項目は、「組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄 

養士の配置がある」、「人材育成を考慮したジョブローテーションの実施がある」、「行政栄養士の人材育成 

について定期的に検討する機会がある」だった。 

 

図3-6 人材育成を実施する体制（複数回答） 

 

（７） 市町村行政栄養士を対象とした人材育成の取組状況 

※都道府県のうち、市町村を対象とした人材育成の取組があると回答した自治体(n=44)の集計結果 

① 市町村行政栄養士を対象とした人材育成の取組状況 

市町村行政栄養士を対象とした人材育成の取組のうち、本庁及び保健所いずれの主体も「実施して

いない」割合が高かった項目は、「中堅期の研修会等の開催」、「管理期の研修会等の開催」、「現任教

育担当者やプリセプター等制度の導入」だった。 

実施主体別では、「本庁が実施主体」では、「新任期、中堅期、管理期の研修会等の開催」が最も多く、

「保健所が実施主体」では、「現任教育担当者やプリセプター等制度の導入」、「市町村人材育成体制の

整備に関する支援」の順に多かった。 

 

図3-7-1 市町村行政栄養士を対象とした人材育成の取組状況 
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② 市町村行政栄養士の人材育成に関する課題 ※（ ）は抽出されたキーワード数 

回答内容は、「a都道府県における課題」と「b市町村における課題」に大別された。 

 

a 都道府県における課題 

 「体系的な整理」、「実施体制の確保」、「支援方法」の 3 つのカテゴリに区分され、5 つ以上のキーワ

ード数が抽出されたサブカテゴリは、「マニュアルの整備」(7)、「職位別の人材育成」(6)、「育成担当者（県

職員）の資質に確保」(6)、「研修内容」(6)だった。 

 

表3-7-2a 都道府県における課題   

カテゴリ サブカテゴリ 抽出されたキーワード（例） 

体系的な整理(13) マニュアル整備(7) 市町村行政栄養士向けの人材育成指針・マニュアルがない。 
 

職位別の人材育成(6) 採用年数に応じたカリキュラムなどは整備できていない。 

  

 

職位を問わない研修の実施のみに留まっている。 

実施体制の確保(17) 実施体制の格差(2) 研修は実施しているが、市町村の人材育成の体制整備への支援等は全県的には

実施できていない。 
 

市町村支援の協議の場(2) 市町行政栄養士の人材育成について、協議や情報交換を行える機会を設けてい

ない。 
 

育成担当者（県職員）の 

人員の確保(3) 

育成に携わる人材が不足している。 

 

育成担当者（県職員）の資

質の確保(6) 

近年、県保健所においても新任期職員の単独配置（もしくは少数配置）の傾向が増

えているため、支援ができないケースもあり、県全体で県・市町村の行政栄養士の

人材育成を計画的に推進する必要があると思われる。 
 

予算の確保(1) 予算の確保 
 

配置促進(1) 行政栄養士の配置が無い市町村及び配置が無い部署について市町村に配置を進

めるよう指導することに、県として難しさを感じている。 
 

関係団体等との連携(2) 研修会の実施に当たって効果的な発信をするために、関係団体との申合せが必

要。 

  

 

県内に管理栄養士養成校等の大学がなく、行政栄養士の人材育成について連携

や助言を得ることが難しい。 

支援方法(6) 研修内容(6) 県と市町別々を対象とした研修会は、対象人数が少なく困難である。 
  

県と市町合同で研修を企画すると関心の高いテーマが異なるため、企画しにくい。 
 

  市町栄養士のニーズがバラバラである。 

 

b 市町村における課題 

 「配置状況」「実施体制の確保」の 2つのカテゴリに区分され、5つ以上キーワードが抽出されたサブ

カテゴリは、「単数・少数配置」(7)、「体制整備」(5) だった。 
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表3-7-2b 市町村における課題 

カテゴリ サブカテゴリ 抽出されたキーワード（例） 

配置状況(16) 人材確保(3) 新卒や県外出身の人が就職しても長続きせず、結婚を機に退職してしま

う。次世代が育たない。出生数の減少や交通の便も悪いことも影響してい

るのではないか。 
 

  人材育成も課題だが、その前の行政栄養士の人材確保が課題である。 
 

未配置、採用が少ない(3) 人口に対してということもあり、行政栄養士の採用人数は少ない。地元で

就職したい、行政の栄養士になりたいと思う人がいても、その年に募集が

ないと地元で働く場所を見つけるのは困難である。 
 

単数・少数配置(7) 単独配置（または少数配置）のため指導者となる管理栄養士の確保が難し

い状況にある。 
 

  一人配置の市町村も多いため、広域的なネットワークづくりが必要。 
 

非正規職員の配置(3) 産育休代替職員として非正規職員の配置が目立つ。また、栄養士の人材

育成マニュアルがなく、十分な研修を重ねることができていない。 

    非正規職員のみ配置する市町もあり、市町の実態に応じたきめ細やかな

人材育成が必要。非正規職員のみ配置する市町には、正規職員配置へつ

ながるよう、成果の見える栄養政策の展開へ向け県・市町一体となった取

組を促していく。  

実施体制の確保(13) 時間の確保(3) 市町村では健診等ルーティン業務の比重が大きく、人材育成のための時

間の確保が難しい。 
 

予算がなくてもできる仕組み

(1) 

人材育成のための予算確保が十分ではない中でも、効果的にできる人材

育成の仕組みから検討していく必要がある。 
 

ノウハウの確保(1) 継続的に採用がされておらず、人材育成のノウハウが不足している。 
 

体制整備(5) 一人配置の市町村では実務の中での人材育成が難しく、保健所・県単位で

の人材育成の場の提供が必要。 

  担当事業や研修受講内容の

偏り(3) 

研修受講は、本人の判断に一任され、栄養士間での研修受講状況の格差

が大きい。自治体組織として計画的な研修受講体制の構築が必要と思わ

れる。 

 

４ 考察 

（１） 行政栄養士の配置 

一般職級の行政栄養士の配置人数は、都道府県では、本庁及び保健所とも「健康づくり」分野が多い。

政令指定都市、中核市等、特別区では、本庁では「保育」、「教育委員会」、本庁以外では政令指定都市、

特別区では「保健センター」が多く、中核市等では保健所「健康づくり」の配置人数が多い。なお、管理監督

職級の行政栄養士は、全ての分野で配置人数は少ない。 

管理監督職級及び一般職級とも行政栄養士の配置人数が多い分野の傾向は、自治体区分により異な

るものの、特定の分野の配置に集中している実態がみられた。また、本庁において 2名以上の配置があ

る分野は、政令指定都市の「健康づくり」と「保育」が最も割合が高く 7 割であった。加えて、各自治体本庁

の各分野における配置は、1名配置であることが多い。 
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「行政栄養士の配置分野は限定的かつ少数配置」の実態から、行政栄養士が現状として、どの分野

（「健康づくり」や「保育」等）で、どの範囲（都道府県、市町村、地域・地区）での栄養施策の立案、実施、評

価に関与しているのか、各自治体の配置分野と配置人数を確認し、適切な配置となっているか振り返ると

ともに、新たな健康・栄養課題に向き合うために、今後必要な配置分野及び人数、または未配置の分野と

の連携体制について検討が必要である。 

 

（２） 人材育成体制の整備 

人材育成体制の実態として、全ての自治体区分に共通して、「組織内部の調整を図る統括的な役割を

担う行政栄養士の配置がある」、「人材育成を考慮したジョブローテーションの実施がある」、「行政栄養士

の人材育成について定期的に検討する機会がある」の項目について取組がある自治体の割合は低い。 

行政栄養士の配置の実態として、限られた分野に限られた人数を配置するため、行政栄養士個々の      

成長を考慮し、職位に応じて必要な経験をする機会が得られるよう、特定の分野の経験に偏らない人材

育成を考慮したジョブローテーションが必要である。 

また、教育、医療、福祉等公衆衛生領域以外の異動先がある自治体が一定数あった。異動範囲が広く

なると、行政栄養士の実務経験年数も一人ひとり異なるため、実務経験年数あるいは職位に応じたキャ

リアラダーの目安を設定し、自分自身の到達度を確認できることも必要となる。 

「ジョブローテーション」や「キャリアラダーの目安の設定」を、実効性のある仕組みとするためには、人

事担当部局をはじめ各配置部署との調整や、同職種及び他職種の理解を得ながら、中長期的に取り組

むことが必要である。加えて、継続的な人材育成体制を整備するためには、人材育成について定期的に

検討することが必要であることから、人材育成を担当する課の位置付け及び担当者の配置や役割を明示

すること望ましい。 

さらに、人事部局や関係部署等組織横断的に、かつ同職種及び他職種と人材育成体制を調整する際

には、組織体制や栄養施策の動向を俯瞰的に把握し、人材育成ビジョンを考え、提案し、リーダーシップ

を発揮できる者の存在が重要である。その役割を担う人材として、統括的な行政栄養士の役割や可能性

について今後検討が必要である。 

 

（３） 市町村行政栄養士の人材育成支援 

都道府県において、市町村行政栄養士の人材育成に取り組む自治体の割合は、44 都道府県（93.6％）

であった。その取組内容については、「中堅期の研修会等の開催」、「管理期の研修会等の開催」、「現任

教育担当者やプリセプター等制度の導入」の実施割合が低かった。 

また、市町村行政栄養士の人材育成の課題についての自由記載では、市町村における課題として「単

数・少数配置」に関するキーワードが多く抽出されている。 

市町村行政栄養士は少数配置の自治体が多く、経験年数や職位にかかわらず栄養業務を遂行するス

キルが求められる現状がある。しかし所属内で同職種がいない場合、行政栄養士個々のスキルを実務

経験や職位に応じて段階的に評価する仕組みがないことも考えられる。 

したがって、都道府県による支援として、実務経験や職位による段階的なスキルの評価や、スキルアッ

プしたい能力に応じた人材育成の取組が必要である。 

一方で、保健所圏域で対象とする市町村行政栄養士の人数は限られており、個々の人材育成支援は

保健所単位では細やかに対応できる面もあるが、管轄する市町村の行政栄養士の実務経験や職位も

様々である場合、職位別に研修会を設定することが困難となる。そこで、市町村行政栄養士の人材育成

については、保健所単位及び都道府県単位での配置の現状を踏まえた、人材育成の取組を検討する必

要があり、その上で本庁、保健所の役割を明確にしていくことも必要である。 

また、都道府県側の課題として、「育成担当者（県職員）の資質に確保」に関連するキーワードが多く抽

出されており、各都道府県の行政栄養士の配置の実態に応じた人材育成体制の確保が必要である。 
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【【ココララムム】】行行政政栄栄養養士士のの配配置置特特性性をを踏踏ままええたた「「人人材材育育成成体体制制づづくくりり」」とと「「市市町町村村支支援援」」のの工工夫夫  
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「「市市町町村村支支援援」」のの工工夫夫  

「市町村行政栄養士の課題」については、市町村側の課題として「単数・少数配置」のキーワード

が多く抽出されました。都道府県においては、「行政栄養士が未配置である市町村に対し、その配置を

促すため、当該市町村における行政栄養士の配置計画の作成等に関して必要な支援を行うよう努める

こと。」（H25厚生労働省健康局長通知）とされ、未配置市町村への支援を行ってきたところです。 

健康日本21（第三次）の推進に当たっては、健康増進の取組を推進するために、様々な分野との連

携が必要です。都道府県が行う市町村支援においても、分野を横断した取組への支援に加え、健康増

進以外の分野への行政栄養士の配置について、市町村の求めに応じて支援を行うとともに、災害時な

ど危機管理対応においても、平時からの緊密な連携が今後ますます求められます。 

聞き取り対象の自治体からは、市町村への配置支援の取組として、「市が行政栄養士の配置を要望す

る際に参考となる資料を保健所から提供した」、「本庁が年度ごとに行政栄養士の配置状況を調査し、

市町村に配置に関する情報提供を行っている」、「市の配置要望の意向を踏まえ、保健所が配置要望の

後押しを行っている」、「都道府県栄養士会の市町村栄養士配置促進要望活動と連携した取組を行って

いる」等の状況を伺いました。 

今回の聞き取りを通して、市町村の行政栄養士の配置実態を把握し、その情報を市町村と共有する

ことや、市町村の配置に関する意向を保健所や本庁が把握できる関係性を持つことなど、日頃からの

地道な取組を積み重ねることの重要性を感じました。 

また、市の各分野に配置された行政栄養士間で人材育成を行うことを見据え、分野間の行政栄養士・

栄養士が交流を持てるよう保健所が支援した取組もありました。多くの市町村では、行政栄養士の配

置状況として、複数の分野に配置があり、それぞれ一人配置となっています。各分野の配置の有無や

配置人数と併せ、年齢構成や実務経験、職位の状況を把握し、市町村の行政栄養士の配置及び人材育

成体制づくりの支援を行っていくことが必要です。 
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Ⅱ 令和 4 年度地域保健総合推進事業「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」
活用事例報告 
  

1 はじめに 
令和 4年度に作成した「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」（以下「実践ガイド」

という。）は、将来を見据え、成果の見える栄養政策を推進するために必要な行政栄養士の手引書と

して、また人材育成の一助として活用することを目的に作成された。 

この実践ガイドを周知していく中で、行政栄養士の皆様から「どこから取り組んでいけばいいのか

分からない」といった声を受けたことから、本研究班の分担・協力事業者及び助言者が、自らの自治

体の実態（配置や人材育成状況等）を踏まえて、実践ガイドの活用を試み、活用事例をまとめた。 

これらの事例は、「これなら真似できそう」、「こういう使い方もあるのか」といった具体的な活用・展

開方法が示されていることから、各自治体での活用に向けたヒントにしていただきたい。 

 

2 事例の見方 
各事例は次のひな形に沿って記載している。実践ガイドの活用目的や、自治体の実態と課題に応

じた活用方法を示すとともに、取組によって得られた結果と効果及び明らかになった課題と今後の展

開を段階的に整理している。 

  

この取組を行った背景を各自治体の

配置や人材育成に関する現状を踏ま

えて記載している。 

事例で取り組んだ項目についてチェッ

クが入っている。事例を読み込む参

考にして欲しい。 

目的、実施者、対象者、具体的な手

法（時期、開催時間や時間配分な

ど）、実施頻度や回数等を記載してい

る。 

各自治体において、今度どのような展

開を予定しているのかを記載してい

る。 

本事例の活用ポイントについて、国立

保健医療科学院 和田 安代 氏のコ

メントを掲載している。 
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3 事例の目次 
各事例のキーワードや、「こんな人に見てほしい」の項目を参考に、実践ガイドを活用していただき

たい。 

 

  

人材育成 

実態調査 

周知 

気運醸成 

活用 

実践 

人材育成 

基盤整備 

事例名称 こんな人に見てほしい 

ｐ.71 

ｐ.63 

ｐ.54 

ｐ.49 

ｐ.40 

ｐ.35 

ｐ.30 

ｐ.25 

市町村の人材育成を保健

所で実施する体制をつくり

たい 

スキル獲得のための具体

的な現任教育を進めたい 

経験年数別チェックリスト

を独自に作成したい 

スキル獲得の現状を踏ま

え、正規管理栄養士の採

用につなげたい 

チェックリストを活用した研

修会を開催したい 

実践ガイドを周知し、活用

に向けた気運を高める研

修会を開催したい 

リーダー期管理栄養士で

配置について検討したい 

５つのスキルの習得度に

ついて現状を把握したい 

（2）県管理栄養士の適材適所配置に向けた検

討【山梨県】 

（4）人材育成につなげるためのチェックリスト

の活用【鳥取県鳥取市】 

（3）県内行政管理栄養士・栄養士を対象とした

実践ガイドの活用に向けた研修【福井県】 

（7）管理栄養士と保健師を対象とした実践ガイ

ドの趣旨を踏まえた人材育成の現任教育

【兵庫県三田市】 

（1）実践ガイドを用いた人材育成の状況把握

に関する調査【北海道】 

（6）新たな栄養課題に対応するための「チェッ

クシート」の作成と人材育成体制構築に向

けた検討【高知県高知市】 

（8）県型保健所における圏域内行政管理栄養

士人材育成体制づくり【新潟県南魚沼地域

振興局健康福祉環境部】 

（5）会計年度任用職員を含めたチェックリスト

の実践及び正規管理栄養士増員の検討

【新潟県三条市】 

ｐ.76 「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」を活用するために 

【女子栄養大学公衆栄養学研究室 久保 彰子 氏】 

キーワード 

リーダー期 

配置検討 

実践 

増員検討 

スキルアップ 

事業評価 

人材育成 

連携 

PDCA 

予算獲得 
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4 事例 
（1）「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」を用いた人材育成の状況把握に関する 

調査について 
 

自自治治体体名名：：北北海海道道  （都道府県 人口 5,139,913人(R5年 1月 1日現在)） 

  

事事例例のの区区分分  

☑ 実践ガイドの周知 

□ チェックリストの記入・結果の共有   

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

☑ その他（ 実践ガイドのスキルに関する調査及び人材育成体制構築に対する取組 ） 

 

活活用用事事例例のの概概要要  

道本庁及び道立保健所の行政栄養士に対し、実践ガイドの 5 つのスキルに対する習得状況及び
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【調査対象】 

北海道庁地域保健課及び道立保健所（支所）に所属する行政栄養士（51名） 

※ 行政栄養士とは、地域住民に対する栄養指導等に従事する管理栄養士等を指し、本道における健

康づくり所管課に属する者とする。 

※ 5年以内に行政栄養士だった者で、現課長職及び企画主幹職の者を含む。 

【集計結果】 

・習得したスキルは「なし」の回答が最も多く、経験年数に応じた習得状況の差や背景を把握することが

できた。 

・地域の課題分析に関する学習の機会の確保や PDCA に基づくマネジメントスキルの獲得に対する優

先度が高い状況がみられた。 

・新任期への支援体制も重要であるが、中堅期～管理期も含めた個々の栄養業務目標の明確化とそ

の取組や課題を相互に共有できる場面設定の必要性が示唆された。 

 

＜習得したスキル（複数回答）・今後習得したいスキル＞ 

選択肢 
習得したスキル 習得したいスキル 
回答数 割合 回答数 割合 

1.今後を見据え課題を総合的に分析し 
抽出するスキル 11 28.2% 12 30.8% 

2.リーダーシップを発揮し他部署等に 
積極的に相談・提案するスキル 9 23.1% 2 5.1% 

3.施策を立案し、必要な体制を確保する 
スキル 12 30.8% 4 10.3% 

4.PDCA に基づき施策を着実に遂行し 
成果を得るためのマネジメントスキル 11 28.2% 12 30.8% 

5.得られた成果を効果的に見える化し、 
更なる発展につなげるスキル 3 7.7% 9 23.1% 

なし 14 35.9% - - 

○ 習得したスキル                  ○ 今後習得したいスキル 

 

 

 

 

 

 

 

＜習得していないスキルを補うための支援体制＞ 

選択肢 回答数 割合 
ある 16 41.0% 
ない 23 59.0% 

合計 39 100.0% 
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＜市町村行政栄養士育成支援への活用の可否＞ 

選択肢 回答数 割合 
できる（したい） 27 69.2% 
できない（したいが難しい） 12 30.8% 

合計 39 100.0% 
 

＜経験年数×習得したスキル＞ 
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認） 

・所属上司への調査実施について説明 
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活活用用のの結結果果・・効効果果  

・効果は以下 3つのカテゴリーに分けて記載 

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

調査対象：51名、回収数：39名（回収率：76.5％）  

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・実践ガイドを直接周知。調査実施に合わせて、ガイド及びガイドの概要について資料提供し、周知

を行った。 

・新任期の習得スキルや支援体制の有無等について実態が把握でき、人材育成体制構築の必要

性について検討する機会となった。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

・実践ガイドの内容を把握できていない者は全体の 41.0％（16 名）と半数以下であったが、そのう

ち、市町村支援に活用できそうと回答した者が 81.3％（13名）いたことから、実践ガイドの内容周知

と併せて、市町村支援での人材育成等に活用できることが周知できた。  

そそのの他他  

・新任期のみならず、中堅期～管理期も含めた個々の栄養業務目標の明確化とその取組や課題を

相互に共有できる場面設定の必要性が示唆され、北海道としての今後の課題を抽出することがで

きた。  

  

明明ららかかににななっったた課課題題 

・北海道行政栄養士としての目指すべき姿の設定や共通認識を図った上で、個々の栄養業務目

標の明確化とその取組や課題を相互に共有できる機会の創出、またスキル習得における資質向

上や支援体制の構築を進めることが必要である。 

   

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

研修会・業務連絡会・市町村支援による人材育成等の機会に活用 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有      

上記と同様 

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

目指す姿・目標の設定と共有化を図ること、地域や経験年数に応じた連携・学習等の機会の創

出（医療圏域やブロックごとの業務連絡会・合同研修会、経験年数や職位に応じた研修や意見

交換の機会など）、実践的な研修の機会の創出（北海道保健所栄養士協議会や栄養士会、全国

保健所管理栄養士会等が開催する研修の機会を活用する他、地域をフィールドとした実践研修

など）、自己研鑽の機会に係る職場理解を得るための成果の見える化 

□□  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

□□  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

☑☑  そそのの他他（（  人材育成に対する意識の向上  ））  

個々の栄養業務目標の明確化とその取組や課題を相互に共有できる場面設定等、資質の向上

や人材育成体制を推進する意識の向上 

  

−28−



 

- 28 - 
 

活活用用のの結結果果・・効効果果  

・効果は以下 3つのカテゴリーに分けて記載 

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

調査対象：51名、回収数：39名（回収率：76.5％）  

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・実践ガイドを直接周知。調査実施に合わせて、ガイド及びガイドの概要について資料提供し、周知

を行った。 

・新任期の習得スキルや支援体制の有無等について実態が把握でき、人材育成体制構築の必要

性について検討する機会となった。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

・実践ガイドの内容を把握できていない者は全体の 41.0％（16 名）と半数以下であったが、そのう

ち、市町村支援に活用できそうと回答した者が 81.3％（13名）いたことから、実践ガイドの内容周知

と併せて、市町村支援での人材育成等に活用できることが周知できた。  

そそのの他他  

・新任期のみならず、中堅期～管理期も含めた個々の栄養業務目標の明確化とその取組や課題を

相互に共有できる場面設定の必要性が示唆され、北海道としての今後の課題を抽出することがで

きた。  

  

明明ららかかににななっったた課課題題 

・北海道行政栄養士としての目指すべき姿の設定や共通認識を図った上で、個々の栄養業務目

標の明確化とその取組や課題を相互に共有できる機会の創出、またスキル習得における資質向

上や支援体制の構築を進めることが必要である。 

   

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

研修会・業務連絡会・市町村支援による人材育成等の機会に活用 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有      

上記と同様 

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

目指す姿・目標の設定と共有化を図ること、地域や経験年数に応じた連携・学習等の機会の創

出（医療圏域やブロックごとの業務連絡会・合同研修会、経験年数や職位に応じた研修や意見

交換の機会など）、実践的な研修の機会の創出（北海道保健所栄養士協議会や栄養士会、全国

保健所管理栄養士会等が開催する研修の機会を活用する他、地域をフィールドとした実践研修

など）、自己研鑽の機会に係る職場理解を得るための成果の見える化 

□□  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

□□  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

☑☑  そそのの他他（（  人材育成に対する意識の向上  ））  

個々の栄養業務目標の明確化とその取組や課題を相互に共有できる場面設定等、資質の向上

や人材育成体制を推進する意識の向上 

  

 

- 29 - 
 

本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

実践ガイドを基に自治体の実態を調査した事例で、非常に有意義なものと考えます。道内の行政

栄養士が 50名以上と多い中、人材育成のオーガナイズは喫緊の課題であると存じますので、今後

の発展に期待しております。ぜひ各自治体さんも、調査でもガイドを活用していただきたいです。 

  

問問合合せせ先先  

北海道渡島総合振興局保健環境部保健行政室（北海道渡島保健所） 企画総務課 

電話番号：0138-47-9012 

E-Mail：matsuno.makoto@pref.hokkaido.lg.jp 

担当者：松野 
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（2）県管理栄養士の適材適所配置に向けた検討  

  

自自治治体体名名：：山山梨梨県県（都道府県 人口 800,400人(R5年 1月 1日現在)）  

  

事事例例のの区区分分  

□ 実践ガイドの周知 

□ チェックリストの記入・結果の共有   

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

☑ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（                            ） 

 

活活用用事事例例のの概概要要  

リーダー期にある県管理栄養士 3 名が実践ガイドに基づき、管理栄養士の適材適所配置（配置及

び人材育成に関すること）に向けた検討を行った。検討した結果、人材育成に関しては、次年度以降

に作成予定の市町村栄養士も含めた人材育成マニュアル(または指針)に、実践ガイドの 5 つのスキ

ルを反映することとした。事業のチェックリストは、自己評価及び他者評価（所属内、職種間）に使用

できる体制整備の必要性について共通認識を得た。管理栄養士の適材適所配置は、同職種、他職

種ともに協議する場を設定し、管理栄養士職種として人事担当へ働きかけることが必要だという結論

に至った。 

  

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

・ 県管理栄養士の異動部署と配置人数(令和 5 年度現在)は、本庁(健康増進部門）1 名、4 保健所 8

名、特別支援学校(教育委員会へ出向)7 名、障害児・者医療福祉施設 2 名となっており、令和元年

度以降、管理職級の職位についている者はいない。 

・ 人事ヒアリングや組織改編要求は所属単位で行われており、管理栄養士として配置や人材育成に
ついて、どう考えるかを具体的に意見できる機会がない。 

・ 管理栄養士として、人材育成について意見を出し合う機会は、本庁主催の栄養業務担当者会議が
あるが、実務的な内容が主であること、出席者が管理栄養士だけではないこと、配置に関すること

までは検討する時間がないことから、配置や人材育成について俯瞰的に検討する機会を積極的に

作ることができていなかった。 

・ 職位や行政分野の経験年数による配置（他職域からの異動時は複数配置の所属にする、他職域
も含めたジョブローテーションなど）や、所属が違う場合でも、栄養業務に関して管理栄養士がフォ

ローできる体制の検討が必要であると感じていた。 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・ 表 1は、令和 5年度全国保健所管理栄養士会スキルアップ講座事後アンケート「実践ガイドを活用

し、必要なスキルを得るために、自分の自治体・所属においてどのような体制があると良いか」とい

う設問に回答した 61 名（全国自治体からの受講者）の記載内容をグルーピングし、5 種類のラベル
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（2）県管理栄養士の適材適所配置に向けた検討  

  

自自治治体体名名：：山山梨梨県県（都道府県 人口 800,400人(R5年 1月 1日現在)）  

  

事事例例のの区区分分  

□ 実践ガイドの周知 

□ チェックリストの記入・結果の共有   

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

☑ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（                            ） 

 

活活用用事事例例のの概概要要  

リーダー期にある県管理栄養士 3 名が実践ガイドに基づき、管理栄養士の適材適所配置（配置及

び人材育成に関すること）に向けた検討を行った。検討した結果、人材育成に関しては、次年度以降

に作成予定の市町村栄養士も含めた人材育成マニュアル(または指針)に、実践ガイドの 5 つのスキ

ルを反映することとした。事業のチェックリストは、自己評価及び他者評価（所属内、職種間）に使用

できる体制整備の必要性について共通認識を得た。管理栄養士の適材適所配置は、同職種、他職

種ともに協議する場を設定し、管理栄養士職種として人事担当へ働きかけることが必要だという結論

に至った。 

  

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

・ 県管理栄養士の異動部署と配置人数(令和 5 年度現在)は、本庁(健康増進部門）1 名、4 保健所 8

名、特別支援学校(教育委員会へ出向)7 名、障害児・者医療福祉施設 2 名となっており、令和元年

度以降、管理職級の職位についている者はいない。 

・ 人事ヒアリングや組織改編要求は所属単位で行われており、管理栄養士として配置や人材育成に
ついて、どう考えるかを具体的に意見できる機会がない。 

・ 管理栄養士として、人材育成について意見を出し合う機会は、本庁主催の栄養業務担当者会議が
あるが、実務的な内容が主であること、出席者が管理栄養士だけではないこと、配置に関すること

までは検討する時間がないことから、配置や人材育成について俯瞰的に検討する機会を積極的に

作ることができていなかった。 

・ 職位や行政分野の経験年数による配置（他職域からの異動時は複数配置の所属にする、他職域
も含めたジョブローテーションなど）や、所属が違う場合でも、栄養業務に関して管理栄養士がフォ

ローできる体制の検討が必要であると感じていた。 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・ 表 1は、令和 5年度全国保健所管理栄養士会スキルアップ講座事後アンケート「実践ガイドを活用

し、必要なスキルを得るために、自分の自治体・所属においてどのような体制があると良いか」とい

う設問に回答した 61 名（全国自治体からの受講者）の記載内容をグルーピングし、5 種類のラベル
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に整理したものである。 

・ この結果を踏まえ、「山梨県においてどのような体制があると良いか」について考えた結果、「配置」
や「人材育成」を考えていく上で、まず「検討の場の設定」に着眼し、リーダー的な立場にある者の

情報共有や、管理栄養士全体で共通認識を図る機会を作ろうと考えた。 

・ 第一段階として、立場が同じ者同士(本庁勤務経験があり、入庁 20年以上、行政経験 10年以上の

リーダー期職員)が山梨県の栄養施策をどのように進めていくか、配置、人材育成に対してどのよう

な考えを持っているのか、それぞれの意見を共有する機会を設定することとした。 

 

表 1 令和 5年度全国保健所管理栄養士会スキルアップ講座(R5.7.29開催)アンケート記載内容 

  

活活用用方方法法  

目目的的：：行政管理栄養士が 5 つのスキルを身に付け、業務を推進していくためにはどうしたら良いか、

管理栄養士の人材育成について何に取り組むべきか、適材適所の配置に向けてできることは

何か、それぞれの意見や思いを共有する。  

対対象象者者：：令和 5年度行政分野に勤務するリーダー期職員（管理栄養士）3名 

（3人とも本庁経験あり、入庁 20年以上、行政経験 10年以上、一般職） 

実実施施時時期期：：第 1回 令和 5年 9月、第 2回 令和 5年 12月 

方方法法：：第 1回、第 2回とも対面実施  

【第 1回】  

事前に資料（＊)を他の参加者 2 人に送付し、意見交換の視点（表 2）を提示した。当日は、意見交

換の視点を基に自由に意見を出し合い、後日、出された意見を要素別に整理し、認識のずれがない

か 2人に確認し修正した。 

(＊) ①R4地域保健総合推進事業「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」 

②全国保健所管理栄養士会 令和 5年度第 1回スキルアップ講座資料 

③R2-4厚生労働科学研究 自治体栄養士のキャリアラダーに基づくキャリアパスモデル(案) 
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表 2 意見交換の視点と実践ガイド「5つのスキル」の該当部分 

  実実施施者者がが示示ししたた意意見見交交換換のの視視点点  55つつののススキキルル  内内容容  

11  5つのスキルを身に付けるには   

22  
山梨県に必要なことと  

その優先順位 

(1)今後を見据え課題を総

合的に分析し抽出するス

キル 

ア 課題の総合的な分析 

イ 今後を見据えた優先課

題の抽出 

33  
将来を見据えて、長期的に取り

組むこととすぐに取り組むこと 

(1)今後を見据え課題を総

合的に分析し抽出するス

キル 

(3)施策を立案し、必要な体

制を確保するスキル  

ア 課題の総合的な分析 

イ 今後を見据えた優先課

題の抽出 

ア 施策の必要性の明確化 

 

44  
人員増(適材適所の配置)に向け

た取組はどのように行うか (3)施策を立案し、必要な体

制を確保するスキル  

オ 人員確保と資質向上 

 
55  

市町村栄養士の人材育成体制

をどのようにするか 

66  その他、自分が感じたこと   

 

 ○実践ガイドの活用方法 

・ 参加者 2人は、事前送付された実践ガイド、「意見交換の視点」を確認した上で、当日に臨んだ。 

・ 当日は、実践ガイド p.8-9の図 3、図 4のポンチ絵を中心に、ガイドの作成経緯を説明した。その

後、ガイドを有効に活用するためには、栄養政策を実践するための基盤となる人材育成の体制

整備を、組織として、あるいは個人として戦略的に進めていくことが重要であることを説明した。 

 

【第 2回】 

第 1回の検討の場で、「現状の課題」と「何に取り組む必要があるか」についての確認はできたが、

「いつ、何に取り組むべきか」までは検討できなかったため、今後、具体的に人材育成を進めるため

に、取り組むべき優先順位を整理した。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・ 管理栄養士の置かれている状況及びどのような考えを持っているかを知ってもらうこと、業務（現
任教育）の一環であることの理解を得るため、事前にそれぞれの直属上司（保健師）にメールに

て主旨説明を行い、了承を得た。 

・ ざっくばらんな意見交換の場としたかったため、執務時間終了後の時間を設定した(時間帯につ

いても上司の承諾を得た。)。 

・ この「検討の場の設定」については、第 1 回終了後に新任期、中堅期にある保健所管理栄養士

にも伝え、情報を共有した。 

  

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

・ 参加者：【第 1回】【第 2回】とも 3人（本庁経験あり、入庁 20年以上、行政経験 10年以上） 
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表 2 意見交換の視点と実践ガイド「5つのスキル」の該当部分 

  実実施施者者がが示示ししたた意意見見交交換換のの視視点点  55つつののススキキルル  内内容容  

11  5つのスキルを身に付けるには   

22  
山梨県に必要なことと  

その優先順位 

(1)今後を見据え課題を総

合的に分析し抽出するス

キル 

ア 課題の総合的な分析 

イ 今後を見据えた優先課

題の抽出 

33  
将来を見据えて、長期的に取り

組むこととすぐに取り組むこと 

(1)今後を見据え課題を総

合的に分析し抽出するス

キル 

(3)施策を立案し、必要な体

制を確保するスキル  

ア 課題の総合的な分析 

イ 今後を見据えた優先課

題の抽出 

ア 施策の必要性の明確化 

 

44  
人員増(適材適所の配置)に向け

た取組はどのように行うか (3)施策を立案し、必要な体

制を確保するスキル  

オ 人員確保と資質向上 

 
55  

市町村栄養士の人材育成体制

をどのようにするか 

66  その他、自分が感じたこと   

 

 ○実践ガイドの活用方法 

・ 参加者 2人は、事前送付された実践ガイド、「意見交換の視点」を確認した上で、当日に臨んだ。 

・ 当日は、実践ガイド p.8-9の図 3、図 4のポンチ絵を中心に、ガイドの作成経緯を説明した。その

後、ガイドを有効に活用するためには、栄養政策を実践するための基盤となる人材育成の体制

整備を、組織として、あるいは個人として戦略的に進めていくことが重要であることを説明した。 

 

【第 2回】 

第 1回の検討の場で、「現状の課題」と「何に取り組む必要があるか」についての確認はできたが、

「いつ、何に取り組むべきか」までは検討できなかったため、今後、具体的に人材育成を進めるため

に、取り組むべき優先順位を整理した。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・ 管理栄養士の置かれている状況及びどのような考えを持っているかを知ってもらうこと、業務（現
任教育）の一環であることの理解を得るため、事前にそれぞれの直属上司（保健師）にメールに

て主旨説明を行い、了承を得た。 

・ ざっくばらんな意見交換の場としたかったため、執務時間終了後の時間を設定した(時間帯につ

いても上司の承諾を得た。)。 

・ この「検討の場の設定」については、第 1 回終了後に新任期、中堅期にある保健所管理栄養士

にも伝え、情報を共有した。 

  

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

・ 参加者：【第 1回】【第 2回】とも 3人（本庁経験あり、入庁 20年以上、行政経験 10年以上） 
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・ 時間：【第 1 回】約 2 時間 30 分（うち、コアとなる部分は約 2 時間、他は通常業務についての情

報共有）、【第 2回】約 2時間 

・ 内容： 
【第 1回】意見交換の視点（表 2）に沿って検討を進めた結果、次の 3点に要点を絞った。 

① ジョブローテーション、OJT について(他職域から行政への異動は複数配置部署など考慮

する必要がある。研修を受けられる体制づくりと併せて研修成果をアウトプットする機会も

必要である。キャリアパスモデルを基に、自分自身がある程度の見通しを持って、ライフ＆

キャリアプランを考える必要がある。) 

② 本庁の配置について（施策推進のための複数配置が必要である。若手のうちに本庁を経
験できる体制づくりが必要である。） 

③ 配置についての相談、情報共有について(管理栄養士間において共有する機会の設定が

必要である。人事担当へは職種として働きかける機会の設定、管理栄養士以外の職種(管

理監督職)に相談する機会の設定が必要である。) 

【第 2 回】第 1 回において整理した 3 点を軸に、「実践ガイドをどのように活用できるか」及び「具

体的に人材育成を進めるために取り組むべき優先順位」を整理した。 

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

出された意見 

【第 1回】 

・ リーダー期の自分達が配置や人材育成について考えて発信していく立場にあるのだと実感し
た。 

・ 実践ガイドに基づいて栄養施策を展開していく必要性を理解した。 

・ 現状の課題と何に取り組まなければいけないか話し合ったことで、言語化された。 

現状の課題：管理栄養士の適材適所配置及び人材育成に関する協議ができていない。 

取り組むべきこと： 

① 本庁の業務経験について、若手のうちに上位職の者と共に経験できる機会が必要 

→現状の 1人配置から複数配置にする必要あり。 

② 実践ガイドのチェックリストを用いて、同じ職種の管理栄養士が面接できる機会の創設  

→面接者の立場の確立が必要  

③ 若手、中堅世代の意見や思いを表出できる機会設定が必要 

【第 2回】 

① 5つのスキルは令和 6年度以降検討する人材育成マニュアル(または指針)に反映していく。 

② チェックリストについては、自己評価及び他者評価（所属内、職種間）に使用できる体制づくり
を検討する。埋まらなかった部分の視点を持つことが大事。 

③ 管理栄養士が担当している健康づくり、栄養改善事業は、予算化されている事業は少なく、予
算なしで実施している事業がほとんど。予算化されていない事業も含めて、全体像を「見える

化」することができれば、「今後を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル」の習得につ

ながるのではないか。例えば、食環境整備を切り口に給食施設指導、地域・職域保健連携推

進などの事業の関係性をロジックモデルに整理。本庁主導で進めていくのはどうか。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

・ それぞれの上司(保健師)に事前報告及び事後の情報共有をしたことにより、管理栄養士の配置
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や人材育成について一緒に考えていくという機運が醸成された。  

そそのの他他  

副次的効果 

・ 時間に拘束されずに話し合ったことにより、日常業務のちょっとした情報交換にもつながった。  

・ スマートミール弁当を注文した。食環境整備についての意見交換もできた。  

  

今今後後のの展展開開  

☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

 令和 6 年度以降検討する市町村栄養士も含めた人材育成マニュアル(または指針)に、実践ガイド

の 5つのスキルを反映する。 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有  

自己評価及び他者評価に使用できる体制づくりを検討。 

まず、リーダー職にある管理栄養士が所属に関わらず、新任期及び中堅期管理栄養士のチェック

リスト記入状況を確認してみる。 

□□  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

□□  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

☑  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

1. 他職域部署の県管理栄養士も含めた話し合いを設定。 

この「検討の場」の情報共有、管理栄養士職種（県職員栄養士会：行政、教育委員会、医療職域

含めた県管理栄養士の職能団体)として人事担当へ情報発信していく必要性を提案する。また、

それぞれの考えを共有する。 

2. 管理栄養士以外の職種に状況を説明する機会を設定。 

(案)直属上司（保健師）、保健所長 

3. 本庁(健康増進部門)複数配置の要望。 

(公社)山梨県栄養士会も要望しているので、連携する方法を検討する。 

□□  そそのの他他（（                              ）） 

 

本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

 

 

 

 

問問合合せせ先先  

山梨県富士・東部保健福祉事務所（富士・東部保健所）健康支援課 

電話番号：0555－24－9034 

E-Mail：ft-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp 

担当者：渡邊 

リーダー期にある管理栄養士が実践ガイドについて議論ができたという取組かと存じます。リ

ーダー的立場にある方が率先して、人材育成をリードしていくことが自治体栄養士、栄養施策

の未来にかかっているかと考えますので、ぜひ今後の展開につなげていっていただきたいで

す。 
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（3）県内行政管理栄養士・栄養士を対象とした実践ガイドの活用に向けた研修 

 

自自治治体体名名：：福福井井県県（都道府県 17市町 人口 744,568人（R5年 10月 1日現在））  

  

事事例例のの区区分分  

☑ 実践ガイドの周知 

☑ チェックリストの記入・結果の共有   

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（               ） 

  

活活用用事事例例のの概概要要  

県内行政栄養士を対象に、実践ガイドや講義を通じて行政栄養士に求められるスキル、仕事の進

め方、姿勢等を学び、チェックリストの記入による現状把握や、実践ガイドの活用場面、スキル習得に

向けて必要なことなどについてグループで意見交換を行うことにより、参加者のモチベーション向上

につながった。 

 

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

・福井県の管理栄養士は、本庁、健康福祉センター（保健所）に加え、県立病院、総合福祉相談所、

食品加工研究所などに 29名配置され、そのほとんどが 1人配置である（令和 5年 6月現在）。 

・人材育成は、「福井県行政栄養士人材育成ガイドライン（平成 30年 3月）」に基づき行っており、現

任教育の一つとして部局研修（部局の職務遂行に必要な専門的知識を習得するための研修）の

開催が位置付けられている。 

・県職員の人材育成とともに、県の役割である市町支援の一環として、市町職員も含めた人材育成

を行っていく必要がある。 

 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・ジョブローテーションを考慮し、県職員及び市町職員の管理栄養士・栄養士全員を対象とする。 

・実践ガイドの周知を行い、実践ガイドの活用、行政栄養士に求められるスキル習得に向けた検討

を行うとともに、将来を見据えた栄養政策を推進するための気運を高める。 

  

活活用用方方法法  

【目的】 

健康日本 21（第三次）において、多様な主体・他分野との連携・協働が重要視されていることを踏

まえ、効果的な栄養政策の推進に向け、行政栄養士の役割を改めて考えるとともに、チェックリストを

通じて組織・自身の強み・弱みの現状を把握し、行政栄養士に求められるスキルを習得するために

必要なことを考える。また、講義やグループワークを通じて、将来を見据えた栄養政策を推進するた
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めの気運を高める。 

【実施者】 

地域保健従事者の研修の企画・調整を行う本庁担当課（担当者：保健師） 

※本庁栄養施策担当課の管理栄養士は事務局として企画・運営を担当 

【対象者】 

県職員及び市町職員の管理栄養士・栄養士 

【実施時期】 

令和 5年 9月 

【実施方法】 

オンライン研修 

【実施内容】 

・講義①「行政栄養士に求められる役割と仕事の進め方」（55分） 

講師：神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 教授 田中和美先生 

・講義②「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」（30分） 

講師：令和 3～4年度地域保健総合推進事業 

 「将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・立案手法に関する研究」 

分担事業者 新田和美先生 

・グループワーク「成果の見える栄養施策を推進するための実践プロセスチェックリストの活用」 

助言者：田中和美先生、新田和美先生 

 （1）意見交換（45分） 

  以下の 3点について、意見交換を行った。 

①チェックリストを記入してみてどう感じたか（自身・組織の強み、弱みの確認、今後の活用場面など）。  

②講義や実践ガイドから、今後習得したいスキルは何か。 

③そのスキルを得るために必要なことは何か（弱みを強みに変換するために必要なことは何か。）。 

※グループは、参加者の配置部署、地域に応じて 6グループに分け（健康づくり・母子保健（4グル

ープ）、児童福祉（1グループ）、学校・その他（1グループ））、1グループ 5～7人とした。 

※各グループの検討内容は、記録者が画面共有しながらグループワークシートに入力した。 

※令和 5年度第 1回全国保健所管理栄養士会スキルアップ講座の内容を参考にした。 

 （2）発表（10分） 

  3グループがグループワークシートを画面共有しながら発表した。 

（3）助言者からのコメント・エール（5分） 

・アンケート 

参加者に Microsoft Formsを活用したアンケートを実施し、研修会当日に回答してもらった。 

 

【グループワークでの主な意見】 

①チェックリストを記入してみてどう感じたか。 

・データ分析まではしていないが、既存のデータの活用はできている。また、事業実施については

計画時から所長と話し合い、栄養士の業務としてではなく、所の業務としてチームで取り組むよう

にできている。 

・PDCAの Doの部分はできていることが多かったが、評価・改善の部分が埋まらなかった。 
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・成果のまとめ（学会発表等）はできていることが分かった。まとめることで、今後やるべきこと、課

題等の洗い出しができていることに気付けた。 

・目の前の事業の実施に追われ、ルーフショットになりがちである。チェックリストを活用して、ムー

ンショットとなるよう取り組みたい。 

・内容が難しく、記入ができなかった。今後、検討するときにこのような評価基準で考えていく必要

があると感じた。 

・レベルが高く感じる。予算や財政のことは事務の人に任せる事業が多く、栄養士が 1 つの事業を

主体的に立案して持つことができていない。 

・保育所給食の担当、病院、学校給食センターではなかなか埋まらない部分が多い。 

・自分の部署だけでなく、他の部署との連携のためには他部署の事業を知っていく必要がある。 

・職種に関係なく必要なスキルだと思う。 

②講義や実践ガイドから、今後習得したいスキルは何か。 

・（1）今後を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル（様々な世代の健康課題を分析すること

が必要）。 

・（2）リーダーシップを発揮し他部署等に積極的に相談・提案するスキル（俯瞰してみる力が必

要）。 

・（4）PDCA に基づき施策を着実に遂行し成果を得るためのマネジメントスキル（目の前の事しか見

えていない状況。自分の立ち位置を確認し、包括的に業務を行いたい。）。 

・スキル（1）～（5）は先輩方が習得されている。今後、個人として自己研鑽をしていかなければなら

ない。 

③そのスキルを得るために必要なことは何か。 

・事業計画時から、上司を巻き込む、中間報告もこまめに実施する。  

・事業の評価ができるような、短期、中期目標の設定。 

・日頃から新しい情報を取り入れることを意識する。 

・行動経済学や AIなど、栄養と直接関係のないものでも積極的に勉強して取り入れる。 

・常に現状に疑問を持ち、現状把握をしながら業務に臨んでいく姿勢が重要。 

・他の市町とのつながりが薄れている。行政栄養士との連携があるとよい。  

・勉強会等での栄養士間での集まりや他職種とのつながり、連携・意見交換。 

・他部署との関係づくり、日常でのコミュニケーション。 

・スキルを修得するためには、人員的余裕が必要。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・健康福祉センター、県立病院及び本庁の課長補佐級以上の管理栄養士の代表者並びに新任者の

アドバイザーを委員とする健康福祉センター栄養士研修委員会において、研修方法・内容を検討し

た。 

・予算は既存事業を活用した。 

・参加者には、事前に実践ガイドの内容を確認した上で、可能な限りチェックリストを記入してもらった

（周知目的のため、記入したチェックリストの提出までは求めないこととした。）。 

・各グループで意見交換した内容を共有できるよう、研修会後に各グループのグループワークシート

を参加者に送付した。  
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活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））    

参加者数 県 16人、市町 23人（8/17市町） 

＜参加者アンケート結果＞ 

・回答率 55.6% 

・研修内容の理解度（よく理解できた、まあまあ理解できたと回答した割合） 

講義① 100％、講義② 95％、グループワーク 90% 

・実践ガイドを活用していきたいと思った割合 100％ 

・実践ガイドをどのように活用していきたいか 

-事業の振り返り、進捗評価、担当が変わる時などに活用したい。 

-定期的にチェックリストを記入し、業務評価に活用したい。 

-できていないところ（弱いところ）を再確認し、次につなげていくために活用したい。 

・研修会についての意見・感想 

-スキルや理論の話は新鮮だった。自身のキャリアについて改めて考える機会となり、今後の業

務でも実践していきたい。 

-チェックシートについて、記入するのにハードルが高いと感じていたが、埋められる項目だけで

も埋められるように、改めてもう一度やってみたい。 

-失敗を恐れずに事業に取り組み、軌道修正していくことに意味がある。施策の企画立案にはマ

ンパワーや上司の理解などに影響を受ける部分もあるが、ロジカルに説明できる準備が自信を

持って施策に取り組む第一歩ではないか。 

-直接関係がないと思う部署や分野も巻き込んでみることも取り入れていきたい。事業の振り返

りの重要性を再確認した。 

-田中先生の講義を聞いて、まずは挑むところからだと思った。 

-田中先生の講義で前向きになれた。このような研修は、早い時期から必要であり、定期的に受

けたい。 

-行政栄養士同士の情報共有の場がとても大切だと再認識した。よいアイディアの発想につなが

るなど、学ぶことが多かった。 

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・アンケート結果などから、参加者のモチベーションアップにつながったと考える。 

・実践ガイドの活用状況について、次年度以降に確認予定。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

－－  

そそのの他他  

・今後の開催方法の希望  オンライン 40%、ハイブリット 45%、対面 15% 

・オンライン（講義）、対面（講義・グループワーク）があるとよい。 

・他の行政栄養士と顔合わせができる貴重な機会であり、開催があると嬉しい。 

・県や市町の事業紹介、好事例の発表等があるとよい。 

  

明明ららかかににななっったた課課題題  

・栄養施策を推進するためのモチベーションの維持 
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活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））    

参加者数 県 16人、市町 23人（8/17市町） 

＜参加者アンケート結果＞ 

・回答率 55.6% 

・研修内容の理解度（よく理解できた、まあまあ理解できたと回答した割合） 

講義① 100％、講義② 95％、グループワーク 90% 

・実践ガイドを活用していきたいと思った割合 100％ 

・実践ガイドをどのように活用していきたいか 

-事業の振り返り、進捗評価、担当が変わる時などに活用したい。 

-定期的にチェックリストを記入し、業務評価に活用したい。 

-できていないところ（弱いところ）を再確認し、次につなげていくために活用したい。 

・研修会についての意見・感想 

-スキルや理論の話は新鮮だった。自身のキャリアについて改めて考える機会となり、今後の業

務でも実践していきたい。 

-チェックシートについて、記入するのにハードルが高いと感じていたが、埋められる項目だけで

も埋められるように、改めてもう一度やってみたい。 

-失敗を恐れずに事業に取り組み、軌道修正していくことに意味がある。施策の企画立案にはマ

ンパワーや上司の理解などに影響を受ける部分もあるが、ロジカルに説明できる準備が自信を

持って施策に取り組む第一歩ではないか。 

-直接関係がないと思う部署や分野も巻き込んでみることも取り入れていきたい。事業の振り返

りの重要性を再確認した。 

-田中先生の講義を聞いて、まずは挑むところからだと思った。 

-田中先生の講義で前向きになれた。このような研修は、早い時期から必要であり、定期的に受

けたい。 

-行政栄養士同士の情報共有の場がとても大切だと再認識した。よいアイディアの発想につなが

るなど、学ぶことが多かった。 

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・アンケート結果などから、参加者のモチベーションアップにつながったと考える。 

・実践ガイドの活用状況について、次年度以降に確認予定。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

－－  

そそのの他他  

・今後の開催方法の希望  オンライン 40%、ハイブリット 45%、対面 15% 

・オンライン（講義）、対面（講義・グループワーク）があるとよい。 

・他の行政栄養士と顔合わせができる貴重な機会であり、開催があると嬉しい。 

・県や市町の事業紹介、好事例の発表等があるとよい。 

  

明明ららかかににななっったた課課題題  

・栄養施策を推進するためのモチベーションの維持 
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・チェックリストの各項目に関する理解度の向上 

・チェクリストの実施できていない事項に対する具体的な検討 

・行政栄養士に求められるスキルの養成につながる人材育成の在り方 

・他部署、他職種との連携とともに、行政栄養士同士の連携強化の必要性 

  

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

 ・参加していない行政栄養士に対する周知（本研修会のオンデマンド配信） 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有  

・事例検討などによるチェックリストの各項目の確認 

・チェックリストの活用に向けた具体的な検討 

・チェックリストの実施できていない項目に対する方策の検討 

  （健康福祉センターをサテライト会場としたハイブリット研修、健康福祉センター圏域での開催など） 

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

 ・スキルを習得するための研修会の開催（県全体） 

・全国保健所管理栄養士会、日本栄養士会などが開催する研修会への派遣 

□□  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

□□  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

□□  そそのの他他（（                              ））  

  

  本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

    国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏    

 

 

 

 

 

 

  

  

外部からの講師をお招きして講義を行い、グループワークの後にも先生方にコメントやエールをい

ただく企画を設定されたとのことで、非常に良い取組に感じました。講義が、内容だけでなくモチベ

ーション向上につながるように企画されたことは有意義であったと考えられます。実際に、アンケー

トでもモチベーション向上につながったように考えられるので、ぜひ今後の栄養施策にぜひつなげ

ていっていただきたいです。 

問問合合せせ先先  

福井県健康福祉部健康医療局健康政策課 

電話番号：0776-20-0352 

E-Mail：kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp 

担当者：森川 
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（4）人材育成につなげるためのチェックリストの活用 

 

自自治治体体名名：：鳥鳥取取県県鳥鳥取取市市  （中核市 人口 182,163人（R5年 3月 31日現在） 東部圏域：1市 4町）    

 

事事例例のの区区分分  

□ 実践ガイト゛の周知 

☑ チェックリストの記入・結果の共有   

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（               ） 

 

活活用用事事例例のの概概要要  

平成 30年 4月、中核市への移行時、鳥取県から県型保健所栄養改善業務の委託を受け、近隣自

治体（県東部二次保健医療圏域 4 町）の人材育成に係る業務についても、本市が行うこととなった。

現在は、本市と 4 町の管理栄養士・栄養士を対象に、「圏域栄養改善業務検討会」（以下「検討会」と

いう。）を年 3 回実施している。検討会は、圏域の栄養課題や危機管理への対応など、毎年グループ

ワークのテーマを決定し、課題解決方法の検討などスキルアップを目指した取組を行っている。 

今年度は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、新たな健康課題に向けて成果の見える栄養施策の推進が

できる管理栄養士・栄養士の育成を目的に、実践ガイドに示されている行政管理栄養士に必要な 5

つのスキルを知ることから始め、次に、5 つのスキルの習得状況が確認できる「実践プロセスチェック

リスト」（以下「チェックリスト」という。）を日常業務で活用する方法や、スキル習得を目指すための人

材育成体制について検討するため、グループワークを行った。 

 

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

・市や県には、管理栄養士・栄養士の人材育成体制や人材育成プログラムがなく、現任教育や専門

的なスキル習得は、県や職能団体等の研修に参加するのみで、各自の自己研鑽によるものとなっ

ている。また、新人育成も保健師プログラムの中で行っている状況である。 

・市及び東部圏域 4町の管理栄養士・栄養士の配属先は、健康増進部門に一括集約されている。 

・市は管理期の職員が 7割、東部圏域 4町は管理期と中堅期が半々となっている。 

・ＰＤＣＡサイクルに基づいた事業展開や業務の見直しが行えていない。 

 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・実践ガイドに示されている行政管理栄養士・栄養士に求められるスキルについて、チェックリストを

活用し理解を深める。 

・グループワークを通して、5つのスキルを習得し発揮できるために必要な対応策を検討する。 
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（4）人材育成につなげるためのチェックリストの活用 

 

自自治治体体名名：：鳥鳥取取県県鳥鳥取取市市  （中核市 人口 182,163人（R5年 3月 31日現在） 東部圏域：1市 4町）    

 

事事例例のの区区分分  

□ 実践ガイト゛の周知 

☑ チェックリストの記入・結果の共有   

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（               ） 

 

活活用用事事例例のの概概要要  

平成 30年 4月、中核市への移行時、鳥取県から県型保健所栄養改善業務の委託を受け、近隣自

治体（県東部二次保健医療圏域 4 町）の人材育成に係る業務についても、本市が行うこととなった。

現在は、本市と 4 町の管理栄養士・栄養士を対象に、「圏域栄養改善業務検討会」（以下「検討会」と

いう。）を年 3 回実施している。検討会は、圏域の栄養課題や危機管理への対応など、毎年グループ

ワークのテーマを決定し、課題解決方法の検討などスキルアップを目指した取組を行っている。 

今年度は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、新たな健康課題に向けて成果の見える栄養施策の推進が

できる管理栄養士・栄養士の育成を目的に、実践ガイドに示されている行政管理栄養士に必要な 5

つのスキルを知ることから始め、次に、5 つのスキルの習得状況が確認できる「実践プロセスチェック

リスト」（以下「チェックリスト」という。）を日常業務で活用する方法や、スキル習得を目指すための人

材育成体制について検討するため、グループワークを行った。 

 

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

・市や県には、管理栄養士・栄養士の人材育成体制や人材育成プログラムがなく、現任教育や専門

的なスキル習得は、県や職能団体等の研修に参加するのみで、各自の自己研鑽によるものとなっ

ている。また、新人育成も保健師プログラムの中で行っている状況である。 

・市及び東部圏域 4町の管理栄養士・栄養士の配属先は、健康増進部門に一括集約されている。 

・市は管理期の職員が 7割、東部圏域 4町は管理期と中堅期が半々となっている。 

・ＰＤＣＡサイクルに基づいた事業展開や業務の見直しが行えていない。 

 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・実践ガイドに示されている行政管理栄養士・栄養士に求められるスキルについて、チェックリストを

活用し理解を深める。 

・グループワークを通して、5つのスキルを習得し発揮できるために必要な対応策を検討する。 
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活活用用方方法法  

【目的】 

・ＰＤＣＡサイクルに基づき、施策を着実に実施し成果の見える栄養施策が行えるよう、実践ガイドの

行政管理栄養士に必要な 5 つのスキルを学び、チェックリストを日常業務で活用しながら実践に結

び付ける。 

 

【実施者】 

・市健康部門の管理期管理栄養士（3名） 

 

【対象者】 

・市健康部門の管理期 2名、中堅期 1名、新任期 1名管理栄養士・栄養士（4名） 

※実施者は含まない 

・東部圏域 4町の管理期 2名、中堅期 2名管理栄養士・栄養士（4名） 

 

【実施概要】 

①第 1回：令和 5年 6月（1時間 30分程度）  

内容 事前 

事前に配布した実践ガイドを読み込み、本市作成の事業まとめシート（項目を埋めること

で、事業がＰＤＣＡに基づき整理できるようにしたもの）に各自の担当事業を記入し、実践ガ

イドの 5 つのスキルのチェックリストを実施する。記入した資料は手元資料として検討会当

日に持参する。 

当日 

グループワークに入る前に導入（実践ガイドと事業まとめシートの活用についての説明）を

行い、2 グループ（管理期・中堅期・新任期混合）に分かれ、5 項目（＊1）についてグループ

ワークを実施。その後、各グループ発表を行い、検討会終了後にグループワ―クと同じ質

問紙を個別でも回答してもらった。 

＜グループワーク内容＞＊1 

①事業まとめシートとチェックリストを作成してどう思ったか。 

②担当事業のチェックリストによる気付きはどんな点か。 

③実践ガイドやチェックリストをどのように活用していこうと思ったか。 

④今後、実践ガイドやチェックリストにどのような内容や項目、基準などを盛り込んだら、もっと

活用しやすいと思うか。 

⑤その他 

資料 事業まとめシート、チェックリスト、グループワーク記録用紙 

結果 11  事事前前準準備備のの取取組組にに関関すするる集集計計結結果果（（事事業業ままととめめシシーートト作作成成、、チチェェッッククリリスストト実実施施））  

【事業まとめシート作成状況】   作成者 8名、未作成者 3名（作成率 73％） 

＜未作成理由＞（聞き取り実施） 

・シートの内容が難しく作成に向かうまでに時間を要してしまい、作成に至らなかった。 

（管理期、中堅期） 

・どの事業を当てはめたらよいのか分からなかった。（管理期） 
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【チェックリストの実施状況】   実施者 9名、未実施者 2名（実施率 82％） 

＜未実施理由＞（聞き取り実施） 

・チェックリスト項目の視点で業務を行えていなかったことに気付き、実施に至らなかった。

（管理期） 

・内容が難しい項目や同じ内容がそれぞれのスキルの中に含まれており、判断に悩んで付

けられなかった。（管理期） 

＜チェックリストの集計結果＞（チェックリスト 実践ガイド p.23～p.28参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・〇（できている）と判断した評価割合が高かったスキルは、「（1）今後を見据えた課題を総

合的に分析し抽出するスキル」であった。どの時期においても〇が多く付いているスキル

であった。 

・〇（できている）と判断した評価割合の低かったスキルは、「（3）施策を立案し、必要な体

制を確保するスキル」であり、管理期のほとんどが 50％未満という結果だった。 

 

22  ググルルーーププワワーーククののままととめめ  

＊参加者・・・10名（参加率 91％ 1名事業のため欠席） 

（※進行 1名、ファリシテータ―2名含む） 

＊個別回答者・・・11名（回答率 100％ 欠席者は後日提出） 

＜全体の様子＞ 

・グループワークでは、活発な意見交換が行われていたが、チェックリストについては、「事

業まとめシートを作成してチェックしてみたが、〇をほとんど付けることができなかった。」と

の声が聞かれ、落ち込む様子が管理期の管理栄養士に見受けられた。 

・「自分達の振り返りのきっかけとなった。」との発言も多く聞かれた。 

・個別質問紙での回答では、「難しかった、大変だった。」といった声もあったが、チェックリ

ストを付けることで客観的な評価ができると前向きに捉えた管理栄養士が多かった。 

 

＜グループ発表内容＞ 

①①実実践践ガガイイドドととチチェェッッククリリスストトをを付付けけててみみてて率率直直ににどどうう思思っったたかか。。  

・チェックシートを付けるに当たり、見ただけで圧倒され、とても時間を要した。 

・個人で付けるのは重たかったが、業務を見直すきっかけになった。 

・様々な事業根拠等しっかり理解しないままであることに気付き、チェックシートも×が多く

反省しきりであった。 

②②担担当当事事業業ををチチェェッッククししててみみててのの気気付付ききははどどんんなな点点かか。。  
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【チェックリストの実施状況】   実施者 9名、未実施者 2名（実施率 82％） 

＜未実施理由＞（聞き取り実施） 

・チェックリスト項目の視点で業務を行えていなかったことに気付き、実施に至らなかった。

（管理期） 

・内容が難しい項目や同じ内容がそれぞれのスキルの中に含まれており、判断に悩んで付

けられなかった。（管理期） 

＜チェックリストの集計結果＞（チェックリスト 実践ガイド p.23～p.28参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・〇（できている）と判断した評価割合が高かったスキルは、「（1）今後を見据えた課題を総

合的に分析し抽出するスキル」であった。どの時期においても〇が多く付いているスキル

であった。 

・〇（できている）と判断した評価割合の低かったスキルは、「（3）施策を立案し、必要な体

制を確保するスキル」であり、管理期のほとんどが 50％未満という結果だった。 

 

22  ググルルーーププワワーーククののままととめめ  

＊参加者・・・10名（参加率 91％ 1名事業のため欠席） 

（※進行 1名、ファリシテータ―2名含む） 

＊個別回答者・・・11名（回答率 100％ 欠席者は後日提出） 

＜全体の様子＞ 

・グループワークでは、活発な意見交換が行われていたが、チェックリストについては、「事

業まとめシートを作成してチェックしてみたが、〇をほとんど付けることができなかった。」と

の声が聞かれ、落ち込む様子が管理期の管理栄養士に見受けられた。 
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・改めてなぜこの事業を立ち上げたのかという経緯や根拠を確認しないまま、「既存事業」

として実施していたことに気付いた。 

・今まで、自分達だけで立ち上げていたが、他課や他組織等の既存事業も確認して連携し
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③③実実践践ガガイイドドややチチェェッッククリリスストトををどどののよよううにに活活用用ししてていいここううとと思思っったたかか。。  

・関係課の栄養士や予算のある部署と連携している事業を展開する時に活用したい。 

・実践ガイドは新規事業に取り組む前に手引きとして見るものという認識で読んだ（事業を

どのように立ち上げていくとよいかを先進例を基に探すイメージ。）。 

 

④④今今後後、、実実践践ガガイイドドややチチェェッッククリリスストトににここうういいっったた内内容容やや項項目目、、基基準準ななどどをを盛盛りり込込んんだだらら、、もも

っっとと活活用用ししややすすいいとと思思ううかか。。  

・各シート内の内容が重なる場合の対応はどうすればよいか。 

・評価の標準化（「〇」「×」「△」の判断基準）があるとよい。 

・チェックシートを付ける前に事業まとめシートが必要と感じた。 

・今後の展開に向けた相談やアドバイスがもらえる機会があると良い。 

 

⑤⑤そそのの他他  

・外向きの発信力はあると感じた。 

・鳥取県（東部圏内）はバックアップしてくれる研究機関がないのが弱いところ。研究機関等

との関係性が築けると良いが、事業評価のための検定まで行うことが難しい。 

 

②第 2回：令和 5年 9月（2時間程度） 

内容 事前 

各自で「ガイドを活用し、5 つのスキルを得るために必要な体制とは」（全国保健所管理栄養

士会スキルアップ講座（令和 5年 7月 29日）グループワークシート（以下「ワークシート」とい

う。））を活用し、検討会当日までに 3項目（＊2）について整理し、当日持参し回収する。 

＜ワークシート項目＞（＊2） 

①5つのスキルのうち、得意なスキルは？ 

②得意なスキルが得られた背景、スキルが発揮されたエピソード 

（どのような経緯や経験で得意なスキルが得られたのか） 

③今後取得したいスキルとスキルを得るために必要な体制は？ 

（自治体・組織としての対応や人材育成における体制など） 

当日 

＜グループワーク内容＞ 

「実践ガイドを人材育成の視点で日常業務に盛り込み、活かすためには？」 

1 チェックリストの項目について 

①重なっていると思われる項目はどれか。 
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②評価のための判断基準やスキルの習得目安をどのように考えるとよいか。 

2 チェックリストの活用方法について、日常業務のどの場面で活用するとよいか。 

3 5 つのスキルを習得するための体制について、具体的にどのようなフォロー体制がある

と習得につながるか。 

資料 第 1回の各自作成資料、ワークシート、グループワーク記録用紙 

結果 11  事事前前準準備備のの取取組組にに関関すするる集集計計結結果果（（ワワーーククシシーートト作作成成））  

 【ワークシート作成者】  作成者 11名（作成率 100％、回収率 100％） 

ワークシートを回収し、各項目別で集計し現在のスキル習得状況等をまとめた。 

①①得得意意ななススキキルルににつついいてて  

・管理期では、「（2）の他部署との連携に関するスキル」と回答した者が半数、中堅期・新任

期では「（1）の総合的に分析し抽出するスキル」と回答した者が半数であった。 

【各期別得意なスキル】（単一回答） 

5つのスキル （1） （2） （3） （4） （5） 未記入 

管理期 n=7     3    1    1     2 

中堅期 n=3    1      1     1  

新任期 n=1    1      

 

②②得得意意ななススキキルルがが得得らられれたた背背景景、、ススキキルルがが発発揮揮さされれたたエエピピソソーードドににつついいてて  

・管理期では、スキル習得は計画策定時と回答した割合は 40％で、スキル発揮は他部署

連携事業の立ち上げが 40％、健康教育は 20％であった。 

・中堅期・新任期では、健康課題に対する事業実施によりスキルの習得ができたと回答し

た割合は 75％であった。 

 

③③今今後後習習得得ととししたたいいススキキルルととススキキルルをを得得るるたためめにに必必要要なな体体制制ににつついいてて  

・管理期では、「（3）の体制確保に関するスキル」が一番多く、次いで「（4）のＰＤＣＡに基づ

くマネジメントスキル」が多かった。 

 

【今後習得したいスキル】（複数回答） 

5つのスキル （1） （2） （3） （4） （5） 未記入 

管理期 n=7    1    2    4    3    2  

中堅期 n=3    1    1    1    1     1 

新任期 n=1     1    1    1    1  

 

【スキルを得るために必要な体制について】（自由記載） 

・庁内各種計画（総合計画等）策定時において、「ヘルスプロモーション」（特に栄養・食生

活）が組み込まれる機運につながるプレゼン力、持込力、後押しをしてくれそうな関係団

体への働きかけが必要。（長年、所属の周辺のフィールドだけでの活動に留まっている。） 

・他課も含めた財政（予算）状況や予算確保に係る知識やスキルの習得、他課がつながり

をもつ団体等の情報収集に努めるとともに、研修会・勉強会に新任期を始めとした管理栄

養士とともに積極的に参加が必要。 
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・派遣制度の位置付けに、研究機関での研修が含まれるような体制を整えることができれ

ば、今以上に学会発表や論文投稿につながり、事業評価だけでなく、管理栄養士の業務

の見える化にもつながる。 

・複数配置の状況において、管理栄養士業務を客観的に評価でき、的確に指導や助言が

できる統括管理栄養士を配置することは必要だと思う。 

 

22  ググルルーーププワワーーククののままととめめ 

＊参加者 11名（参加率・・・100％） （※進行 1名、ファリシテータ―2名含む） 

＜全体の様子＞ 

・今回は検討内容の多さと、設問 1チェックリスト項目について、①重なっていると思われる

項目については、どちらのグループもかなりの時間をかけて検討していたため、2 つ目の

スキルに関するチェックリストまでの検討となった。今回検討できなかった残り 3 つのスキ

ルについては、今後実施者側で検討していくこととした。 

・自分達が使いやすいチェックリストにするため、具体的な活用場面などしっかり意見が交

わされていた。 

 

＜グループ発表内容＞ 

11  チチェェッッククリリスストト項項目目ににつついいてて  

①①重重ななっってていいるるとと思思わわれれるる項項目目ににつついいてて  
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②②評評価価ののたためめのの判判断断基基準準ややススキキルルのの習習得得目目安安ををどどののよよううにに考考ええるるととよよいいかか。。  

・チェックリストを大項目、中項目、小項目に分け、勤務年数ごと（管理期、中堅期、新任

期）が身に付ける目安も付けてチェックしていける形がよい。 

・判断基準の目安は 4段階で判定できればよい。 

1）できている 2）どちらかといればできている 3）あまりできていない 4）できていない 

・他自治体の行政栄養士人材育成マニュアルのキャリアラダーを参考にする。 

 

22  チチェェッッククリリスストトのの活活用用方方法法ににつついいてて、、日日常常業業務務ののどどのの場場面面でで活活用用すするるととよよいいかか。。  

・個人別のスキル習得状況チェックシートとして活用する。 

・事業ごとの進捗管理として活用する（年度当初、中間、年度末）。 

・人事評価の一つとして、管理栄養士の業務やスキルの視点として活用する。 

 

33  55 つつののススキキルルをを習習得得すするるたためめのの体体制制ににつついいてて、、具具体体的的ににどどののよよううななフフォォロローー体体制制ががああるる

とと習習得得ににつつななががるるかか。。  

・町は 1人配置のため、評価者は誰なのか。市保健所管理栄養士が評価してくれるのか。 

・市管理栄養士を対象とした人材育成体制構築と市保健所としての 4町支援体制も必要。 

・行政管理栄養士版の人材育成マニュアルやキャリアラダーがあるとよい。 
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実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・新任期から管理期まで全員で実践ガイドの趣旨を共通理解するため、どのような構成にすると理

解が得られやすいか、またグループワークで建設的な意見が出やすくするためには事前に何が必

要かの 2 点について実施者間で協議した。その結果、導入として実践ガイドの説明を入れること、

参加者へは事前準備（事業まとめシートの作成やチェックリストの実施）を行ってから参加してもらう

こととした。 

･実践ガイドの説明においては、ガイド内の言葉や文章が普段から聞き慣れない内容もあったため､

趣旨が伝わりやすいように言葉の解釈やガイドのポイントなどを示しながら説明を行うこととした｡ 

･事前準備に対し､難色を示す管理栄養士もいたことから、負担軽減のために、事前準備で作成した

事業まとめシートやチェックリストは各自の手元資料とし、提出を求めないこととした。 

・グループワークでは、管理期と中堅期・新任期のそれぞれから幅広い意見の吸い上げができるよう

実施者がファシリテーターとして、各グループに入り、スムーズに討議が行えるようにした。 

  

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

〇1回目（10名参加） 

・参加者からは、チェックリストの内容の難しさや仕事の在り方の反省はあるが、事業実施に向け

ての様々な視点に気付けたことで前向きな気持ちになれたとの意見が多く聞かれた。 

・第 1 回は、行政管理栄養士に求められるスキルを身に付ける必要性を、参加者全員が改めて痛

感し、スキル習得につながるチェックリストの活用を進めるためには、今後どのように取り組むと

よいのか確認することができた。 

〇2回目（11名全員参加） 

・2 回の検討会を終え、東部圏域でのチェックリストの活用方法やスキルの習得に必要な体制の整

備について、実施者側と参加者側が共通のイメージを持つことができるようになった。                

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・チェックリストを付けたことがきっかけとなり、個人の得意なスキルと今後習得したいスキルの整

理ができ、勤務外の時間を活用してでもスキル習得に向けた勉強会の実施を希望する声があが

った。 

・今のチェックリストでは活用が難しいので、自分達で使いやすいチェックリストの作成に向けた気

運が高まった。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

・なし 

そそのの他他  

・なし  

  

明明ららかかににななっったた課課題題    

・チェックリスト等の集計結果から、5 つのスキルの中で最も不足しているスキルは、「施策を立案し、

必要な体制を確保するスキル」であった。しかし、事業内容によっては必ずしも該当しない項目もあ

るため、不足とは言い切れない点も踏まえて考えを整理していかなければならない。 
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・チェックリスト実施後、その結果から明らかとなった個人の課題や組織としての課題を客観的に判

断し、支援・助言する役割を担う人材配置などの体制が整備されないと、個人としてのスキルの習

得やスキルアップにつながらず、組織としても人材育成につながらない。 

 

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

・今後も実践ガイドの周知を繰り返し行い、趣旨を理解し、各自がスキルを習得し活用していけるよ

う、圏域業務検討会の場で再確認する。  

・これから作成予定の市版行政管理栄養士人材育成体制マニュアルに実践ガイドの 5 つのスキル

を盛り込み、いつでも手元で確認できるように整備する。  

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有  

グループワークの結果や個別結果から、実践ガイドのチェックリストをそのまま活用することは難

しいため、自分達の状況に合わせたボリューム、イメージしやすい言葉や文章に変更、〇△×の判

定基準、事業内容で該当しない項目がある場合の考え方、スキル習得目安などを整理したチェック

リストを作成する。  

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

  本市の管理栄養士・栄養士が身に付ける 5 つのスキルのうち、今後習得したスキルとして「（3）

施策を立案し、必要な体制を確保するスキル」が管理期・中堅期・新任期で回答があり、特に管理

期が多く回答していたことから、今後はこのスキルを強化することを前提に、再度実践ガイドの使

い方や既存事業を題材に「ＰＤＣＡのＤｏの部分」から取り掛かれるワークも組み入れた研修会の

実施を計画する。（市から県へ提案する予定） 

□□  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

□□  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

□□  そそのの他他（（                              ））  

  

本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

 

 

  

    

問問合合せせ先先  

鳥取県鳥取市保健所健康・子育て推進課 

電話番号：0857-30-8582 

E-Mail：kenkokosodate@city.tottori.lg.jp 

担当者：相本 

実践ガイドとチェックリストを用いたということで、有意義な取組であると感じました。難しい部分

もあったようなので、今後チェックリストの改良やレクチャー等を通じて、より活用しやすいものに

つなげていっていただきたく考えております。今後の展開に期待しております。 
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（5）会計年度任用職員を含めたチェックリストの実践及び正規管理栄養士増員の検討 

 

自自治治体体名名：：新新潟潟県県三三条条市市（市町村 人口 93,017人（R5年 3月 31日現在））  

  

事事例例のの区区分分  

☑ 実践ガイドの周知 

☑ チェックリストの記入・結果の共有 

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（               ） 

  

活活用用事事例例のの概概要要 

正職員 2 人、会計年度任用職員 3 人を対象に、「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践

ガイド（令和 5年 3月）」のチェックリストを活用し、①スキルを身に付けるための各担当業務の進め方

の確認及びディスカッションによる室員へのフィードバック、②取り組めていない項目の実践及び自己

評価を行った。 

  

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】 

・ 平成 16 年から健康づくり課に食育推進室が設置され、教育総務課（学校給食）、福祉課（児童福

祉）、健康づくり課の各部署に単独で配置されていた管理栄養士が集約された。各部署との兼務

辞令により、前所属の栄養士業務を引き続き担当している。 

・ 食育推進室設置当初の 40～50 歳代の正規管理栄養士は平成 27 年までに全て退職し、その補

充は会計年度任用職員であった。 

・ 人材育成については、業務内での OJT が中心であり、市として管理栄養士の育成マニュアルや

ガイドライン等はない。 

・ 令和 3 年以降は、正規管理栄養士 1 人が保育所及び学校給食業務を行うために教育委員会に

異動となり、健康づくり課内の管理栄養士は正規職員 3人、会計年度任用職員 4人の体制となっ

ている。 

 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・ 三条市の管理栄養士業務は、会計年度任用職員が担う比重が大きいことから、正規職員及び会
計年度任用職員を対象として、チェックリストを活用し、職責や経験年数に応じたスキルを身に付

ける。 

  

活活用用方方法法  

【【目目的的】】 

行政管理栄養士として、職位や経験年数に応じたスキルを身に付けるため、チェックリストにより客
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観的評価を行い、実践につなげる。 

【【実実施施者者】】 

健康づくり課食育推進室 管理栄養士（1人） 

【【対対象象者者】】 

健康づくり課食育推進室 管理栄養士（正規職員 2人、会計年度任用職員 3人）  

 

【【具具体体的的なな方方法法及及びび実実施施状状況況】】 

〈事前〉 

・ 令和 5年 6月の例月業務打合せ会にて実践ガイドを使い内容を説明、詳細は各自で一読した。 

〈第 1回目〉  

開催時期 令和 5年 8月（所要時間：1日目 30分、2日目 1時間 30分） 

※1日目でチェックリストの記入が終わらなかったので、2日目を設定して記入 

※例月業務打合せ会を活用して実施 

内容 ・担当業務について、チェックリストに記入 

・意見交換（チェックリストに記入してみた感想や回答しづらかった部分） 

実施状況 【主な意見】 

・同じような設問が複数ある。 

・連携体制は、どのような連携を指しているのか。報告書の回覧だけでできたこと

にしてよいか。 

→可能な限り顔の見える状態でコミュニケーションをとれるとよい。 

・科学的根拠に基づいた政策や、EBPM がどこまでのものかわからない。根拠デー

タに基づいた政策はできていない気がする。 

・組織の方向性を確認していなかった。どこを調べれば良いのか分からない。 

→施政方針、総合計画、関係計画をまとめて室員の共有フォルダに格納する。 

【次回に向けた課題】 

・チェックリストの中で取り組めそうなことを決めて実践する。 

 

〈第 2回目〉 

開催時期 令和 5年 10月（所要時間：1時間） 

※例月業務打合せ会と別日を設定して実施 

内容 ・情報提供（法令等のまとめ、EBPM説明） 

・意見交換（チェックリストの項目で実践したこと、これから実践しようと思ったこと） 

実施状況 【実践したこと】 

・次年度の既存事業において、補助金が活用できるよう他係と調整して要求するこ

とができた。 

【これから実践しようと思ったこと】 

・事業の情報発信が不足していたので、市ホームページを使って情報発信を行う。 

・KDBや健診アンケートなどのデータから市の状況を把握したい。 

・参考になるような他自治体事例を探したい。 

・関係者と市職員の相互理解から始めたい。 
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・食育事業に協力いただいている企業が力を入れている取組を理解し、相手にとっ

ても利のある取組を行いたい。 

〈事後アンケート〉 

開催時期 令和 5年 12月末 

主な集計結果 アンケート回収率 100%（5人） 

1 実践ガイドの内容について理解できましたか。 

  内容を把握したが理解は十分でない 80% 

  あまり理解できていない         20% 

2 チェックリストの項目で実践しようと思ったものはどれですか。 

 〔A：正規職員、B：会計年度任用職員（以降同じ）〕 

行政栄養士として必要なスキル A B 
今後を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル  1 
リーダーシップを発揮し他部署等に積極的に相談・提案するスキル   
施策を立案し、必要な体制を確保するスキル 1  
PDCA に基づき施策を着実に遂行し成果を得るためのマネジメント

スキル 
  

得られた成果を効果的に見える化し更なる発展につなげるスキル 1 2 
 

3 チェックリストの中で、取り組む項目を決めて、実践し、達成できましたか。その

理由は何ですか。 

 A B 主な理由 

チェックリストの項目を

達成できた 
2 0 

自分ができそうなことに取り組んだ。 

チェックリストの項目を

達成できなかった 
0 3 

取り組むための時間的な余裕がな

かった。 

 

4 スキルについて、自分が比較的に身に付いていると思うスキル、これから身に付

けたいと思うスキルは何ですか。（複数回答あり） 

行政栄養士として必要なスキル 
身に付いている 身に付けたい 
A B A B 

今後を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル  1 1 2 

リーダーシップを発揮し他部署等に積極的に相談・提

案するスキル 
1   2 

施策を立案し、必要な体制を確保するスキル   1 2 

PDCA に基づき施策を着実に遂行し成果を得るため

のマネジメントスキル 
1 2 1 2 

得られた成果を効果的に見える化し更なる発展につ

なげるスキル 
1  1 3 

※複数回答あり 

（人） 

（人） 
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5 研修会の感想 

・ チェック項目が多く、それを理解するのに時間がかかってしまった。スモールステ
ップでも「できた」と思えるように、段階を踏んだチェックリストになるとよいと思う。 

・ チェックリストを付けるとほぼできていることがなく、改善しようとするが大変な時
間と労力が必要なことがわかり、長い期間でコツコツ身に付けていかなければい

けないと思った。 

・ 通常業務に追われ、自身の事業を振り返る時間の確保が難しく、また振り返る際
には何をポイントにしたら良いか分からない場合もあった。今回、チェックシートを

活用することで項目が明確になり振り返りやすかった。しかし、1 つのスキルに対

してのチェック項目が多く感じた。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・ 取組を実施するに当たり、例月業務打合せ会において本研修の説明を行い、室長の承諾を得て
取り組んだ。 

・ 事前に各自でチェックリストを記入する時間をとることが難しいため、研修時にチェックリストを記
入する時間を設けた。 

 

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

・参加人数 5人 

・「実践ガイドの内容について理解できたか」という問いに対し、「内容を把握したが、理解は十分で

はない」が 80%、「あまり理解できていない」が 20% 

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・「チェックリストの中で、取り組む項目を決めて、実践し、達成できたか」 

正規職員 100%  会計年度任用職員 0% 

・行政管理栄養士に必要なスキルを身に付けるために、各自が取り組むチェックリスト項目を決める

ことができた。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

－  

そそのの他他  

・仕事の進め方について話し合う機会がなかったので良い機会になったとの感想があった。 

・実践ガイド内の難しい言葉の解説などをみんなで共有できたことが良かった。  

  

明明ららかかににななっったた課課題題  

・ 業務に追われて、チェック項目の実践が難しかったという意見が多かったため、例月の業務打合
せ会で進捗状況確認やフォローを行う必要がある。 

・ 会計年度任用職員では目の前の業務を回すことが優先されてしまい、スキル獲得に向けた取組
を行う時間の確保が難しいことから、正規職員の増員を要求する必要がある。 
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ップでも「できた」と思えるように、段階を踏んだチェックリストになるとよいと思う。 

・ チェックリストを付けるとほぼできていることがなく、改善しようとするが大変な時
間と労力が必要なことがわかり、長い期間でコツコツ身に付けていかなければい

けないと思った。 

・ 通常業務に追われ、自身の事業を振り返る時間の確保が難しく、また振り返る際
には何をポイントにしたら良いか分からない場合もあった。今回、チェックシートを

活用することで項目が明確になり振り返りやすかった。しかし、1 つのスキルに対

してのチェック項目が多く感じた。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・ 取組を実施するに当たり、例月業務打合せ会において本研修の説明を行い、室長の承諾を得て
取り組んだ。 

・ 事前に各自でチェックリストを記入する時間をとることが難しいため、研修時にチェックリストを記
入する時間を設けた。 

 

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  
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・行政管理栄養士に必要なスキルを身に付けるために、各自が取り組むチェックリスト項目を決める

ことができた。 

二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

－  

そそのの他他  

・仕事の進め方について話し合う機会がなかったので良い機会になったとの感想があった。 

・実践ガイド内の難しい言葉の解説などをみんなで共有できたことが良かった。  

  

明明ららかかににななっったた課課題題  

・ 業務に追われて、チェック項目の実践が難しかったという意見が多かったため、例月の業務打合
せ会で進捗状況確認やフォローを行う必要がある。 

・ 会計年度任用職員では目の前の業務を回すことが優先されてしまい、スキル獲得に向けた取組
を行う時間の確保が難しいことから、正規職員の増員を要求する必要がある。 
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今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

・ 毎年度初めに食育推進室内で実践ガイドの内容を振り返り、取り組むべきことを確認する。 

・ 人事異動を見据えて、教育委員会所属管理栄養士にも実践ガイドを共有する。 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有  

・ 例月業務打合せ会を活用して、チェックリストの記入と進捗管理を行う。 

・ チェックリストの項目数の調整や市に合った内容の修正は、運用しながら検討する。 

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

・ 年度初め、中間、年度末にはチェックリストを実践し、情報交換の場を設ける。 

・ 新しい課題に目を向けるためには、自治体内の研修に加えて、外部からの刺激が必要だと感じる。
県・保健所や栄養士会で開催される研修会等を活用したい。 

☑☑  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  ☑☑充充足足配配置置  ）） 

・ 会計年度任用職員では、栄養政策に取り組もうとする意欲が少なく、行政管理栄養士として必要
なスキルを獲得するには難しいことから、今回のアンケート結果を踏まえて、所属部署内及び総

務部に正規管理栄養士の増員を要求する。 

☑☑  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

・ 分散配置になっても、各々が新たな栄養課題に取り組むためのスキルを発揮できるようにするた
め、実践ガイドを活用した庁内研修を継続する。 

□□  そそのの他他（（                              ）） 

 

本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

 

  

  

  

  

  

  

  

正規職員の方が退職された後に会計年度任用職員が補充されてきたという不思議な状況であると

感じました。さらに、その 2 群の中でスキルセットやモチベーションに差があるような結果のように感

じた部分がございました。自治体の栄養施策を進めていく中で、人材は大切な要素であると考えま

すので、今回の結果を活かしてぜひ今後の展開を進めていっていただきたく存じます。 

問問合合せせ先先  

三条市福祉保健部健康づくり課 

電話番号：0256-34-5448 

E-Mail：kenko@city.sanjo.niigata.jp 

担当者：大泉 
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（6）新たな栄養課題に対応するための「チェックシート」の作成と人材育成体制構築に向けた検討  

  

自自治治体体名名：：高高知知県県高高知知市市 （中核市 人口 317,639人（R5年 4月 1日現在）） 

  

事事例例のの区区分分  

☑ 実践ガイドの周知 

☑ チェックリストの記入・結果の共有  

□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

☑ その他（ 高知市版チェックシートの作成、人材育成体制構築に向けた検討 ） 

  

活活用用事事例例のの概概要要  

本市の行政栄養士が、新たな課題に対応し、実効性のある栄養政策を推進していくため、実践ガ

イド中の「成果の見える栄養施策を推進するための実践プロセスチェックリスト」の効果的な活用を目

的に、本市の行政栄養士業務に合わせた形で「スキルチェックシート（スキル評価用）」と「実践プロセ

スチェックシート（栄養施策評価用）」の 2種類のチェックシートを作成した（別添資料①②参照） 。 

「スキルチェックシート」（資料①）は、試行的に人事考課シートに添付して面談資料として活用した。

併せて、本市行政栄養士の配置状況の現状や人材育成の方向性を示す資料（別添資料③参照）を

作成し、行政栄養士のスキル獲得や配置について協議した。 

 

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

＜栄養士の配置状況等について＞   

・正規栄養士の採用が 20年以上ない（直近の採用は平成 13年度）。 

・正規栄養士（再任用職員を除く）11名の年齢が 40歳代・50歳代に集中しており、世代に偏りがある

（最年少と最年長の差が 8歳しかなく、全員がほぼ同年代）。 

・現役栄養士全員が今後 20年以内に定年を迎える。 

 10年後に半数が入れ替わることを想定したうえでの計画的な人員確保が必要。 

 

〇本市行政栄養士の所属分野別人数  ※R5.8.1現在              〇年代別人数 ※R5.8.1現在   

    

         

 

配置課名 分野 
正規職員 
（一般） 

再任用職員 
会計年度 
任用職員 合計 

健康増進課 保健所（健康づくり関係） 3 ０ 1 4 

生活食品課 〃（食品衛生・給食管理関係）  1 ０ 1 2 

保険医療課 特定健診・特定保健指導関係 1 ０ 1 2 

指導監査課 指導監査関係 1 ０ ０ 1 

福祉管理課 生活福祉関係 1 1 ０ 2 

母子保健課 母子保健関係 
健康増進課 
栄養士が兼務 ０ 1 1 

保育幼稚園課 児童福祉関係（保育） 2 ０ 1 3 

教育政策課 教育委員会（学校教育関係） 2 ０ ０ 2 

  11 1 5 17 

 
正規職員 
（一般） 再任用職員 

会計年度 
任用職員 

20歳代 ０ ０ 2 

30歳代 ０ ０ 2 

40歳代 6 ０ 1 

50歳代 5 ０ ０ 

60歳代 ０ 1 ０ 

計 11 1 5 
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（6）新たな栄養課題に対応するための「チェックシート」の作成と人材育成体制構築に向けた検討  
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□ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

□ 予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置 ） 
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スチェックシート（栄養施策評価用）」の 2種類のチェックシートを作成した（別添資料①②参照） 。 

「スキルチェックシート」（資料①）は、試行的に人事考課シートに添付して面談資料として活用した。

併せて、本市行政栄養士の配置状況の現状や人材育成の方向性を示す資料（別添資料③参照）を

作成し、行政栄養士のスキル獲得や配置について協議した。 

 

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

＜栄養士の配置状況等について＞   

・正規栄養士の採用が 20年以上ない（直近の採用は平成 13年度）。 

・正規栄養士（再任用職員を除く）11名の年齢が 40歳代・50歳代に集中しており、世代に偏りがある

（最年少と最年長の差が 8歳しかなく、全員がほぼ同年代）。 

・現役栄養士全員が今後 20年以内に定年を迎える。 

 10年後に半数が入れ替わることを想定したうえでの計画的な人員確保が必要。 

 

〇本市行政栄養士の所属分野別人数  ※R5.8.1現在              〇年代別人数 ※R5.8.1現在   

    

         

 

配置課名 分野 
正規職員 
（一般） 

再任用職員 
会計年度 
任用職員 合計 

健康増進課 保健所（健康づくり関係） 3 ０ 1 4 
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＜栄養士の人材育成体制について＞ 

・人材育成に関して本市独自の指針やマニュアル等がなく、組織的育成に至っていない。 

・少数配置が多く、組織内で OJTの体制が成り立たない。 

・本市行政栄養士を対象とした市独自の研修会や業務連絡会がなく、実践ガイドの周知が難しい。ま

た、「チェックリストをどう使っていけばよいのかわからない。」との声もある。 

  

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・チェックリストをベースに、2種類の高知市版チェックシートを作成。これらを個人や組織として活用し

ていくことで、本市の行政栄養士が、新しい課題に対応できる知識と実践力を身に付け、公衆栄養

の担い手として成長することを目指す。 

・本市行政栄養士のスキルアップを図るため、2 種類のチェックシートを活用しながら、人材育成体制

（将来を見据えた人材育成指針の作成、現任教育等）を整備する。 

 

活活用用方方法法  

①①高高知知市市版版チチェェッッククシシーートトのの作作成成  

【【内内容容】】     

健康増進課栄養士が主となり、本市で活用しやすいものとして、以下 2 種類のチェックシートを作

成した。 

A 「行政管理栄養士スキルチェックシート」 （スキル評価用）   ※別添資料① 

 活用想定：人事考課の指導育成面談の際に、面談資料の一つとして活用 

専門職スキルの自己評価資料として使用 

B 「栄養施策推進のための実践プロセスチェックシート」 （栄養施策評価用） ※別添資料② 

    活用想定：事業の進捗状況の確認等に使用      

  

【【実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと】】  

・現場で活用しやすいものとなるよう、本市の人事考課シートや保健師の自己評価シート等の様式も

参考にし、作成した。 

・県の行政栄養士人材育成ガイドラインの内容と重ね、経験年数別に獲得したいスキルを整理した。 

 

チェックシート作成のポイント 

 A・B共通  

・「チェックリスト」全 62項目の中から、A（スキル評価用）、B（栄養施策評価用）に各 50項目を抽

出・整理し、それぞれ A3サイズ 1枚のシートにまとめた。 

・チェック項目の文言は、より理解しやすい表現に見直すとともに、本市の実状に合わせて一部

改変した。 

        例： (1）今後を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキルに関する実践プロセス（実践ガイ

ド p.23） 

1 「首長や所属長の政策方針、組織内の総合計画などから、重点政策や社会・健康課題

と関連する政策を確認している。」 

                        ↓ 
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「市の政策方針、総合計画などから、組織の重点政策や社会・健康課題と関連する政 

策を確認している。」 

 

3 「都道府県や市区町村の各計画（健康増進計画、データヘルス計画、介護保険事業計

画、まちづくり計画、医療計画など）における優先度の高い施策や社会・健康課題を確

認している。」 

                      ↓ 

「各種行政計画（健康づくり計画、データヘルス計画、介護保険事業計画、まちづくり計

画、 医療計画など）における優先度の高い施策や社会・健康課題を確認している。」 

 

 A（スキルチェックシート）  

・求められるスキルごとにチェック内容を項目立てし、経験年数別の獲得ステージの目安（新任

期・中堅期・管理期）を示した。 

 

 

    

 

 

 

・自己評価を、より実態に即した回答ができるように 4 段階評価（A：できている、B：少しできてい

る、C：あまりできていない、D：できていない）とした。 

・人事考課シートに添付することを想定し、「確認欄」（係長・課長補佐・課長）を設けた。 

 
 B（実践プロセスチェックシート）  

・チェック項目を PDCA サイクルに合わせて分類し直し、段階ごとにまとめた。（アセスメント、P、

D、C、A） 

・進捗状況の評価を 3段階評価（できている、一部できている、できていない）とした。 

 

活用に向けての検証 

・A（スキルチェックシート）の試行的実施 

健康増進課栄養士 1名が、指導育成面談の際に人事考課シートに添付し提出した。 

令和 5年 8月（期中面談） 

令和 5年 11月（期末面談） 

・保健所栄養士連絡会（令和 5 年 11 月実施 ※詳細は次頁「②保健所栄養士連絡会の立ち上

げ」に記載）にて A・B のチェックシートを提案し、栄養士から意見を聴取した（現場での活用可

能性、様式に対する意見等）。 

  

【【活活用用のの結結果果・・効効果果】】  

・チェックシートを付けることで、自身に不足しているスキルを認識し、スキルアップが必要な項目を確 

認することができた。 

新任期 中堅期 中堅期 管理期

１～４年 ５～９年 10～19年 20年以上

1 組織の政策方針の把握 〇 〇 〇

2 国の動向，公衆衛生の時流の把握 〇 〇 〇

3 関連計画の確認 〇 〇 〇 〇

4 データベースの活用 〇 〇 〇 〇

5 質的データの収集 〇 〇 〇 〇

No チェック項目

獲得ステージの目安（経験年数別）＊

＊経験年数別ステージは、「高知県 

行政栄養士人材育成ガイドライン」 

（H31.3 高知県健康政策部）に基づく 
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「市の政策方針、総合計画などから、組織の重点政策や社会・健康課題と関連する政 

策を確認している。」 

 

3 「都道府県や市区町村の各計画（健康増進計画、データヘルス計画、介護保険事業計

画、まちづくり計画、医療計画など）における優先度の高い施策や社会・健康課題を確

認している。」 

                      ↓ 

「各種行政計画（健康づくり計画、データヘルス計画、介護保険事業計画、まちづくり計

画、 医療計画など）における優先度の高い施策や社会・健康課題を確認している。」 

 

 A（スキルチェックシート）  

・求められるスキルごとにチェック内容を項目立てし、経験年数別の獲得ステージの目安（新任

期・中堅期・管理期）を示した。 

 

 

    

 

 

 

・自己評価を、より実態に即した回答ができるように 4 段階評価（A：できている、B：少しできてい

る、C：あまりできていない、D：できていない）とした。 

・人事考課シートに添付することを想定し、「確認欄」（係長・課長補佐・課長）を設けた。 

 
 B（実践プロセスチェックシート）  

・チェック項目を PDCA サイクルに合わせて分類し直し、段階ごとにまとめた。（アセスメント、P、

D、C、A） 

・進捗状況の評価を 3段階評価（できている、一部できている、できていない）とした。 

 

活用に向けての検証 

・A（スキルチェックシート）の試行的実施 

健康増進課栄養士 1名が、指導育成面談の際に人事考課シートに添付し提出した。 

令和 5年 8月（期中面談） 

令和 5年 11月（期末面談） 

・保健所栄養士連絡会（令和 5 年 11 月実施 ※詳細は次頁「②保健所栄養士連絡会の立ち上

げ」に記載）にて A・B のチェックシートを提案し、栄養士から意見を聴取した（現場での活用可

能性、様式に対する意見等）。 

  

【【活活用用のの結結果果・・効効果果】】  

・チェックシートを付けることで、自身に不足しているスキルを認識し、スキルアップが必要な項目を確 

認することができた。 

新任期 中堅期 中堅期 管理期

１～４年 ５～９年 10～19年 20年以上

1 組織の政策方針の把握 〇 〇 〇

2 国の動向，公衆衛生の時流の把握 〇 〇 〇

3 関連計画の確認 〇 〇 〇 〇

4 データベースの活用 〇 〇 〇 〇

5 質的データの収集 〇 〇 〇 〇

No チェック項目

獲得ステージの目安（経験年数別）＊

＊経験年数別ステージは、「高知県 

行政栄養士人材育成ガイドライン」 

（H31.3 高知県健康政策部）に基づく 
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・人事考課の場面で活用することで、成果の見える栄養政策を推進していくために行政栄養士に求

められる行動や必要なスキルを評価者(面談は管理職（保健師)）と共有できた。 

        

【【明明ららかかににななっったた課課題題】】  

・チェックシートの具体的な使用場面、用途を明確にしておく必要がある。 

・チェックがつかない＝できていない と誤解されないような示し方が必要である (「該当しないこと」 

と「できていないこと」が明確になる工夫が必要。） 。 

・人事考課で使用していくためには、行政栄養士業務を見える化し、日頃から管理職に示していくこと

が必要である。 

 

②②保保健健所所栄栄養養士士連連絡絡会会のの立立ちち上上げげ    

【【目目的的】】      

実践ガイドの周知を図るとともに、行政栄養士に必要なスキル習得の方策、人材育成体制の構築

について検討する。 

【【実実施施者者】】 

保健所 健康増進課栄養士 

【【対対象象者者】】  

保健所栄養士全員（4名） 

※保健所内 3課のうち、栄養士配置課 2課の栄養士（健康増進課 3名、生活食品課 1名） 

【【実実施施時時期期】】 

令和 5年 11月（約 1時間） 

【【内内容容】】     

(1) 令和 5年度地域保健総合推進事業について ＜情報共有＞ 

・研究事業の概要や実践ガイドについて説明 

(2) 本市における行政栄養士の人材育成体制について  

・本市行政栄養士の配置状況等に関する課題の共有 

・チェックシート（2種）の提案         

・人材育成体制の構築に向けた検討    

         本市行政栄養士の配置状況や人材育成体制の現状と課題、人材育成の方向性をまとめ

た資料（別添資料③）を基に、人材育成指針の作成や行政栄養士の計画的採用・適正配置

について協議した。 

          

【【実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと】】  

・保健所内（栄養士配置課 2 課）の合同連絡会は初開催であるため、対象者には事前に趣旨を説明

して理解を得た上で、企画書を作成し所属長決裁を得て実施した。   

・栄養士間の合意形成を図るため、配付資料以外にも複数の関係資料を準備し、取組の趣旨を丁寧

に説明した。 

 

【【活活用用のの結結果果・・効効果果】】  

＜アウトプット（直接的な効果、実施量）＞ 
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保健所栄養士 4名の参加  参加率：100％ 

＜一次アウトカム（事業の参加者に生じた変化）＞ 

・行政栄養士に求められる 5つのスキルについて共通理解が得られた。 

・本市行政栄養士の配置状況の課題について共有できた。 

・人材育成の体制整備（人材育成指針の作成、研修の実施）の必要性を確認できた。 

＜二次アウトカム（参加者以外に生じた変化）＞ 

・企画書や会議報告書を各課長まで回議することで、管理職の理解を得ることができた。 

＜その他＞ 

・会の準備に当たり、地域保健・人材育成を担当する統括保健師に相談をする中で、「保健専門職

として共に育ち合っていくことの必要性」を共有した。 

  

【【明明ららかかににななっったた課課題題】】  

・少数配置の行政栄養士は組織内 OＪＴの体制が成り立たず、公衆衛生の専門職としてスキルアップ

を図る体制が必要である。 

・他の専門職との「育ち合い」と、公衆衛生を担う専門職全体のスキルアップのために、スーパーバイ

ザーの存在（明確化）が必要である。 

・現役栄養士が今後 10 年間に半減していく状況を見越し、新人の育成期間を確保した、行政栄養士

の計画的かつ継続的確保が必要である（前倒し採用や、社会人経験者の採用も視野に入れる）。 

 

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

「保健所栄養士連絡会」を継続開催し、チェックシートの内容の再考や、行政栄養士に必要なスキ

ルを習得するための取組を実施していく。 

今後、保健所外配置の栄養士がチェックシートを活用できるよう、業務連絡の場を通じて、実践ガ

イドの周知とともに、所属別チェックシートの検討を行う。 

業務連絡の場：全栄養士を対象とした「業務連絡会」は現在のところ存在していない。今年度は、

「高知市災害時栄養・食生活支援活動マニュアル検討委員会 作業部会」（令和 6

年 2月開催）の場で実践ガイドの周知とともに、チェックシートについて説明予定。 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有      

今回本市が作成したチェックシートは、研修用ワークシートとして活用するほか、「保健所栄養士

連絡会」や栄養士間の業務連絡の場を通じて内容を見直し、より実践的なものにブラッシュアップし

ていく。 

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

個人としての取組 

・スキルチェックシートを用いて自己評価（不足するスキルの確認）を行い、必要なスキルの獲得

を目指す。 

・人事考課でスキルチェックシートを活用し、専門職スキルについて管理職から評価を受けること

で自己成長につなげる。 

  組織としての取組 

・人材育成指針による、人材育成研修の実現を目指す。 
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・企画書や会議報告書を各課長まで回議することで、管理職の理解を得ることができた。 
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・会の準備に当たり、地域保健・人材育成を担当する統括保健師に相談をする中で、「保健専門職

として共に育ち合っていくことの必要性」を共有した。 

  

【【明明ららかかににななっったた課課題題】】  

・少数配置の行政栄養士は組織内 OＪＴの体制が成り立たず、公衆衛生の専門職としてスキルアップ

を図る体制が必要である。 
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の計画的かつ継続的確保が必要である（前倒し採用や、社会人経験者の採用も視野に入れる）。 

 

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

「保健所栄養士連絡会」を継続開催し、チェックシートの内容の再考や、行政栄養士に必要なスキ

ルを習得するための取組を実施していく。 

今後、保健所外配置の栄養士がチェックシートを活用できるよう、業務連絡の場を通じて、実践ガ

イドの周知とともに、所属別チェックシートの検討を行う。 

業務連絡の場：全栄養士を対象とした「業務連絡会」は現在のところ存在していない。今年度は、

「高知市災害時栄養・食生活支援活動マニュアル検討委員会 作業部会」（令和 6

年 2月開催）の場で実践ガイドの周知とともに、チェックシートについて説明予定。 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有      
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ていく。 
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  組織としての取組 

・人材育成指針による、人材育成研修の実現を目指す。 
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□□  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

      特になし  

☑☑  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組   

栄養士の計画的採用・適正配置を目指し、人材育成指針を作成するとともに、今後の栄養士採用

計画や配置計画（ジョブローテーション）について、人事担当部署に提案し共有する（提案時には、

別添資料③を使用予定）。 

□□  そそのの他他（（                              ）） 

    

  

    本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

  国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                          

既に作成された実践ガイドとチェックリストは、市の行政栄養士としては、理解しにくい、回答しにく

い部分があったとのことで、それを改良されるという、非常に有意義な取組であると考えます。さら

に、栄養士のステージ別（新任期、管理期等）、評価基準も段階の設定、スキル評価用と施策評価

用の２種類へ分類、課題を書く欄や決裁用の確認欄等、多くの工夫を重ねられ、他の自治体にも大

いに活用できるものができているかと存じます。さらに、資料③では、自治体管理栄養士の状況や

課題、今後の方向性等がまとめられており、10 年後には約半数の正規職員が退官されるという人

事状況の中、今後の人事計画・育成等にも活用できる資料であると感じました。今後のさらなる発

展を期待しております。 

問問合合せせ先先  

高知市保健所 健康増進課 

電話番号：088-803-8005 

E-Mail：kc-140400@city.kochi.lg.jp 

担当者：伊藤 
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資料① 
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資料① 
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資料② 
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資料③ 
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資料③ 
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（7）管理栄養士と保健師を対象とした実践ガイドの趣旨を踏まえた人材育成の現任教育 

  

自自治治体体名名：：兵兵庫庫県県三三田田市市（自治体区分：市町村、人口：107,744人（R5年 3月 31日現在）） 

  

事事例例のの区区分分  

☑ 実践ガイドの周知 

□ チェックリストの記入・結果の共有   

☑ 行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等） 

☑ 予算確保（ □人材育成 ☑新規事業 □充足配置 ） 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

□ その他（                            ） 

  

活活用用事事例例のの概概要要  

一般職保健師・管理栄養士を対象に、実践ガイドの趣旨を踏まえ、4 つ目のスキルとして提唱され

ている「PDCA に基づき施策を着実に遂行し成果を得るためのマネジメントスキル」を重点的に強化

するための現任教育を実施した。 

既存の保健専門職による定例打合せを活用し、管理期から新任期職員の全参加者が共通して関

わってきた「健康教育」を題材として、保健事業における課題及び健康課題の抽出に関するディスカ

ッションを実施した。 

抽出された課題を基に、今後の取組の方向性についてさらに協議を重ね、既存の国保保健事業

（委託）である生活習慣病重症化予防事業（脂質異常症・高血圧症）に糖尿病対策を拡充する方針と

し、国民健康保険事業特別会計による予算要求につなげた。 

 

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

⚫ 正規管理栄養士の配置は健康増進部門に 2 名（退職者補充として H23、H28 に採用、他部門

に正規管理栄養士の配置なし） 

⚫ 組織として栄養施策に関する人材育成は実施していない。  

⚫ R4に健康増進部門に正規保健師 2名が新規配属。OJTによる人材育成は不十分である。 

⚫ PDCAに基づく保健事業の遂行が十分にできていない。 

 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

・実践ガイドで提唱された 5 つのスキルは、管理栄養士や保健師など保健専門職全てに共通した事

項であることから、両職種を対象とする。 

・実践ガイドで提唱するスキルのうち、特に 4 つ目のスキル「PDCA に基づき施策を着実に遂行し成

果を得るためのマネジメントスキル」を身に付けるための人材育成の現任教育を実施する。 

・現行事業に関する協議をもとに予算要求につなげる。 
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活活用用方方法法  

【【目目的的】】  

保健師・管理栄養士が PDCAに基づいた健康・栄養施策を推進することができる。 

【【実実施施者者】】  

健康づくり部門の管理職級保健師（1名）、監督職級保健師（2名）、監督職級管理栄養士（1名） 

【【対対象象者者】】  

健康づくり部門の一般職保健師（4名）、管理栄養士（1名） 

【【実実施施概概要要】】  

①オリエンテーション：令和 5年 7月（30分）  

概要 

 令和 5年度より月 1回開催している既存の保健事業（保健師・管理栄養士）打合せの

場を活用し、実践ガイドの策定背景・趣旨及び提起された 5 つのスキルについて説明し

た。 

資料 全国保健所管理栄養士会スキルアップ講座（令和 5年 7月 29日）の講演資料 

 

②第 1回：令和 5年 11月（1時間） 

概要 

 健康教育を題材として保健事業の現状・課題についてディスカッションを実施。実践ガ

イドの 4 つ目のスキル「PDCA に基づき施策を着実に遂行し成果を得るためのマネジメ

ントスキル」を身に付けるため、新任期職員も協議しやすいよう現行事業の取組内容

（“Do”の部分）から協議を行った。 

結果 

「各種保健事業の重複」、「事業対象者と参加者のミスマッチ」が課題として挙げられ

た。第 1 回の協議満足度は高く、保健事業における課題を整理できた一方で、時間不

足により今後の取組方針について十分に協議することができなかった。事後アンケート

でも時間不足についての記載が多かったため、急遽第 2回を開催することとした。 

資料 ワークシート、アンケート 

 

③第 2回：令和 5年 12月（2時間） 

概要 

第 1 回を受け追加開催。第 1 回で抽出された課題「各種保健事業の重複」を解消す

る視点から次年度以降の保健事業に関するディスカッションを行った。 

実践ガイドの 4 つ目のスキルのうち、“Plan”の視点「着手できるところから実施す

る」、「既存で実施されている事業がある場合は当該事業最適化を図る」（実践ガイド

p.17）、3つ目のスキルである「施策を立案し、必要な体制を確保スキル（実践ガイド p.14

～16）」に示される、「活用可能な財源の確認や連携先の確保」、「スモールスタートにお

る予算拡充」、「人員確保と資質向上」を踏まえ協議を行った。  
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活活用用方方法法  

【【目目的的】】  

保健師・管理栄養士が PDCAに基づいた健康・栄養施策を推進することができる。 

【【実実施施者者】】  

健康づくり部門の管理職級保健師（1名）、監督職級保健師（2名）、監督職級管理栄養士（1名） 

【【対対象象者者】】  

健康づくり部門の一般職保健師（4名）、管理栄養士（1名） 

【【実実施施概概要要】】  

①オリエンテーション：令和 5年 7月（30分）  

概要 

 令和 5年度より月 1回開催している既存の保健事業（保健師・管理栄養士）打合せの

場を活用し、実践ガイドの策定背景・趣旨及び提起された 5 つのスキルについて説明し

た。 

資料 全国保健所管理栄養士会スキルアップ講座（令和 5年 7月 29日）の講演資料 

 

②第 1回：令和 5年 11月（1時間） 

概要 

 健康教育を題材として保健事業の現状・課題についてディスカッションを実施。実践ガ

イドの 4 つ目のスキル「PDCA に基づき施策を着実に遂行し成果を得るためのマネジメ

ントスキル」を身に付けるため、新任期職員も協議しやすいよう現行事業の取組内容

（“Do”の部分）から協議を行った。 

結果 

「各種保健事業の重複」、「事業対象者と参加者のミスマッチ」が課題として挙げられ

た。第 1 回の協議満足度は高く、保健事業における課題を整理できた一方で、時間不

足により今後の取組方針について十分に協議することができなかった。事後アンケート

でも時間不足についての記載が多かったため、急遽第 2回を開催することとした。 

資料 ワークシート、アンケート 

 

③第 2回：令和 5年 12月（2時間） 

概要 

第 1 回を受け追加開催。第 1 回で抽出された課題「各種保健事業の重複」を解消す

る視点から次年度以降の保健事業に関するディスカッションを行った。 

実践ガイドの 4 つ目のスキルのうち、“Plan”の視点「着手できるところから実施す

る」、「既存で実施されている事業がある場合は当該事業最適化を図る」（実践ガイド

p.17）、3つ目のスキルである「施策を立案し、必要な体制を確保スキル（実践ガイド p.14

～16）」に示される、「活用可能な財源の確認や連携先の確保」、「スモールスタートにお

る予算拡充」、「人員確保と資質向上」を踏まえ協議を行った。  
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結果 

三田市の外来医療費のうち「糖尿病」が最も高く、特定健診受診者の「空腹時血糖」

有所見率は国・県平均より高い。さらに、糖尿病のハイリスク者であるにも関わらず既

存事業の対象から除外されている住民がいることから、優先すべき健康課題として糖

尿病対策の強化を行う方針で整理を行った。 

実践ガイドの 3 つ目と 4 つ目のスキルの視点を踏まえ、①委託事業なら人材の確保

が可能かつ職員の配置に左右されにくい、②新規事業ではなく既存事業を拡大するこ

とで、調整業務の負担を最小限に抑えられる、③国保保健事業として実施すれば、予

算は国民健康保険事業特別会計を活用することができる、④血液検査を実施している

事業であれば評価がしやすいという点から、既存の国保保健事業（委託）である生活習

慣病重症化予防事業（脂質異常症・高血圧症）に糖尿病対策を拡充する方針とし、国

民健康保険事業特別会計による予算要求につなげることとした（図）。 

なお、「各種保健事業の重複」という課題については一定整理できたものの、「事業

対象者と参加者のミスマッチ」という課題については今後の協議に持ち越しとなった。 

資料 第 1回アンケート結果、第 1回協議結果 

 

図 40～74歳に対する保健事業 

  【【協協議議内内容容】】 
第 1回（令和 5年 11月） 

健康教育を中心とした保健事業の現状、課題及び今後の実施方針に関する意見 

前提とする 

考え方 

まずは何が課題かを考える必要があり、既存事業ありきではなく、その課題を解決

するための方法論を話し合い、事業を構築する。 

課題分析 

現状整理 

・各種事業の重複部分の整理が必要（健康教育、国保保健事業、国保以外の保険

者による保健事業） 

→同じ対象者に各方面からアプローチしている。本来実施すべき対象者はどこか。 
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・健康教育事業の対象者と参加者のミスマッチが生じている。 

例）生活習慣病予防事業にフレイルリスクが高そうな後期高齢者も参加。集団健診

の結果に同封する事業チラシが後期高齢者の参加が増える要因か。 

→生活習慣病対策は各保険者によって一定実施されているなら、市の健康教育で

は女性を対象とした骨折予防対策の保健事業を展開するのも一案。 

参考）急激な高齢化の到来、三田市の寝たきり要因 1 位は大腿骨骨折、健康日本

21（第三次）のライフコースアプローチの視点 

→三田市の高齢化率は国や県よりも低いが、平成初期のニュータウン開発の影響

で間もなく国や県以上に超急激な高齢化が進む。前期高齢者までの対策が重

要。 

実施方法 

・市が意図する対象者に参加してもらう方法を考える必要がある。 

例）40～64歳を対象とするなら YouTubeで隙間時間を活用した運動の啓発。 

・集団のメリットを生かした構成とする（他参加者との交流、触発、やる気の維持）。 

PDCA 
・参加者の追跡をする。また改善していたのであれば改善要因まで追跡できるとよ

い。逆に悪化した人はハイリスクアプローチへつなげることが必要。 

実施体制

の確保 

・40～64 歳の対象であれば、国民健康保険事業特別会計予算をうまく使えるとよ

い。 

・民間との協働を模索する。 

 

第 2回（令和 5年 12月） 

次年度以降の保健事業の実施方針に関する意見 

「各種保健事業の重複」という課題を踏まえ、主に 4つの視点で協議 

視点 1：優先すべき健康課題 

・策定中のデータヘルス計画によると、男女ともに「糖尿病」の医療費が最も高く、なかでも 65～74

歳が 7割以上を占めている。（約 4億円/年、外来医療費のうち 9.1%） 

・令和 4年度特定健診受診者の「空腹時血糖」有所見率は国・県より高い。 

・国保保健事業の糖尿病性腎症重症化予防事業（直営）の対象から外れてしまうハイリスク者への

対応が課題（市医師会からも同様の意見あり）。 

参考)対象：HbA1c6.5以上かつ［尿蛋白（＋）以上または eGFR 60未満］で 10人未満 

→HbA1cは 6.5以上だが、腎機能低下の所見がない人へのアプローチができていない。 

 

視点 2：各種事業の整理（対象者、内容等） 

・着手しやすく、効果を評価できる対象がよい。 

・アプローチできていないハイリスク者への事業を検討。既存の保健事業の対象者や内容は、ハイ

リスク者への事業を踏まえて今後整理する。 

 

視点 3：実現のしやすさ 

・マンパワー：委託事業であればマンパワーの確保が可能。 

・調整：現行事業の拡大であれば、新規事業の立ち上げより調整事項は最小限で済む。 

・予算：国民健康保険事業特別会計の予算であれば次年度予算要求が可能。 
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・健康教育事業の対象者と参加者のミスマッチが生じている。 

例）生活習慣病予防事業にフレイルリスクが高そうな後期高齢者も参加。集団健診

の結果に同封する事業チラシが後期高齢者の参加が増える要因か。 

→生活習慣病対策は各保険者によって一定実施されているなら、市の健康教育で

は女性を対象とした骨折予防対策の保健事業を展開するのも一案。 

参考）急激な高齢化の到来、三田市の寝たきり要因 1 位は大腿骨骨折、健康日本

21（第三次）のライフコースアプローチの視点 

→三田市の高齢化率は国や県よりも低いが、平成初期のニュータウン開発の影響

で間もなく国や県以上に超急激な高齢化が進む。前期高齢者までの対策が重

要。 

実施方法 

・市が意図する対象者に参加してもらう方法を考える必要がある。 

例）40～64歳を対象とするなら YouTubeで隙間時間を活用した運動の啓発。 

・集団のメリットを生かした構成とする（他参加者との交流、触発、やる気の維持）。 

PDCA 
・参加者の追跡をする。また改善していたのであれば改善要因まで追跡できるとよ

い。逆に悪化した人はハイリスクアプローチへつなげることが必要。 

実施体制

の確保 

・40～64 歳の対象であれば、国民健康保険事業特別会計予算をうまく使えるとよ

い。 

・民間との協働を模索する。 

 

第 2回（令和 5年 12月） 

次年度以降の保健事業の実施方針に関する意見 

「各種保健事業の重複」という課題を踏まえ、主に 4つの視点で協議 

視点 1：優先すべき健康課題 

・策定中のデータヘルス計画によると、男女ともに「糖尿病」の医療費が最も高く、なかでも 65～74

歳が 7割以上を占めている。（約 4億円/年、外来医療費のうち 9.1%） 

・令和 4年度特定健診受診者の「空腹時血糖」有所見率は国・県より高い。 

・国保保健事業の糖尿病性腎症重症化予防事業（直営）の対象から外れてしまうハイリスク者への

対応が課題（市医師会からも同様の意見あり）。 

参考)対象：HbA1c6.5以上かつ［尿蛋白（＋）以上または eGFR 60未満］で 10人未満 

→HbA1cは 6.5以上だが、腎機能低下の所見がない人へのアプローチができていない。 

 

視点 2：各種事業の整理（対象者、内容等） 

・着手しやすく、効果を評価できる対象がよい。 

・アプローチできていないハイリスク者への事業を検討。既存の保健事業の対象者や内容は、ハイ

リスク者への事業を踏まえて今後整理する。 

 

視点 3：実現のしやすさ 

・マンパワー：委託事業であればマンパワーの確保が可能。 

・調整：現行事業の拡大であれば、新規事業の立ち上げより調整事項は最小限で済む。 

・予算：国民健康保険事業特別会計の予算であれば次年度予算要求が可能。 
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・持続性：継続的な委託事業としての必要性が明確になれば、現状よりマンパワーが減った場合に

も、委託事業として継続的に実施できる。 

視点 4：評価方法の確立 

・現行の国保保健事業である生活習慣病重症化予防事業（脂質異常症、高血圧症）では、血液検

査を実施しており、教室介入前後の評価ができる。ただし、糖尿病対策を追加する場合は評価基

準の設定が必要。 

・ハイリスクアプローチも必要だが、実効性のある事業を展開するためにはハイベネフィットアプロ

ーチ（効果の出やすい集団へのアプローチ）の視点も必要。 

→現行の生活習慣病重症化予防事業（委託）の受診勧奨では、医療接続率 2割程度。 

 

その他の意見 

・そもそも地域診断ができていないことが最大の課題（優先施策がはっきりと分からない。）。 

・健康課題とは別で、対象者という点では働き盛り世代へのアプローチが課題。健康アプリの機能

拡張や企業とのタイアップ、民間ジムに誘導するなどが考えられる。 

・企業等との連携という視点では、過去の特定保健指導で運動ジムの体験チケットの協賛をしても

らったことがある。運動習慣の確立であれば単発事業より習慣化できる仕組みがあるとよい。 

・生活習慣のリスクを把握していない人が多い。自身の健康を振り返るためにも健診の受診が重

要であり、受診を促す仕掛けが必要。新しい層へのアプローチが有効ではないか。 

例)65歳、国保への加入時など環境の変化するタイミングに積極的な仕掛け（インセンティブ等）。 

・健康教育の個別勧奨対象者を抽出すると何度も同じ人があがってくるのも、健診の受診者が固

定化されていることが一因ではないか。 

・成果を見える化して、管理職や他部署に向けて専門職の仕事を伝えるために「事業実施後の評

価を外に向けて発信」「専門職がどこを目指し、何をして、どんな効果が出たか見せる」ことが重

要。 

 

【【協協議議をを踏踏ままええたた今今後後のの方方向向性性】】  

・現行の国保生活習慣病重症化予防事業（脂質異常症、高血圧症）（委託）の対象に、糖尿病性腎

症重症化予防事業（直営）の対象から外れる血糖要医療・要指導域の人を追加し、受診勧奨及

び保健指導（健康教室）を行う。 

・国民健康保険事業特別会計を活用するため、国保医療課と調整を行う。 

 

明明ららかかににななっったた課課題題  

課課題題  今今後後のの方方針針  

①各種保健事業の重複（同じ対象

者に何度もアプローチしている）  

優先すべき健康課題は糖尿病対策として整理。一部の糖

尿病ハイリスク者へのアプローチがないため、次年度の国

保生活習慣病重症化予防事業（委託）の対象者を拡大す

る。 

②事業対象者と参加者のミスマッチ  
事業テーマや対象者、実施方法について、保健専門職によ

る定例打合せの中で継続協議を行う。  

③健診を受診していないと、対象者 健診の受診を促す仕掛けが必要。環境の変化するタイミン
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として抽出できない  グ（65 歳、国保加入時等）で新たな層へ積極的に仕掛け

る。同じ対象者への重複アプローチの解消にもつながる。 

④地域診断不足  

現状の実施体制でゼロからデータを分析し、事業を企画立

案していくと時間がかかり息切れする。今実施している事業

を推進しながら、PDCA を回す中で事業に関連することから

アセスメントを行い、少しずつ地域の分析も進めていく。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・業務の中で人材育成研修として位置付けて実施できるよう、企画案を作成し所属長決裁を得た上で

実施した。 

・保健師も対象とすることから、保健師の管理監督職と事前に相談、調整の上実施した。 

・進行をスムーズにするため、事前にワークシートを提供し事前に考えをまとめてもらうようにした。た

だし、過度な負担とならないよう記入を必須とはしなかった。 

・実践ガイドの内容及びチェックリストは、大きな政策立案、計画策定に携わったことがない新任期職

員にとっては高度な内容であると考え、どのような構成にすれば実践ガイドで提唱するスキルの獲

得につながるか検討した。その結果、現行の保健事業（健康教育）を共通題材として管理職から一

般職まで全員でディスカッションをすることで、4 つ目のスキルである「PDCA に基づき施策を着実に

遂行し成果を得るためのマネジメントスキル」の獲得につなげることとした。 

 

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

・新任期職員に、事業の課題や優先すべき健康課題の整理から予算要求までのフローを経験

してもらうことができた。 

・第 1回参加者アンケートの結果（実施者の管理栄養士以外の 8名に実施、回収率 100%） 

⚫ 満足度（満足＋おおむね満足）100% 

⚫ 保健事業について現状や課題を整理できた（できた＋おおむねできた）87% 

⚫ 今後、PDCAを意識した施策を実施できそう（できそう＋おおむねできそう）75% 

⚫ 今後もこのようなこのような機会は必要だと感じるか。 

  （定期的に開催してほしい＋必要に応じて開催してほしい）100% 

※特に予算要求前に開催を希望する意見が多かった。 

⚫ その他：「もう少し話し合う時間が欲しい」、「できればまた話し合う時間が欲しい」、「今回の
ような課題共有から基本的な方針を示すまでの意見交流の過程が必要であると感じる。そ

のためには、課として、専門職集団として単年度ごとにある程度次年度の優先すべき事業

等を共有する機会も必要と感じた。」 

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・第 2 回終了後、国保保健事業担当の一般職保健師が対象者の概算人数の抽出や実施方法

を検討し、国保担当部門と調整を行った上で、次年度の国民健康保険事業特別会計の予算

要求につなげた。 

・一般職管理栄養士、保健師が保健事業の評価方法について、過去の事業検証と今後の評価

方法のフロー案を作成した。 
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として抽出できない  グ（65 歳、国保加入時等）で新たな層へ積極的に仕掛け

る。同じ対象者への重複アプローチの解消にもつながる。 

④地域診断不足  

現状の実施体制でゼロからデータを分析し、事業を企画立

案していくと時間がかかり息切れする。今実施している事業

を推進しながら、PDCA を回す中で事業に関連することから

アセスメントを行い、少しずつ地域の分析も進めていく。 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

・業務の中で人材育成研修として位置付けて実施できるよう、企画案を作成し所属長決裁を得た上で

実施した。 

・保健師も対象とすることから、保健師の管理監督職と事前に相談、調整の上実施した。 

・進行をスムーズにするため、事前にワークシートを提供し事前に考えをまとめてもらうようにした。た

だし、過度な負担とならないよう記入を必須とはしなかった。 

・実践ガイドの内容及びチェックリストは、大きな政策立案、計画策定に携わったことがない新任期職

員にとっては高度な内容であると考え、どのような構成にすれば実践ガイドで提唱するスキルの獲

得につながるか検討した。その結果、現行の保健事業（健康教育）を共通題材として管理職から一

般職まで全員でディスカッションをすることで、4 つ目のスキルである「PDCA に基づき施策を着実に

遂行し成果を得るためのマネジメントスキル」の獲得につなげることとした。 

 

活活用用のの結結果果・・効効果果  

アアウウトトププッットト（（直直接接的的なな効効果果、、実実施施量量））  

・新任期職員に、事業の課題や優先すべき健康課題の整理から予算要求までのフローを経験

してもらうことができた。 

・第 1回参加者アンケートの結果（実施者の管理栄養士以外の 8名に実施、回収率 100%） 

⚫ 満足度（満足＋おおむね満足）100% 

⚫ 保健事業について現状や課題を整理できた（できた＋おおむねできた）87% 

⚫ 今後、PDCAを意識した施策を実施できそう（できそう＋おおむねできそう）75% 

⚫ 今後もこのようなこのような機会は必要だと感じるか。 

  （定期的に開催してほしい＋必要に応じて開催してほしい）100% 

※特に予算要求前に開催を希望する意見が多かった。 

⚫ その他：「もう少し話し合う時間が欲しい」、「できればまた話し合う時間が欲しい」、「今回の
ような課題共有から基本的な方針を示すまでの意見交流の過程が必要であると感じる。そ

のためには、課として、専門職集団として単年度ごとにある程度次年度の優先すべき事業

等を共有する機会も必要と感じた。」 

一一次次アアウウトトカカムム（（事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化））  

・第 2 回終了後、国保保健事業担当の一般職保健師が対象者の概算人数の抽出や実施方法

を検討し、国保担当部門と調整を行った上で、次年度の国民健康保険事業特別会計の予算

要求につなげた。 

・一般職管理栄養士、保健師が保健事業の評価方法について、過去の事業検証と今後の評価

方法のフロー案を作成した。 
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二二次次アアウウトトカカムム（（参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化））  

・企画案の決裁をとった上で協議することで、管理職の理解を得ることができた。 

・国保保健事業の見直しを行うことから、現在策定中のデータヘルス計画の指標変更を行っ

た。  

そそのの他他  

・保健師と一緒に取り組むことで、栄養施策だけでなく健康施策全般について協議できるため、

より高い効果が得られると感じた。 

・国民健康保険事業特別会計予算要求には反映させられたが、一般会計の予算要求に間に合

わなかった。 

  

今今後後のの展展開開  

☑☑  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

職員の異動等があれば随時共有していく。また近隣市町にも実践ガイドを周知するとともに、管轄

保健所にも取組の共有を行っていく。 

☑☑  チチェェッッククリリスストトのの記記入入・・結結果果のの共共有有    

計画策定や政策方針に携わる中堅期、リーダー期以降の職員なら一定活用できると考えられる

が、市町村で保健事業を中心に携わる新任期職員には、チェックリストの項目はハードルが高いと

考えられる。チェックリストの前段階として、政策立案ではなくもう少しミニマムな保健事業について

のチェックリストや職位別の到達点等が示されていると活用しやすいと考える。 

☑☑  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成（（研研修修等等））  

今後も保健専門職による定例打合せを活用して、継続して協議を行っていく予定。特に、「事業対

象者と参加者のミスマッチ」という課題について協議ができていないことから、これらについて整理し、

予算要求につなげていく。また、併せて実施した事業の評価方法について検討するとともに、事業

に関連する分野から地区診断を実施し、今後の方針を決定していく。 

☑☑  予予算算確確保保（（  □□人人材材育育成成  ☑☑新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ））  

次年度以降も継続して協議を続け、特に予算要求前には施策についての評価及び今後の展開に

ついて協議し、交付金や補助金等の活用も念頭に予算確保に向けた調整を行う予定。 

□□  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

□□  そそのの他他（（                              ））  

  

   本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

 国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

 

 

 

   

 

 

実践ガイドの内容及びチェックリストが、新任期職員にとっては高度な内容であると考え、どうすれ

ば実践ガイドで提唱するスキルの獲得につながるか検討し、現行の保健事業（健康教育）を共通題

材として議論し、その中から出てきた課題の明確化と方針も見据えて予算獲得までつなげたという

非常に有意義な取組であると考えます。さらに、予算要求へのつなげ方も国保特会という枠組で工

夫されたところは特筆すべき点です。他の自治体の皆様にも、新任期職員へのアプローチや予算

獲得へつなげるフローなど、ぜひ参考にしていただき、試していただきたいです。 
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問問合合せせ先先  

三田市健康増進課 

電話番号：079-559-6155 

E-Mail：kenkou_u@city.sanda.lg.jp 

担当者：永松 
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問問合合せせ先先  

三田市健康増進課 

電話番号：079-559-6155 

E-Mail：kenkou_u@city.sanda.lg.jp 

担当者：永松 
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（8）県型保健所における圏域内行政管理栄養士の人材育成体制づくり 

  

自自治治体体名名::新新潟潟県県南南魚魚沼沼地地域域振振興興局局健健康康福福祉祉環環境境部部  

(県型保健所 魚沼圏域：3 保健所､5 市町   人口：150,718 人 （R5 年 4 月 1 日現在）)  

  

事事例例のの区区分分  

☑ 実践ガイドの周知 

☑ チェックリストの記入･結果の共有   

☑ 行政栄養士に求められるスキルの養成(研修等) 

□ 予算確保( □人材育成 □新規事業 □充足配置 ) 

□ 適材適所の配置に向けた取組 

☑ その他(人材育成体制づくり:キャリアラダー案の作成  ) 

  

活活用用事事例例のの概概要要  

実践ガイドが策定され成果の見える栄養政策を推進するために行政栄養士として必要なスキルが

示されたことを踏まえ､圏域内において単年度ベースで実施されていた行政管理栄養士研修会の要

綱を定めるとともに行政管理栄養士向けキャリアラダーを検討し､人材育成体制を構築する予定であ

る｡ 

  

背背景景  

【【実実態態とと課課題題】】  

⚫ 県レベルで行政管理栄養士の人材育成計画は策定されていないが､圏域(医療圏)別に業務に

関する研修会や新人研修は行っていた｡ 

⚫ 魚沼圏域では圏域内の保健所や市町の上席の管理栄養士からなる企画委員会を設置し、業務

研究会や新任研修を企画していたが､年度計画のみで要綱や中･長期計画は無く､位置付けが

不明確だった｡ 

⚫ 圏域内市町では新任者が増え､行政管理栄養士向けの人材育成計画やキャリアラダーが求め

られていた｡ 

<圏域の保健所･市町管理栄養士配置状況> 

(人) 人口(R5.4.1) 保健 福祉 教育 計 

市

町 

魚沼市 32,644   3 0 1 4 

南魚沼市 53,152 4 1 0 5 

湯沢町 7,706 1 0 0 1 

十日町市 47,287 2 1 1 4 

津南町 8,489 1 0 0 1 

市町計 150,718 11 2 2 15 

保
健
所 

魚沼保健所 32,644 1 

南魚沼保健所 60,858 1 

十日町保健所 55,776 2 
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

圏域内行政栄養士の人材育成体制の構築､実践ガイドの普及と活用の定着 

  

活活用用方方法法  

11  研研修修会会実実施施要要綱綱のの策策定定  

実践ガイドを踏まえ､圏域内市町及び保健所の行政管理栄養士のスキルアップを一体的に図るた

め､栄養政策の推進に必要なスキル､対象者､実施内容を明確にした｢魚沼圏域行政栄養士施策立

案及び推進能力向上のための業務研究･研修実施要綱｣を策定した｡ 

 

22  要要綱綱にに基基づづくくキキャャリリアアララダダーー案案のの検検討討  

系統的な人材育成を行うため､キャリアラダーについて業務研究会や企画委員会で検討し､新任期

(前期･後期)､中堅期(前期･後期)､リーダー期､管理期のステージ別に､役割認識､スキルのねらい､5

分野 11項目の必要なスキルを示した(別添資料参照)｡ 

 

33  令令和和 55年年度度魚魚沼沼圏圏域域行行政政栄栄養養士士業業務務研研究究会会のの開開催催  

目 的 

子どもから高齢者までの全てのライフステージに対応した PDCA サイクルによ

る健康づくり･栄養改善施策を推進するため､行政栄養士の視点､技術及びマネジ

メント能力の向上を図る｡ 

対 象 者 圏域内市町村及び県地域機関に勤務する管理栄養士･栄養士 

内

容 

第 1回 

実実 践践 ガガイイドドのの周周 知知 及及 びび活活 用用  

講 義 ｢将来を見据えた新たな課題に対応できる栄養政策･施策｣ 

演 習 ｢栄養政策を推進するための実践プロセスチェックリスト｣ 

意見交換 ｢これからの栄養政策･施策を考える｣ 

<事前課題> 

｢将来を見据えた地域における栄養政策の実践ガイド｣を確認し、｢成果の見え

る栄養政策を推進するための実践プロセスチェックリスト｣を可能な限り記入し、

当日持参する｡ 

第 2回 

栄栄 養養 施施 策策 ((好好 事事 例例 ))のの共共 有有  

講 義 ｢五泉市における庁内連携(保健･保育･学校)の強みを生かした食育･栄

養改善施策の推進と今後の展望｣ 

意見交換 ｢食育･栄養改善を効果的に進めるための連携体制づくり｣ 

第 3回 

既既 存存 事事 業業 のの 振振 りり 返返 りり  

事例検討 (母子保健､成人保健事例) 

意見交換 ｢魚沼圏域行政管理栄養士キャリアラダーについて｣ 

 

44  魚魚沼沼圏圏域域新新任任者者研研修修会会のの開開催催  

目 的 
新任期の行政栄養士が担当する保健事業を通じて、公衆栄養活動の PDCA

サイクルを理解し実践できるよう、基本的な行政能力及び専門能力を習得する。 

対 象 者 魚沼圏域の行政栄養士で採用 3年未満の者及び希望者 

内

容 

第 1回 

行行 政政 栄栄 養養 士士 ママイインンドドのの養養 成成  

講 義 ｢公衆栄養の歩みと新任期行政栄養士への期待｣ 

意見交換 ｢担当業務の紹介｣ 

<事前課題>｢業務整理シート｣に担当業務を記入する 

第 2回 
PPDDCCAA ササイイククルルにに基基づづきき施施策策をを着着実実にに遂遂行行しし成成果果をを得得るるたためめののママネネジジメメンントトススキキ

ルルのの養養成成  
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

圏域内行政栄養士の人材育成体制の構築､実践ガイドの普及と活用の定着 

  

活活用用方方法法  

11  研研修修会会実実施施要要綱綱のの策策定定  

実践ガイドを踏まえ､圏域内市町及び保健所の行政管理栄養士のスキルアップを一体的に図るた

め､栄養政策の推進に必要なスキル､対象者､実施内容を明確にした｢魚沼圏域行政栄養士施策立

案及び推進能力向上のための業務研究･研修実施要綱｣を策定した｡ 

 

22  要要綱綱にに基基づづくくキキャャリリアアララダダーー案案のの検検討討  

系統的な人材育成を行うため､キャリアラダーについて業務研究会や企画委員会で検討し､新任期

(前期･後期)､中堅期(前期･後期)､リーダー期､管理期のステージ別に､役割認識､スキルのねらい､5

分野 11項目の必要なスキルを示した(別添資料参照)｡ 

 

33  令令和和 55年年度度魚魚沼沼圏圏域域行行政政栄栄養養士士業業務務研研究究会会のの開開催催  

目 的 

子どもから高齢者までの全てのライフステージに対応した PDCA サイクルによ

る健康づくり･栄養改善施策を推進するため､行政栄養士の視点､技術及びマネジ

メント能力の向上を図る｡ 

対 象 者 圏域内市町村及び県地域機関に勤務する管理栄養士･栄養士 

内

容 

第 1回 

実実 践践 ガガイイドドのの周周 知知 及及 びび活活 用用  

講 義 ｢将来を見据えた新たな課題に対応できる栄養政策･施策｣ 

演 習 ｢栄養政策を推進するための実践プロセスチェックリスト｣ 

意見交換 ｢これからの栄養政策･施策を考える｣ 

<事前課題> 

｢将来を見据えた地域における栄養政策の実践ガイド｣を確認し、｢成果の見え

る栄養政策を推進するための実践プロセスチェックリスト｣を可能な限り記入し、

当日持参する｡ 

第 2回 

栄栄 養養 施施 策策 ((好好 事事 例例 ))のの共共 有有  

講 義 ｢五泉市における庁内連携(保健･保育･学校)の強みを生かした食育･栄

養改善施策の推進と今後の展望｣ 

意見交換 ｢食育･栄養改善を効果的に進めるための連携体制づくり｣ 

第 3回 

既既 存存 事事 業業 のの 振振 りり 返返 りり  

事例検討 (母子保健､成人保健事例) 

意見交換 ｢魚沼圏域行政管理栄養士キャリアラダーについて｣ 

 

44  魚魚沼沼圏圏域域新新任任者者研研修修会会のの開開催催  

目 的 
新任期の行政栄養士が担当する保健事業を通じて、公衆栄養活動の PDCA

サイクルを理解し実践できるよう、基本的な行政能力及び専門能力を習得する。 

対 象 者 魚沼圏域の行政栄養士で採用 3年未満の者及び希望者 

内

容 

第 1回 

行行 政政 栄栄 養養 士士 ママイインンドドのの養養 成成  

講 義 ｢公衆栄養の歩みと新任期行政栄養士への期待｣ 

意見交換 ｢担当業務の紹介｣ 

<事前課題>｢業務整理シート｣に担当業務を記入する 

第 2回 
PPDDCCAA ササイイククルルにに基基づづきき施施策策をを着着実実にに遂遂行行しし成成果果をを得得るるたためめののママネネジジメメンントトススキキ

ルルのの養養成成  
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演 習 ｢担当業務を PDCAで整理する｣ 

実践報告 ｢PDCAを意識した栄養士業務｣ 

意見交換 ｢目指す姿に向けて習得したいスキル｣ 

<事前課題>｢業務整理シート｣により担当業務を PDCAで整理する 

 

実実施施すするるにに当当たたりり調調整整やや工工夫夫がが必必要要だだっったたこことと  

⚫ 県内他圏域の保健所管理栄養士との情報共有 

⚫ 企画委員会での検討 

 

活活用用のの結結果果･･効効果果  

アアウウトトププッットト((直直接接的的なな効効果果､､実実施施量量))    

⚫ 要綱を策定したことにより人材育成研修の位置付けや対象が明確になり、保健分野以外に配
置されていても出席しやすくなった。 

⚫ 新任者の指導担当者は異なる部署に所属していても指導に従事しやすくなった(プリセプターの

設置)。 

一一次次アアウウトトカカムム((事事業業のの参参加加者者にに生生じじたた変変化化))  

⚫ 対象者個々の得意なスキルを認識し伸ばしたいスキルを明確にすることができた。 

二二次次アアウウトトカカムム((参参加加者者以以外外にに生生じじたた変変化化))  

⚫ 従来から実施していた企画委員会､業務研究会及び新任者研修会について要綱を策定し位置
付けを明確にすることで市町や保健所内の業務として位置付けることができた。 

⚫ 行政管理栄養士自身や組織的にもニーズが高かった行政管理栄養士向けのキャリアラダーを
示すことができた(現在検討進行中)。 

 

明明ららかかににななっったた課課題題  

⚫ ｢成果の見える栄養政策を推進するための実践プロセスチェックリスト｣をベースにキャリアラダ
ーの進捗状況の確認や評価ができるチェックリストを作成する。 

⚫ 要綱及びキャリアラダーによる進捗状況の確認や評価について､単独配置を考慮し圏域でカバ
ーする体制を検討する。 

⚫ 他職種の人材育成計画やキャリアラダーとの連動できるよう調整する。 

⚫ 他圏域への普及(全県体制構築に向けた働きかけが必要)。 

 

今今後後のの展展開開  

□□  実実践践ガガイイドドのの周周知知  

   随時周知を図り活用を促す。 

□□  チチェェッッククリリスストトのの記記入入･･結結果果のの共共有有      

 進捗状況の把握、研修会事業のモニタリングとして活用の定着化を図る。 

□□  行行政政栄栄養養士士にに求求めめらられれるるススキキルルのの養養成成((研研修修等等))  

   要綱及びキャリアラダーに基づき研修会を継続的に開催し、チェックリスト等を活用し評価する。 

□□  予予算算確確保保((  □□人人材材育育成成  □□新新規規事事業業  □□充充足足配配置置  ))  

   事業の優先順位を見極めることにより、既存事業の整理と新規事業の構築を進める。 

□□  適適材材適適所所のの配配置置にに向向けけたた取取組組  

  必要なスキル･能力を見える化し、人材育成体制を充実させ､適切なジョブローテーション､既配置
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部署への配置人数の拡充や未配置分野への配置促進を図る。 

□□  そそのの他他((  県県内内他他圏圏域域へへのの普普及及  ))  

  県内他圏域へ普及を図るとともに､全県での人材育成体制の構築を目指す。 

 

本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

    

 

 

 

 

  

  

  

実践ガイド・チェックリストをもとにしたキャリアラダーをわかりやすく作成されており、今後の人材育

成に大きく貢献する資料かと存じます。各自治体で多少の相違はあるかもしれませんが、ぜひ他の

自治体でも、その自治体に適したキャリアラダーを作成していただき、人材育成・人材計画等にご活

用いただきたいです。また、もし改善点等があれば、自治体同士の管理栄養士で共有しながら、ブ

ラッシュアップし、より良いものにしていけるものだと考えます。今後の発展に期待しております。 

問問合合せせ先先  

新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部（新潟県南魚沼保健所） 

電話番号：025-772-8137 

E-Mail：ngt111630@pref.niigata.lg.jp  

担当者：地域保健課 磯部 

−74−



 

- 74 - 
 

部署への配置人数の拡充や未配置分野への配置促進を図る。 

□□  そそのの他他((  県県内内他他圏圏域域へへのの普普及及  ))  

  県内他圏域へ普及を図るとともに､全県での人材育成体制の構築を目指す。 

 

本本事事例例のの活活用用ポポイインントト  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部  地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域  和和田田  安安代代  氏氏  

    

 

 

 

 

  

  

  

実践ガイド・チェックリストをもとにしたキャリアラダーをわかりやすく作成されており、今後の人材育

成に大きく貢献する資料かと存じます。各自治体で多少の相違はあるかもしれませんが、ぜひ他の

自治体でも、その自治体に適したキャリアラダーを作成していただき、人材育成・人材計画等にご活

用いただきたいです。また、もし改善点等があれば、自治体同士の管理栄養士で共有しながら、ブ

ラッシュアップし、より良いものにしていけるものだと考えます。今後の発展に期待しております。 

問問合合せせ先先  

新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部（新潟県南魚沼保健所） 

電話番号：025-772-8137 

E-Mail：ngt111630@pref.niigata.lg.jp  
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5 「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」を活用するために 

 

女子栄養大学公衆栄養学研究室 久保彰子 

 

みなさんは、都道府県または市区町村の行政管理栄養士・栄養士として、地域住民及び地域資源

（関係団体等）を対象に、さまざまな公衆栄養活動を実践してこられたと思います。 

みなさんもご存じのとおり、公衆栄養活動に従事する行政管理栄養士・栄養士の配置人数は少数配

置の自治体が多く、地域住民の栄養・食生活に係る問題が多様化、複雑化している状況において、み

なさん自身ももっと対策を打たなければという思いの中、なかなか取り組むことが困難な場面を経験さ

れているのではないでしょうか。 

地域住民の健康・食生活に係る問題を解決するためには、これまでの保健・医療・福祉分野での取

組をさらに推進していくことはもとより、農政や産業、教育、環境、地域振興といった他分野からの取組

を構築することが、「誰一人取り残さない」健康づくりの展開に求められています。これらの新しい栄養

施策の展開のためには、これまでの私たちの取組を振り返り、新たな栄養施策の実現に必要なスキル

や技術を身に付け、実行してくことが必要です。 

実践ガイドでは、行政管理栄養士・栄養士に求められるスキルとして 5 つのスキルが示されました。

実践ガイドには、5 つのスキルを実践するためのプロセスがそれぞれ示されています。今回は、実践ガ

イドの作成に携わった研究班のメンバーが、それぞれの自治体で活用し、事例として掲載しています。

みなさんの自治体でも、実践ガイドを活用される際の参考にしていただければ幸いです。 

ここで、実践ガイドの活用ポイントを私なりに考えたので紹介します。 

 

（（11））自自身身のの現現状状（（強強みみ・・弱弱みみ））をを知知るる（（アアセセススメメンントト））。。  

 まずは、行政管理栄養士・栄養士のみなさん自身がこれまでの取組（施策・事業）を振り返り、どこの

部分ができているのか、不足しているのかを客観的に判断することが重要です。そこで活用していただ

きたいのが実践プロセスのチェックシートです。5 つのスキルごとのチェックシートとなっていますので、

キャリア（経験年数）によりチェックシートを選択した方が良いと思います。例えば、新任期は「4.PDCAに

基づき施策を着実に遂行し、成果を得るためのマネジメントスキル」に関するチェックシートのみを作成

します。中堅期には 4 つ目のスキルに加え、「5.得られた成果を効果的に見える化し、更なる発展につ

なげるスキル」や「3.施策を立案し、必要な体制を確保するスキル」のチェックシートを追加します。管理

期は中堅期にさらに「2.リーダーシップを発揮し、他部署等に積極的に相談・提案するスキル」と「1.今後

を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル」を追加します。 

 そうすることで、自身に不足している部分や、キャリアを重ねるまでに習得すべきスキルを見える化

することが可能です。今回の事例でも、チェックシートの記載において、どこまでできていたら〇なのか、

基準がわからないといったご意見も伺いました。自治体として基準を設定してもよいかと思いますが、作

成したチェックシートを持ち寄り、ぜひ、みなさん（キャリア別またはプリセプターや上司と）で〇を付けた

理由について話し合いの場を持ち、協議することが大切だと思います。 

 

（（22））自自身身のの担担当当業業務務をを見見直直すす((PPDDCCAA))。。  

 チェックシートをもとに、担当業務を見直し、成果につながる PDCAを検討します。特に評価の部分に

−76−



 

- 76 - 
 

5 「将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド」を活用するために 

 

女子栄養大学公衆栄養学研究室 久保彰子 

 

みなさんは、都道府県または市区町村の行政管理栄養士・栄養士として、地域住民及び地域資源

（関係団体等）を対象に、さまざまな公衆栄養活動を実践してこられたと思います。 

みなさんもご存じのとおり、公衆栄養活動に従事する行政管理栄養士・栄養士の配置人数は少数配

置の自治体が多く、地域住民の栄養・食生活に係る問題が多様化、複雑化している状況において、み

なさん自身ももっと対策を打たなければという思いの中、なかなか取り組むことが困難な場面を経験さ

れているのではないでしょうか。 

地域住民の健康・食生活に係る問題を解決するためには、これまでの保健・医療・福祉分野での取

組をさらに推進していくことはもとより、農政や産業、教育、環境、地域振興といった他分野からの取組

を構築することが、「誰一人取り残さない」健康づくりの展開に求められています。これらの新しい栄養

施策の展開のためには、これまでの私たちの取組を振り返り、新たな栄養施策の実現に必要なスキル

や技術を身に付け、実行してくことが必要です。 

実践ガイドでは、行政管理栄養士・栄養士に求められるスキルとして 5 つのスキルが示されました。

実践ガイドには、5 つのスキルを実践するためのプロセスがそれぞれ示されています。今回は、実践ガ

イドの作成に携わった研究班のメンバーが、それぞれの自治体で活用し、事例として掲載しています。

みなさんの自治体でも、実践ガイドを活用される際の参考にしていただければ幸いです。 

ここで、実践ガイドの活用ポイントを私なりに考えたので紹介します。 

 

（（11））自自身身のの現現状状（（強強みみ・・弱弱みみ））をを知知るる（（アアセセススメメンントト））。。  

 まずは、行政管理栄養士・栄養士のみなさん自身がこれまでの取組（施策・事業）を振り返り、どこの

部分ができているのか、不足しているのかを客観的に判断することが重要です。そこで活用していただ

きたいのが実践プロセスのチェックシートです。5 つのスキルごとのチェックシートとなっていますので、

キャリア（経験年数）によりチェックシートを選択した方が良いと思います。例えば、新任期は「4.PDCAに

基づき施策を着実に遂行し、成果を得るためのマネジメントスキル」に関するチェックシートのみを作成

します。中堅期には 4 つ目のスキルに加え、「5.得られた成果を効果的に見える化し、更なる発展につ

なげるスキル」や「3.施策を立案し、必要な体制を確保するスキル」のチェックシートを追加します。管理

期は中堅期にさらに「2.リーダーシップを発揮し、他部署等に積極的に相談・提案するスキル」と「1.今後

を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル」を追加します。 

 そうすることで、自身に不足している部分や、キャリアを重ねるまでに習得すべきスキルを見える化

することが可能です。今回の事例でも、チェックシートの記載において、どこまでできていたら〇なのか、

基準がわからないといったご意見も伺いました。自治体として基準を設定してもよいかと思いますが、作

成したチェックシートを持ち寄り、ぜひ、みなさん（キャリア別またはプリセプターや上司と）で〇を付けた

理由について話し合いの場を持ち、協議することが大切だと思います。 

 

（（22））自自身身のの担担当当業業務務をを見見直直すす((PPDDCCAA))。。  

 チェックシートをもとに、担当業務を見直し、成果につながる PDCAを検討します。特に評価の部分に

 

- 77 - 
 

苦慮されている方が多いのではないでしょうか。ぜひ、大学や研究機関に相談してください。きっと良い

解決法が見つかるかもしれません。また、予算確保も困難であると聞かれます。自身の部局のみなら

ず、他部局や国、民間（財団等）で予算が採れるものはないか、ぜひ事務職と相談し、探してみてくださ

い。 

 

（（33））新新たたなな課課題題をを抽抽出出すするる。。  

 公衆栄養活動の対象は、全てのライフステージです。ライフコースに沿った栄養施策が展開できてい

るのか、再度見直してください。特に、生活困窮者等への支援（福祉）や産業保健との連携（保健）、食

環境の整備（保健）、在宅医療との連携（医療）等、さまざまな問題に対し、栄養・食生活の視点でどの

ように関わる必要があるのか、行政管理栄養士・栄養士みんなで協議し、必要な場合は施策化してくだ

さい。 

 また、健康経営（産業）や地域振興、食品ロス（環境）といった新たな分野における健康・食生活の取

組についても検討してください。 

 与えられた業務をやるだけでは、人員増や新たな健康・栄養課題に対応できません。管理栄養士・

栄養士という専門職の立場で、積極的に他部署へ提案し、実行できる人材が求められています。 

 

（（44））新新たたなな課課題題のの解解決決にに向向けけたた人人員員配配置置をを実実現現すするる。。  

 地域の健康・栄養課題が様々あることを理解している方は多いかと思います。しかし、今の人員や組

織配置では施策化及び実行が難しいと考えていらっしゃるかと思います。人員配置の実現は簡単では

ありませんが、今一度、新たな課題を抽出し、それらの課題を解決するためにはどのような部署に管理

栄養士・栄養士を配置したらよいのか、どのような施策を実施すればよいのか、みなさんで知恵を出し、

資料を作成し、ぜひ、人事担当職員や財政課等、関係部署へアプローチし、時には栄養士会や食生活

改善推進員等の協力を得てください。いつか身を結ぶことを願っています。人員増からポスト獲得、統

括管理栄養士の配置につながっていくことを期待しています。 

 

（（55））キキャャリリアアにに応応じじたた人人材材育育成成をを実実施施すするる。。  

 活用ポイントを述べましたが、これらを実行するためには、それぞれのキャリアに応じたスキルアップ

が必要です。各自治体で、新たな課題の解決も見据えたキャリアラダーを描き、人材育成方針を決め、

実行してください。新任期の人材育成プログラムは多くの自治体で作成されています。実践ガイドで示さ

れている 5つのスキルは、中堅期及び管理期で必要なスキルも多く含まれています。ぜひ、中堅期にな

っても学ぶ体制を整備してください。 
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Ⅲ 令和 5年度行政管理栄養士政策能力向上シンポジウム 

１ 開催要領 

（1）目  的 
 これまでの健康・栄養政策においては、「健康日本 21」や食育の推進等の全てのライフステージを対

象とした対策と並行して、傷病者や被災者等を対象とした対策を通じ、「誰一人取り残さない」栄養政策

を推進してきた。栄養改善の取組は、持続可能な開発目標（SDGs）の全ての目標達成に寄与するもの

であるとともに、近年では、健康面に加え環境面にも配慮した持続可能な食環境づくりや経済格差に伴

う栄養格差の縮小等の新たな取組の必要性も生じており、その対応には、横断的な体制が求められて

いる。こうした新たな課題に対応するために、令和 4年度までの地域保健総合推進事業において「行政

管理栄養士に求められる 5 つのスキル」を抽出整理し、「将来を見据えた、地域における栄養政策の実

践ガイド」（以下「実践ガイド」という。）を作成している。 
今回のシンポジウムでは、地域保健総合推進事業「誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行

政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究」において実施した人材育成等に係る実態調査及び実践

ガイドの活用事例を報告する。将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向けて、これからの

行政管理栄養士の役割や役割を果たすための配置について、当事者である行政管理栄養士自らが考

えることにより、行政管理栄養士一人ひとりの能力向上に資することを目的とする。 

 

（2）開催日時  令和 6年 2月 16日（金） 午前 10時 30分～午後 4時 
（3）会   場  ＡＰ新橋 Ｄルーム 

（4）参 加 者  都道府県・指定都市・中核市・政令市・特別区が設置する保健所及び本庁、市町村
に勤務する管理栄養士、栄養士等の関係職員 

（会場参加 31名、オンライン参加 265名、オンデマンド配信登録 470名） 

（5）テ ー マ  「将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向けて 

             ～行政管理栄養士の役割と配置について考える～」 

（6）プログラム   
開  会 （10：30～10：40）  

主催者挨拶 ： 日本公衆衛生協会 理事長      松谷 有希雄 氏 

      来 賓 挨 拶 ： 厚生労働省 健康・生活衛生局長  大坪 寛子 氏 

講  演 （10：40～11：20） 

「新たな栄養政策の創造に向けた組織体制の強化について」          

講 師 ： 厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室 室長 清野 富久江 氏 

報  告① （11：20～11：35） 

「令和 5年度地域保健総合推進事業について」 

報告者 ： 山梨県富士・東部保健所 渡邊 瑞穂（分担事業者） 

報  告② （11：35～12：00） 

「行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にかかる実態調査」 

報告者 ： 千葉県市川保健所 高橋 希（協力事業者）              
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シンポジウム （13：00～15：50）  

テーマ 「将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向けて 

                ～行政管理栄養士の役割と配置について考える～」 

座 長 ： 愛知県瀬戸保健所 所長 澁谷 いづみ 先生 

助言者 ： 厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室  

室長補佐 齋藤 陽子 先生 

 実践ガイドを活用した事例報告 

①「新たな栄養課題に対応するための「チェックシート」の作成と 

人材育成体制構築に向けた検討」 

報告者 ： 高知市保健所 健康増進課 伊藤 浩子（協力事業者） 

②「管理栄養士と保健師を対象とした実践ガイドの趣旨を踏まえた人材育成の現任教育事例」  

報告者 ： 兵庫県三田市役所 健康増進課 永松 美優紀（協力事業者） 

③「県型保健所における圏域内行政管理栄養士人材育成体制づくり」 

報告者 ： 新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部    

 （新潟県南魚沼保健所） 磯部 澄枝（助言者） 

 グループワーク（組織体制の強化、実態調査に基づく課題、実践ガイドの活用） 
 

事務連絡 （15：50） 

閉  会 （16：00） 
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２ シンポジウム 

（1）座長の言葉 
将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる栄栄養養政政策策のの推推進進にに向向けけてて  

～～行行政政管管理理栄栄養養士士のの役役割割とと配配置置ににつついいてて考考ええるる～～  

  

愛知県瀬戸保健所  所長 澁谷 いづみ 氏 

 

栄養政策は医療・介護・福祉・保健等の様々な政策に影響し関連している。行政の管理栄養士は栄

養政策が SDGs のあらゆる目標に関与するものとの認識で、日々誰一人取り残さない公衆栄養活動を

展開していくことを求められている。 

 そうした中で令和４年度の地域保健総合推進事業「将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・

立案手法に関する研究」では、将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイドを作成した。昨年

5 月に新型コロナウイルス感染症対策の転換を迎え、また繰り返し自然災害に見舞われ、全国的に公

衆衛生活動に影響がある中で、果たしてこの実践ガイドは周知され活用されているだろうか。また今後

も活用されていくであろうか。 

そこで本年度は人材育成等に係る実態調査と実践ガイドの活用事例の収集・分析を新たな地域保健

総合推進事業で行った。 

   このシンポジウムでは、 

事例報告 1 では、人材育成と事業評価のチェックリストを市の担当者が理解しやすく改良し、活用す

ることで中長期的な人材確保と育成の必要性が示唆された高知市の事例を提示いただく。 

事例報告 2 では、職場の保健師とともにスキルアップを図り、PDCA サイクルを回し予算獲得につな

げた兵庫県三田市の事例を報告いただく。 

事例報告 3 では保健所管内市町村の人材育成を図るための基盤整備を行った新潟県南魚沼保健

所の活動をお示しいただく。 

これらの事例報告の内容は、本日午前の講演や報告も踏まえ、3 事例報告後のグループワークのヒ

ントになると考える。 新たな栄養政策の創造のため、実践ガイドは夫々の地域に置き換える工夫をし、

行政管理栄養士の役割を考え、多職種と連携し具体的な行動に結びつけてほしいと期待している。自

然災害や疾病が避けられない現状で人材を育成しビジョンに向かって事業を生み出していくのは、中長

期的な計画性が必須であり、実践ガイドのさらなる活用が求められている。 
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（2）グループ討議まとめ 
〈〈ググルルーーププ討討議議ででのの主主なな意意見見〉〉  

①①組組織織体体制制のの強強化化ににつついいてて、、重重要要だだとと思思っったたこことと  

・時代の潮流に乗って、政策・組織・人材を考える。チャンスを逃さず、積極的な行動が重要である。 

・意識的にカウンターパートを広げ、他職種や他部署との連携を試みる。 

・発信力、栄養士の仕事を周囲に上手に伝えていくスキルを身に付ける。 

・種をまいて育てていくことが大切である。 
・個々のスキルの標準化が大前提であり、その後に横の連携を図っていくことで強化できる 

・研修教育に関しては、経験年数別ではなく、全ての管理栄養士に統一した体制も重要である。 

・災害や急な病休等に備えて、いざという時でも業務を継続できる体制と人材確保が必要である。 

・計画的なジョブローテーション、栄養士全体で経験年数等を考慮した配置が必要である。 

・経験やスキルの差はあるが、得意分野をいかし、補う体制づくりも必要である。 

・栄養士は欠員補充で採用されることが多い。1 人配置が多いので、組織体制の強化の前段階とし

て、計画的採用ができるように働きかけることも大事である。 

・同職種、多職種、他部署、他部局との連携や、業務の見える化により上司や保健師の理解を促す。 

・組織全体を考える立場の統括栄養士の存在が必要。管理職の中にいると相談がしやすくなる。 

②②実実態態調調査査にに基基づづくく課課題題にに対対ししてて思思っったたこことと  

・配置状況を把握することが大切である。どんな配置が望ましいのか、ビジョンを明確にし、関係課へ

働きかけていくことが必要である。栄養士業務の現状や課題を人事にどう伝えるかも重要である。 

・「配置と人材育成は両輪で行う。」というまとめが印象に残った。 

・業務評価をしっかり行うことで、人材育成だけでなく、誰が配置されても一定の仕事の質を保つこと

につながり、栄養士全体の評価にもつながると思う。 

・管理職の管理栄養士が少ないことも課題である。 

・調整役となる統括的な行政栄養士の配置がある自治体が存在していることを知れてよかった。 

・キャリアラダーがうまく進められていない。保健師はマニュアルに従って進められており、栄養士も

進めていかないといけないと感じている。 

・マニュアルやチェックリストはあるが更新されていない。規模の小さい自治体はマニュアル等もなく、

１人配置または少数配置で兼任している状況で常時人員不足である。 

③③実実践践ガガイイドドのの活活用用方方法法（（所所属属のの自自治治体体ででどどうう活活用用ししたたいいかか。。））  

・まずは実践ガイドを読み込むことから始めたい。保健師等の他職種にも共有していきたい。 

・チェックリストを使いやすい形で改編すれば活用できると思う。 

・業務説明などが必要な場面や見直したい施策を検討する場面などで有効活用していけるとよい。 

・具体的な事業をあげてチェックできると、異動があっても情報共有ができてよい。 

・チェックシートで現在の強みを評価し、伸ばしていく方向で他の栄養士と検討していきたい。 

・取組事例がまとめられており、新規事業の企画時などに先行事例として参考にできる。 
・実践ガイドの方針を含めて人材育成を考えていきたい。人材育成ガイドの作成などにつなげる。 

・評価が難しいチェック項目もあり、誰目線の評価なのかは事前に検討する必要がある。 

・企画段階でのチェック、管内市町村管理栄養士等と共にチェックし、スキルアップにつなげる。 

・チェック結果を所属長に確認いただき、客観的資料とする。できないと思わせないことも大切。 

 

−81−



- 82 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−82−



- 82 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 83 - 

 

（3）助言・まとめ 
助助言言者者：：厚厚生生労労働働省省健健康康・・生生活活衛衛生生局局健健康康課課栄栄養養指指導導室室  室室長長補補佐佐  齋齋藤藤  陽陽子子  氏氏  

時代によって健康課題が変わっていく中で、行政管理栄養士が何をすべきかを改めて考えるきっ

かけになったのではないかと思う。 

昨年度、作成した実践ガイドは、将来を見据えた地域における栄養政策の推進をするためには、

どういったステップを踏み、また、人材育成をしていかなければならないのかという視点で、全ての行

政栄養士に身に付けてもらいたいスキルとして整理されたものである。 
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座座長長：：愛愛知知県県瀬瀬戸戸保保健健所所  所所長長  澁澁谷谷  いいづづみみ  氏氏  
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「その他」の意見 

・キャリアラダーの作成のために活用。  ・チェックリストの該当部分を抽出し、確認に用いる。 

・管内市町栄養士の人材育成に活用。  ・管内市との連携、情報共有。 

・市町村担当者会議等で読み合わせを行い、活用を検討する。 

・まだ具体的な活用方法は思い付かないが、まずは管内の栄養士等と共有し、読み込むところから始めたい。 

・市町村ではそのままの項目だと該当しないものもあるので、県レベルで、市町村の実情にあった内容を検討していってほしい。 

３ 参加者アンケート集計結果（回収率： 41.9％ 124 名/296 名 ※会場・オンライン参加のみ） 
（（11））参参加加者者のの所所属属                                            （（22））参参加加者者のの行行政政経経験験年年数数  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
（（33））参参加加者者のの評評価価  

  参考になった 
どちらかと言え
ば参考になった 

あまり参考にな
らなかった 

参考にならなか
った 

参加していない 合計 

講演 83 
（66.9％） 

38 
（30.6％） 

2 
（1.8％） 

0 
（0.0％） 

1 
（0.8％） 

124
（100.0％） 
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（58.9％） 
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4 
（3.2％） 
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（0.0％） 
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（0.8％） 

124
（100.0％） 

シンポジウム 93 
（75.0％） 

28 
（22.6％） 

0 
（0.0％） 

0 
（0.0％） 

3 
（2.4％） 

124
（100.0％） 

  
（（44））参参加加者者のの実実践践ガガイイドドのの活活用用にに関関すするる考考ええ  

アア  所所属属すするる自自治治体体ででのの実実践践ガガイイドドのの今今後後のの活活用用  

      

  

  

  

  

  

  

「「活活用用ででききそそうう」」ままたたはは「「概概ねね活活用用ででききそそうう」」をを選選択択さされれたた方方のの具具体体的的なな活活用用方方法法  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  人数 割合（％） 

活用できそう 19 15.3 

概ね活用できそう  91 73.4 

あまり活用できそうにない 13 10.5 

活用できそうにない 1 0.8 

合計 124 100.0 

68

14

74

30

21
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19

9
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５つのスキルに関する実践プロセスのチェックリストを記入する

キャリア別の研修会を実施する

PDCAサイクルに基づく施策ができているか確認するのに活用する

新たな健康課題に必要な施策の企画立案、予算要求に活用する

新たな健康課題に関する施策実現に向けた人材配置計画の策定に活用する

他職種も含めた現任教育で活用する

職員の人事評価の指標または資料として活用する

その他

具具体体的的ににどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいまますすかか ＜＜複複数数回回答答可可＞＞

(61.8%)
(12.7%)

(67.3%)
(27.3%)

(19.1%)

(16.4%)

(17.3%)

(8.2%)

（人）

n＝110 
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「その他」の意見 
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助言者の言葉 
  

積積みみ重重ねね、、広広いい視視野野、、計計画画性性、、相相互互理理解解とと連連携携にによよっってて成成長長すするる行行政政管管理理栄栄養養士士  

愛愛知知県県瀬瀬戸戸保保健健所所  所所長長  澁澁谷谷  いいづづみみ  

行政管理栄養士の人材育成は、単に職種の教育・育成という意味にとどまらず、高齢化社会と健

康危機管理が不可欠な現代及び将来にわたって公衆衛生分野における重要な課題である。健康づ

くりはもちろんのこと、医療、介護、福祉、教育と様々な政策に栄養政策は影響し相互に関連している。

行政の管理栄養士にとっては栄養政策が SDGs のあらゆる目標に関与するものとの思いもある。そ

のような中で、「誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行政管理栄養士の人材育成体制構築

基盤研究」は現場の管理栄養士を中心に実態を明らかにし、事例を収集分析することで現場に還元

できる成果を上げることができたと考える。これは栄養士以外のほかの職種にも大いに参考になる実

践的な研究で、自身この助言者として参加できたことは学びも多く感謝している。多くの管理栄養士

たちの奮闘を垣間見ることとなった。全国の共に活動する保健師、保健所長、自治体職員にもこの報

告書を見ていただけると幸いである。 

これまで保健所の管理栄養士が中心となって政策立案や災害対策等のテーマで地域保健総合推

進事業を手掛けてきているが、それらとも関連性をもってこの事業が進められていたことは大きな意

義がある。この報告書を手にされる皆様にはぜひこれまでの関連の報告書等も今一度ご覧いただく

ようお勧めする。 

時代の新たな健康課題・栄養課題に対応するための人材育成を考えるとき、その計画性、学際的

な連携の重要性に改めて気付かせていただいた一年となった。この研究で得られた多くの貴重なデ

ータはさらに何らかの分析に資するかもしれないと思う。大学・研究機関の助言者の助力にも期待し

たい。 

                                                       

社社会会変変化化をを的的確確にに把把握握しし、、住住民民ののたためめにに実実践践力力ののああるる行行政政管管理理栄栄養養士士  

神神奈奈川川県県立立保保健健福福祉祉大大学学  保保健健福福祉祉学学部部  栄栄養養学学科科  教教授授  田田中中和和美美 

少子高齢化が加速度的に進行し、IT 化等による社会の変化が著しい現在、公衆衛生領域を中心

とする自治体管理栄養士に求められる施策の立案・実施・評価・改善は、今までの培った能力だけで

は対応しきれないのが現状である。そのため、新しい施策の企画・提案が求められるのだが、まずは

受け入れられる（受け入れやすい）ものであることが第一条件である。 

そのためには、社会全体のよい方向につながるという確信につながるような提案をすることが重要

である。まずは、組織に賞賛されるものを目指すのでなく、住民のためになる、徹底して住民目線で

提案することが肝要である。このような管理栄養士の立場から見た住民目線の提案は、組織に受け

入れやすいものになるため、関連部署等が参加しやすく、発展しやすい。 

「職種のプレゼンスを高めていくことが大事」との内容があったが、プレゼンスを高めるのは、こうし

た取組の結果である。 

取組の過程において、種まきをしていく必要があるのだが、これは社会の多様な課題の解決のた

めに管理栄養士がまく種である。 

皆様は広く社会に貢献したいと願い、自治体に就職したはずである。一歩踏み出すことは社会の

ため、まだ気付いていない可能性や、将来飛躍のチャンスをくれる意外な仲間に出会える絶好の機

会である。種をまくのはいつでもよく、遅すぎることはないが、花も咲き時があるのはご存じのとおりで

ある。本研究が発足し、社会も皆様も大きく発展できる時は今なのである。 

時期を逃さず、ためらわず、社会と自分にとって大きな開花を目指すべきである。 
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神神奈奈川川県県立立保保健健福福祉祉大大学学  保保健健福福祉祉学学部部  栄栄養養学学科科  教教授授  田田中中和和美美 

少子高齢化が加速度的に進行し、IT 化等による社会の変化が著しい現在、公衆衛生領域を中心

とする自治体管理栄養士に求められる施策の立案・実施・評価・改善は、今までの培った能力だけで
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時期を逃さず、ためらわず、社会と自分にとって大きな開花を目指すべきである。 
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誰誰一一人人取取りり残残ささなないい日日本本のの栄栄養養政政策策のの中中心心をを担担うう行行政政管管理理栄栄養養士士  

国国立立保保健健医医療療科科学学院院  生生涯涯健健康康研研究究部部（（地地域域保保健健シシスステテムム研研究究領領域域・・国国際際協協力力研研究究領領域域））    

主主任任研研究究官官  和和田田安安代代  
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も極めて稀であり、誇るべきことである。 

行政管理栄養士の皆様には、目的を常に心に置き、多くのことを考え、様々なことに挑戦し、失敗

しても次につなげ、諦めることなく貪欲に住民の方の健康を増進していっていただきたい。また、その

成果をあらゆる場面で発信していくことで、また新しい挑戦につながっていくでしょう。1 人の力は大き

いと考えて、自分では力不足と思うのではなく、自分が頑張る、変えていくという気持ちを持ち、周囲

の協力を得ながら果敢に取り組んでいっていただきたい。 

行政管理栄養士の皆様の益々のご活躍を心より期待する。 

 

地地域域住住民民のの健健康康的的なな食食生生活活をを実実現現すするるたためめにに求求めめらられれるる行行政政管管理理栄栄養養士士・・栄栄養養士士  

女女子子栄栄養養大大学学  栄栄養養学学部部  公公衆衆栄栄養養学学研研究究室室  准准教教授授  久久保保彰彰子子    

地域住民の健康増進及び疾病発症予防、疾病重症化予防において、適正な栄養摂取・食生活を

送ることは重要である。地域住民の栄養管理マネジメントを構築することは行政管理栄養士・栄養士

の役割であり、地域住民のライフコースアプローチを踏まえ、他分野の管理栄養士・栄養士や他職種、

関係団体や関係機関、民間組織も含めた社会資源との連携及び協働をコーディネートする必要があ

る。 

行政管理栄養士・栄養士の人材育成に関する研究を令和 3 年度から令和 5 年度までの 3 年間、

地域保健総合推進事業において実施された。行政管理栄養士・栄養士の配置は少数配置であり、

様々な健康・栄養課題を解決するためには、既存事業を見直し、事業のスクラップ&ビルドも必要であ

ろう。また、福祉や環境、産業といった新たな分野においても栄養・食生活に関する課題や、有効な

戦略が期待されており、新たな栄養課題にも勇気をもって飛び込んで実現していく行政管理栄養士・

栄養士が活躍されることを願う。 
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令和５年度地域保健総合推進事業 

誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行政管理栄養士の人材育成体制基盤研究 

「行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にかかる実態調査」実施要領 

  

１１  目目  的的  

健康日本 21（第二次）の推進に伴い、平成 25年３月「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄

養・食生活改善の基本指針（以下、行政栄養士業務指針）」により行政栄養士の人材育成に関する技術的

助言が国から示された。平成 28年３月には、(公社)日本栄養士会が、公衆栄養分野における「人材育成ガ

イド」を作成し、公衆栄養分野における経験年数別のコンピテンシーの検討と組織として人材育成に取り組

む体制上の課題及び行政栄養士それぞれがその職位に応じた役割と責任を自覚することの個人における

課題を提案している。 

さらに、公衆衛生領域を中心とした自治体栄養士育成プログラム開発のための研究(令和 3 年度厚生労

働科学研究)では、都道府県等自治体を対象とした組織調査の結果から、「組織的・計画的な人材確保、

人材育成の取組が進んでいる自治体は少なく、その実態も自治体間で差が生じている。」といった課題、行

政栄養士個人を対象とした調査から「自治体栄養士のキャリアラダーに基づくキャリアパスモデル」と能力開

発別の研修例があわせて示されている。令和４年度地域保健総合推進事業の取組では、好事例の栄養政

策の事例から行政栄養士に求められるスキルを共通要素としてまとめ、「将来を見据えた、地域における栄

養政策の実践ガイド」を作成した。 

前述のとおり、「行政栄養士に求められるスキル」及び「職位や経験年数別に求められる能力とキャリアパ

スモデル」は整理されたが、各自治体がこれらを踏まえた組織的な取組の現状の詳細は明らかになってい

ない。 

そこで、行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、現状の組織体制及び人材育成の実施状況

の実態と課題を明らかにするため調査を実施する。 

 

２２  実実施施主主体体 一般財団法人 日本公衆衛生協会 

令和５年度地域保健総合推進事業「誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行政管理栄養士の人材

育成体制構築基盤研究」 （分担事業者：山梨県富士・東部保健所 渡邊瑞穂） 

 

３３  調調査査対対象象（（調調査査へへのの回回答答ををおお願願いいししたたいい方方））  

都道府県本庁、保健所設置市、特別区の健康増進・栄養主管部（課）の管理栄養士等 

 

４４  調調査査期期間間  令和５年 11月～令和５年 12月 

 

５５  調調査査内内容容  

（１）組織の状況(配置数、配置分野、採用計画等) 

（２）行政栄養士業務指針の取り組み状況 

（３）課題要因 

 

６６  調調査査方方法法（（調調査査票票配配布布、、回回答答方方法法、、調調査査票票回回収収））  

（１）調査票の配布 

都道府県本庁、保健所設置市、特別区の健康増進・栄養主管部（課）長宛てに、調査依頼及び調査票

様式を郵送。 
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２２  実実施施主主体体 一般財団法人 日本公衆衛生協会 
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３３  調調査査対対象象（（調調査査へへのの回回答答ををおお願願いいししたたいい方方））  
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４４  調調査査期期間間  令和５年 11月～令和５年 12月 

 

５５  調調査査内内容容  

（１）組織の状況(配置数、配置分野、採用計画等) 
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６６  調調査査方方法法（（調調査査票票配配布布、、回回答答方方法法、、調調査査票票回回収収））  
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（２）回答方法 

送付した調査票に直接回答せず、調査専用ウエブサイトよりエクセルファイルをダウンロードし、メールに

て送付。 

調査票のダウンロード：hhttttppss::////wwwwww..ccoommoonn..jjpp//ddll//eeiiyyoouu//iinnddeexx..hhttmmll 
ファイルの送付先(回答先)：2023eiyou@comon.jp  

（３）調査票の回答期限 

   令和５年１2月 14日（木） 

 

 ７７  問問いい合合わわせせ先先 

《内容について》 令和 5年度地域保健総合推進事業 実態調査 係 

       E-mail：hckanri.chousa@gmail.com  

 《調査回答について》 株式会社コモン計画研究所  

        E-mail：2023eiyou@comon.jp  

      ＊メールでの問い合わせをお願いします。  

  

８８  結結果果のの公公表表  

     本調査は、調査目的以外には使用せず、個人や機関が特定される集計は行わない。ただし、調査集計

結果により追加調査を実施した場合は、個別にヒアリング等を依頼することがあり、承諾を得て自治体や

機関を公表する場合がある。また、調査結果は、行政管理栄養士政策能力向上シンポジウム、地域保健

総合推進事業発表会及び日本公衆衛生学会等で公表するとともに、報告書として行政機関に配布予

定。 
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複数回答、あてはまる選択肢の○をプルダウンしてください。

数字を記載してください。

文字を記載してください。

※文字数が多くセル内に表示されていなくても入力内容は保存されています。

※その他に該当する場合等、内容をご記入ください。

※上記にない不規則な対応は、質問を読んでご回答ください。

回答後は、お手数ですが、(株）コモン計画研究所宛のメールに添付し、送付してください。

メールアドレス：

問1 ご回答の自治体名をご記入ください。

※市区の場合　　　例：〇〇県〇〇市

※都道府県の場合　例：〇〇県

問2 ご回答される方についてお教えください。

担当課・係名　

担当者名　

職　　種　

電話番号　

メールアドレス　

問3 令和5年4月1日現在における貴自治体の人口を記入ください。

行行政政栄栄養養士士のの配配置置並並びびにに人人材材育育成成体体制制基基盤盤整整備備
ににかかかかるる実実態態調調査査

＜＜回回答答ののごご記記入入ににああたたっってて＞＞

単数回答、あてはまる選択肢番号をプルダウンか、直接番号を記載してください。

2023eiyou@comon.jp

調調査査ははここここかからら始始ままりりまますす

※都道府県は、指定都市、政令市、中核市、特別区の人口を除いた数を記入ください。

※単位は「人」でご記入をお願いします。小数点数値は入力できません。

0人

※※デフォルトで「０」を入れています。
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問4

ＡＡ：：直直近近のの採採用用年年度度 BB：：採採用用職職種種 　　　　CC：：採採用用枠枠

平成 年度 管理栄養士 上級

令和 年度 栄養士 中級

初級

問5

AA
正正
規規
職職
員員

（（

管管
理理
監監
督督
職職
級級
））

BB
正正
規規
職職
員員

（（

一一
般般
職職
・・
再再
任任
用用
職職
員員
））

AA
正正
規規
職職
員員

（（

管管
理理
監監
督督
職職
級級
））

BB
正正
規規
職職
員員

（（

一一
般般
職職
・・
再再
任任
用用
職職
員員
））

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

食品衛生 0人 0人 0人 0人

0人 0人

教育委員会 0人 0人

0人 0人

合計

その他

食品衛生

その他

特定健診・特定保健指導

問５-1

貴自治体の管理栄養士・栄養士の、直近の　A：採用年度、B：採用職種、C：採用枠を記入くだ
さい。

本
庁

母子保健

22  　　貴貴自自治治体体ににおおけけるる行行政政栄栄養養士士配配置置状状況況ににつついいてて伺伺いいまますす

※実人数をいれてください。
※兼務の場合は人数に含みません。
※デフォルトで「０」を入れています。

令和5年4月1日現在の担当分野別の行政栄養士配置状況について、お尋ねします。

担当分野 担当分野

健康づくり

１１　　貴貴自自治治体体ににおおけけるる行行政政栄栄養養士士のの新新規規採採用用状状況況ににつついいてて伺伺いいまますす

担当分野別に、A：正規職員（管理監督職級）、B：正規職員（一般職・再任用職員）の配置人数
をご記入ください。

保育

児童福祉その他

高齢福祉 保健センター

企画調整

健康づくり保
健
所

児
童
福
祉

※平成か令和を選んで

数字をご記入ください

※当てはまるもの

すべてに〇↓
※当てはまるもの

すべてに〇↓
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→→

→→

→→

→→

→→

食品衛生 →→

→→

→→

→→

→→

→→

→→

→→

→→

その他

保健センター

保
健
所

2.3

保育

BB
正正規規職職員員

((一一般般職職・・再再任任用用
職職員員))

AA
正正規規職職員員

((管管理理監監督督職職級級))

記入例 配置増 配置増

問５-2

母子保健

担当分野別の行政栄養士配置について伺います。

★C　青青ののセセルル　：　ピンクのセルに1つでも「配置増」がある場合は、新たに行政栄養士が配置さ
れた理由を下の青の箱の中から選び、番号を記入してください。複数選択可能です。

担当分野

CC
新新たたにに配配置置
さされれたた理理由由
((複複数数回回答答))

1.4

その他

本庁

健康づくり

企画調整

食品衛生

健康づくり

特定健診・特定保健指導

教育委員会

児
童
福
祉 児童福祉その他

高齢福祉

★D　黄黄ののセセルル　：　ピンクのセルに1つでも「配置増」がある場合は、新たに行政栄養士が配置さ
れるために働きかけがあったか、下の黄色の箱の中から選び、番号を記入してください。複数選択可
能です。

DD
新新たたにに配配置置さされれ
るるたためめのの働働ききかか

けけのの有有無無
((複複数数回回答答))

★A・B　ピピンンククののセセルル　：　「平成25年4月1日時点には配置がなかったが、令和5年4月1日
現在は配置がある」場合は「配置増」をプルダウンしてください。
「配置増」となったか不明な場合は、回答は不要です。

1 法律、制度の改正

2 国の通知

3 新規事業の立ち上げ又は開始

4 不明

5 その他

１ 管理監督職級の管理栄養士からの働きかけがあった

２ 統括的な役割を担う管理栄養士からの働きかけがあった

３ （選択肢１，２以外の）管理栄養士・栄養士が働きかけた

４ 管理栄養士・栄養士以外の他職種からの働きかけがあった

５ 都道府県栄養士会からの働きかけがあった

６ 都道府県栄養士会以外のその他関係団体からの働きかけがあった

7 当該担当部署からの働きかけがあった

８ 働きかけはなかった

９ わからない

１０ その他

ABに１つでも

「配置増」があ

れば、CDに

も回答してく

ださい

＜複数回答の記入例＞

１と５に該当であれば、以下のように記載。

区切りは 「、」 「．」 「，」など任意で可。

1.5
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問6

当てはまるものをプルダウン↓

1．教育委員会

2．病院

3．福祉施設（児童（保育所を含む））

4．福祉施設（障害）

5．福祉施設（高齢）

6．衛生研究所・健康科学センター

7．外郭団体

8．その他　→

問7

当てはまるものをプルダウン↓

1．統括的な役割を担う行政栄養士と相談の上、決定している

2．行政栄養士主管課と相談の上、決定している

4．その他　→

問8

当てはまる番号↓

1．している

2．していない

3．現在、未配置の市町村はない

問9

当てはまる番号↓

1．している

2．していない

行政栄養士が未配置の市町村に対し、配置をするよう要望をしていますか。

３３  　　問問８８・・問問９９はは、、都都道道府府県県ののみみががごご回回答答くくだだささいい
　　　　  市市町町村村へへのの配配置置要要望望のの取取組組状状況況ににつついいてて伺伺いいまますす

※問８・問９は、配置要望の取組を行っている保健所が1か所でもあれば、「１．している」と回答してください。

貴自治体における行政栄養士の異動範囲について、あてはまるもの全てに〇をしてください。

行政栄養士が配置されている市町村に対し、現在、配置している部署以外への配置について要望をし
ていますか。

行政栄養士の配置する部署（分野）は、どのように決定されていますか。あてはまるもの全てに〇を
してください。※必要に応じて人事担当部門に確認の上、ご回答ください。

3．人事担当部門のみで決定している
　（統括栄養士又は行政栄養士主管課に相談はない）
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問10

当てはまる番号↓

1．策定済み

2．策定に向けて作業中

3．策定に向けて検討を始める予定

4．現時点での策定予定なし

当てはまる番号↓

1．はい　→

2．いいえ

策定時期（予定時期）をご記入ください。 ※平成か令和を選んで数字をご記入ください

平成 年 月

令和 年 月

策定メンバーについて、あてはまるもの全てに〇をしてください。

当てはまるものをプルダウン↓

1．健康づくり部署に所属する行政栄養士

2．複数部署に所属する行政栄養士

3．健康づくり部署に所属する他職種

4．健康づくり部署に所属する管理職（行政栄養士）

5．健康づくり部署に所属する管理職（他職種）

6．統括的な役割を担う行政栄養士

7．市町村の行政栄養士・市町村の他職種

8．大学等研究機関の助言者

9．その他　→

    以以下下問問1100--11～～77はは、、
  「「11．．策策定定済済みみ」」「「22．．策策定定にに向向けけてて作作業業中中」」とと回回答答さされれたた場場合合ににおお答答ええくくだだささいい。。

問10-3

問10-1

問10-2

マニュアルの対象となる時期（全時期、新任期、中堅期、管理期など）は決まっていますか。

４４　　貴貴自自治治体体ににおおけけるる行行政政栄栄養養士士ののたためめののママニニュュアアルルややガガイイドドラライインン
　　　　ににつついいてて伺伺いいまますす

行政栄養士の人材育成のためのマニュアルやガイドライン（以下、「マニュアル」という。）は
ありますか。
※「マニュアル」という表現にこだわらず、「育成指針」「プログラム」「手引き」など、人材
育成の方針や育成方法などを明記したもの全てを含みます。

この２つを選んだ場合は

問11へ
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マニュアルに明記されている事項について、あてはまるもの全てに〇をしてください。

当てはまるものをプルダウン↓

1．行政栄養士のキャリアラダー

2．職位別の到達目標（専門能力）

3．職位別の到達目標（行政能力）

4．ジョブローテーションの目安

5．職位別の研修会受講時期の目安

7．現任教育を推進するプリセプターの配置

8．その他　↓

マニュアルの位置づけをお教えください。 当てはまる番号↓

1．自治体として広く認めらたもの

2．健康づくり部門で認められたもの

3．行政栄養士間だけで認められたもの

４．その他　→　

マニュアルの「見直し」時期に関する記載の有無をお教えください。 当てはまる番号↓

1． [見直し」時期に関する記載がある

2．「見直し」に関する記載はあるが、時期に関する記載はない

3．「見直し」に関する記載はない

マニュアルを運用する上での課題をご記入ください。

問10-6

問10-7

問10-4

問10-5

6．外部組織及び組織内部の調整を図り人材育成を
　　推進する統括的な役割を担う行政栄養士の配置

●目指す姿

●キャリアパス

の目安

●人材育成を

推進するため

の体制
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問11

当てはまるものをプルダウン↓

1．行政栄養士の人材育成の担当課及び担当者の配置がある

2．組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄養士の配置がある

4．人材育成を考慮したジョブローテーションの実施がある

5．行政栄養士の人材育成について定期的に検討する機会がある

7．市町村行政栄養士を対象とした人材育成の予算が確保されている

9．その他　→　

10．特になし

問12

当てはまるものをプルダウン↓

1．行政栄養士の人材育成の担当課及び担当者の配置

2．組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄養士の配置

4．人材育成を考慮したジョブローテーションの実施

7．市町村行政栄養士を対象とした人材育成の予算確保

８．その他　→　

9．特になし

3．新任期等にある行政栄養士個々を対象に現任教育担当者や
　　プリセプター等が配置されている

6．（複数部署への配置がある場合）他部局又は他部署の行政
　　栄養士との情報交換の機会がある

5．行政栄養士の人材育成について定期的に検討する機会の設置

貴自治体において今後検討している行政栄養士の人材育成を実施する体制について、あてはまるもの
全てに〇をしてください。

6．（複数部署への配置がある場合）他部局又は他部署の行政
　　栄養士との情報交換の機会の設置

8．市町村行政栄養士を対象とした人材育成の予算確保はない
　　が、本庁又は保健所の取組がある

3．新任期等にある行政栄養士個々を対象に現任教育担当者や
　　プリセプター等の配置

５５　　貴貴自自治治体体ににおおけけるる行行政政栄栄養養士士のの人人材材育育成成ににつついいてて伺伺いいまますす

行政栄養士の人材育成を実施する体制について、あてはまるもの全てに〇をしてください。
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問13

問14

1．国 → →

2．都道府県 → →

3．市町村 → →

→ →

5．大学 → →

→ →

7．企業 → →

8．その他★★ → →

9．特になし    →　問15へ

★★「6．その他研究機関」に○をした場合、機関について具体的にお教えください。

★★「8．その他」に〇をした場合、具体的にお教えください。

6．その他研究機関★

4．都道府県栄養士会

行政栄養士の人材育成に関する連携についてお教えください。

貴自治体における行政栄養士の人材育成体制について、課題をご記入ください。

連連携携先先ににつついいてて、、当当ててははままるるもものの

すすべべててにに〇〇ををししててくくだだささいい。。↓↓

〇〇のの場場合合はは具具体体的的なな連連携携にに

つついいてて、、番番号号をを複複数数回回答答でで

選選んんででくくだだささいい。。

「「66．．そそのの他他」」をを選選んんだだ場場合合はは、、

具具体体的的なな内内容容ををごご記記入入くくだだささいい。。

1 人事交流、派遣

2 研究等共同事業の実施

3 人材育成に関する助言

4 自治体間等のネットワークづくり

5 研修会や講習会の開催

6 その他

＜複数回答の回答例＞

１と５に該当であれば、以下のように記載。

区切りは 「、」 「．」 「，」など任意で可。

1.5

- 97 -

−97−



問15

1．ある →　問15-1へ

2．ない →　問16へ

以下の(1)～(7)の具体的取組みについてご回答ください。

※(1)～(6)は実施している保健所が1か所でもあれば、「保健所は実施している」と捉えてください。

(1)研修会等の開催（職位を問わない） 当てはまる番号↓

1．本庁が実施主体 3．本庁及び保健所が実施

2．保健所が実施主体 4．実施していない

(2)新任期（職位別）の研修会等の開催 当てはまる番号↓

1．本庁が実施主体 3．本庁及び保健所が実施

2．保健所が実施主体 4．実施していない

(3)中堅期（職位別）の研修会等の開催 当てはまる番号↓

1．本庁が実施主体 3．本庁及び保健所が実施

2．保健所が実施主体 4．実施していない

(4)管理期（職位別）の研修会等の開催 当てはまる番号↓

1．本庁が実施主体 3．本庁及び保健所が実施

2．保健所が実施主体 4．実施していない

当てはまる番号↓

1．本庁が実施主体 3．本庁及び保健所が実施

2．保健所が実施主体 4．実施していない

(6)市町村における人材育成体制の整備に関する支援 当てはまる番号↓

1．本庁が実施主体 3．本庁及び保健所が実施

2．保健所が実施主体 4．実施していない

(7)その他実施している取り組みと取組主体をご記入ください。

貴自治体において市町村栄養士を対象とした人材育成の取組がありますか。予算の有無は問いませ
ん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 当てはまる番号↓

問15-1

(5)市町村行政栄養士を対象とした現任教育担当者や
　 プリセプター等の制度の導入
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問16

ここれれでで調調査査はは終終わわりりでですす。。
ごご多多忙忙ののととこころろ、、調調査査ににごご協協力力いいたただだききあありりががととううごござざいいままししたた。。

回答後は、お手数ですが、(株）コモン計画研究所宛のメールに添付し、送付してください。

(株）コモン計画研究所　メールアドレス： 2023eiyou@comon.jp

貴自治体における市町村行政栄養士の人材育成について、課題をご記入ください。
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行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にかかる実態調査 集計表

１　行政栄養士の新規採用状況
問4　A_直近の採用年度

合計 平成25年
度以前

平成26年
度～平成
31年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 無回答

148 8 21 10 18 29 61 1
100.0% 5.4% 14.2% 6.8% 12.2% 19.6% 41.2% 0.7%

47 2 4 4 3 8 26 0
100.0% 4.3% 8.5% 8.5% 6.4% 17.0% 55.3% 0.0%

18 0 3 0 2 3 10 0
100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 11.1% 16.7% 55.6% 0.0%

65 5 11 3 11 12 22 1
100.0% 7.7% 16.9% 4.6% 16.9% 18.5% 33.8% 1.5%

18 1 3 3 2 6 3 0
100.0% 5.6% 16.7% 16.7% 11.1% 33.3% 16.7% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問4　B_採用職種
合計 管理栄養

士
栄養士 無回答 累計 (n)

〃 　(%)

148 118 31 2 151
100.0% 79.7% 20.9% 1.4% 102.0%

47 41 6 0 47
100.0% 87.2% 12.8% 0.0% 100.0%

18 12 7 0 19
100.0% 66.7% 38.9% 0.0% 105.6%

65 53 12 2 67
100.0% 81.5% 18.5% 3.1% 103.1%

18 12 6 0 18
100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問4　C_採用枠
合計 上級 中級 初級 無回答 累計 (n)

〃 　(%)

148 80 33 16 31 160
100.0% 54.1% 22.3% 10.8% 20.9% 108.1%

47 37 7 2 5 51
100.0% 78.7% 14.9% 4.3% 10.6% 108.5%

18 4 7 2 5 18
100.0% 22.2% 38.9% 11.1% 27.8% 100.0%

65 27 16 10 19 72
100.0% 41.5% 24.6% 15.4% 29.2% 110.8%

18 12 3 2 2 19
100.0% 66.7% 16.7% 11.1% 11.1% 105.6%

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

自
治
体
区
分

都道府県

政令指定都市

中核市・保健所政令市

特別区

無回答

全体

自
治
体
区
分

都道府県

政令指定都市

中核市・保健所政令市

特別区

無回答

全体

自
治
体
区
分

都道府県

政令指定都市

中核市・保健所政令市

特別区

無回答
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行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にかかる実態調査 集計表

１　行政栄養士の新規採用状況
問4　A_直近の採用年度

合計 平成25年
度以前

平成26年
度～平成
31年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 無回答

148 8 21 10 18 29 61 1
100.0% 5.4% 14.2% 6.8% 12.2% 19.6% 41.2% 0.7%

47 2 4 4 3 8 26 0
100.0% 4.3% 8.5% 8.5% 6.4% 17.0% 55.3% 0.0%

18 0 3 0 2 3 10 0
100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 11.1% 16.7% 55.6% 0.0%

65 5 11 3 11 12 22 1
100.0% 7.7% 16.9% 4.6% 16.9% 18.5% 33.8% 1.5%

18 1 3 3 2 6 3 0
100.0% 5.6% 16.7% 16.7% 11.1% 33.3% 16.7% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問4　B_採用職種
合計 管理栄養

士
栄養士 無回答 累計 (n)

〃 　(%)

148 118 31 2 151
100.0% 79.7% 20.9% 1.4% 102.0%

47 41 6 0 47
100.0% 87.2% 12.8% 0.0% 100.0%

18 12 7 0 19
100.0% 66.7% 38.9% 0.0% 105.6%

65 53 12 2 67
100.0% 81.5% 18.5% 3.1% 103.1%

18 12 6 0 18
100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問4　C_採用枠
合計 上級 中級 初級 無回答 累計 (n)

〃 　(%)

148 80 33 16 31 160
100.0% 54.1% 22.3% 10.8% 20.9% 108.1%

47 37 7 2 5 51
100.0% 78.7% 14.9% 4.3% 10.6% 108.5%

18 4 7 2 5 18
100.0% 22.2% 38.9% 11.1% 27.8% 100.0%

65 27 16 10 19 72
100.0% 41.5% 24.6% 15.4% 29.2% 110.8%

18 12 3 2 2 19
100.0% 66.7% 16.7% 11.1% 11.1% 105.6%

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

自
治
体
区
分

都道府県

政令指定都市

中核市・保健所政令市

特別区

無回答

全体

自
治
体
区
分

都道府県

政令指定都市

中核市・保健所政令市

特別区

無回答

全体

自
治
体
区
分

都道府県

政令指定都市

中核市・保健所政令市

特別区

無回答
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２　行政栄養士配置状況
問5_1　A_正規職員（管理監督職級）配置人数

件数 合計 平均 分散 標準偏差 最大値 最小値 中央値

全体 148 12.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0

都道府県 47 8.0 0.2 0.2 0.4 2.0 0.0 0

政令指定都市 18 3.0 0.2 0.1 0.4 1.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

全体 148 2.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
全体 148 18.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 4.0 0.2 0.2 0.4 1.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 13.0 0.2 0.2 0.4 2.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 3.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 2.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 8.0 0.1 0.1 0.3 3.0 0.0 0.0

都道府県 47 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 2.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 5.0 0.1 0.2 0.4 3.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 2.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0

都道府県 47 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 4.0 0.0 0.0 0.2 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 4.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 32.0 0.2 0.4 0.7 5.0 0.0 0.0

都道府県 47 3.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 4.0 0.2 0.3 0.5 2.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 24.0 0.4 0.8 0.9 5.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 11.0 0.1 0.1 0.4 3.0 0.0 0.0

都道府県 47 3.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 2.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 6.0 0.1 0.2 0.5 3.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

母子保健

健康づくり

食品衛生

特定健診・
特定保健指導

教育委員会

その他

本
庁

保育

児童福祉
その他

児
童
福
祉

高齢福祉
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２　行政栄養士配置状況
問5_1　A_正規職員（管理監督職級）配置人数

件数 合計 平均 分散 標準偏差 最大値 最小値 中央値

全体 148 2.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

都道府県 47 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
全体 148 77.0 0.5 2.1 1.5 10.0 0.0 0.0

都道府県 47 59.0 1.3 5.7 2.4 10.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 5.0 0.3 0.3 0.6 2.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 12.0 0.2 0.2 0.4 1.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 6.0 0.0 0.1 0.2 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 2.0 0.0 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 4.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 4.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

都道府県 47 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 10.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 2.0 0.1 0.2 0.5 2.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 8.0 0.1 0.2 0.4 2.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 191.0 1.3 5.5 2.3 12.0 0.0 0.0

都道府県 47 81.0 1.7 9.2 3.0 12.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 24.0 1.3 3.3 1.8 5.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 83.0 1.3 4.5 2.1 9.0 0.0 0.0

特別区 18 3.0 0.2 0.3 0.5 2.0 0.0 0.0

保健センター

合計

保
健
所

企画調整

健康づくり

食品衛生

その他
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２　行政栄養士配置状況
問5_1　A_正規職員（管理監督職級）配置人数

件数 合計 平均 分散 標準偏差 最大値 最小値 中央値

全体 148 2.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

都道府県 47 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
全体 148 77.0 0.5 2.1 1.5 10.0 0.0 0.0

都道府県 47 59.0 1.3 5.7 2.4 10.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 5.0 0.3 0.3 0.6 2.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 12.0 0.2 0.2 0.4 1.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 6.0 0.0 0.1 0.2 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 2.0 0.0 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 4.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 4.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

都道府県 47 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 10.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 2.0 0.1 0.2 0.5 2.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 8.0 0.1 0.2 0.4 2.0 0.0 0.0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 148 191.0 1.3 5.5 2.3 12.0 0.0 0.0

都道府県 47 81.0 1.7 9.2 3.0 12.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 24.0 1.3 3.3 1.8 5.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 83.0 1.3 4.5 2.1 9.0 0.0 0.0

特別区 18 3.0 0.2 0.3 0.5 2.0 0.0 0.0

保健センター

合計

保
健
所

企画調整

健康づくり

食品衛生

その他
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２　行政栄養士配置状況
問5_1　B_正規職員（一般職・再任用職員）配置人数

件数 合計 平均 分散 標準偏差 最大値 最小値 中央値

全体 148 156.0 1.1 1.4 1.2 4.0 0.0 1

都道府県 47 86.0 1.8 0.8 0.9 4.0 1.0 2

政令指定都市 18 32.0 1.8 1.0 1.0 3.0 0.0 2

中核市・保健所政令市 65 26.0 0.4 0.9 1.0 4.0 0.0 0

特別区 18 12.0 0.7 1.4 1.2 4.0 0.0 0

全体 148 22.0 0.1 0.2 0.5 3.0 0.0 0

都道府県 47 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0

政令指定都市 18 4.0 0.2 0.2 0.4 1.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 17.0 0.3 0.5 0.7 3.0 0.0 0

特別区 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
全体 148 198.0 1.3 4.4 2.1 19.0 0.0 1.0

都道府県 47 4.0 0.1 0.1 0.4 2.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 43.0 2.4 3.1 1.8 6.0 0.0 2.0

中核市・保健所政令市 65 95.0 1.5 2.0 1.4 7.0 0.0 1.0

特別区 18 56.0 3.1 18.6 4.3 19.0 0.0 2.0

全体 148 28.0 0.2 0.2 0.5 3.0 0.0 0.0

都道府県 47 4.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 13.0 0.7 0.9 1.0 3.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 8.0 0.1 0.1 0.4 2.0 0.0 0.0

特別区 18 3.0 0.2 0.1 0.4 1.0 0.0 0.0

全体 148 19.0 0.1 0.1 0.4 2.0 0.0 0.0

都道府県 47 4.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 3.0 0.2 0.1 0.4 1.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 11.0 0.2 0.2 0.5 2.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 20.0 0.1 0.2 0.5 4.0 0.0 0.0

都道府県 47 19.0 0.4 0.6 0.7 4.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 31.0 0.2 0.7 0.8 8.0 0.0 0.0

都道府県 47 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 4.0 0.2 0.3 0.5 2.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 24.0 0.4 1.4 1.2 8.0 0.0 0.0

特別区 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0

全体 148 303.0 2.0 41.4 6.4 76.0 0.0 1.0

都道府県 47 14.0 0.3 0.7 0.8 5.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 48.0 2.7 7.6 2.8 9.0 0.0 1.5

中核市・保健所政令市 65 207.0 3.2 88.4 9.4 76.0 0.0 2.0

特別区 18 34.0 1.9 1.3 1.1 5.0 0.0 2.0

全体 148 48.0 0.3 0.9 1.0 9.0 0.0 0.0

都道府県 47 16.0 0.3 0.4 0.6 2.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 15.0 0.8 4.4 2.1 9.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 14.0 0.2 0.6 0.8 5.0 0.0 0.0

特別区 18 3.0 0.2 0.3 0.5 2.0 0.0 0.0

教育委員会

その他

本
庁

健康づくり

児
童
福
祉

母子保健

保育

児童福祉
その他

高齢福祉

食品衛生

特定健診・
特定保健指導
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２　行政栄養士配置状況
問5_1　B_正規職員（一般職・再任用職員）配置人数

件数 合計 平均 分散 標準偏差 最大値 最小値 中央値

全体 148 54.0 0.4 3.0 1.7 19.0 0.0 0

都道府県 47 27.0 0.6 8.0 2.8 19.0 0.0 0

政令指定都市 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 20.0 0.3 0.8 0.9 6.0 0.0 0

特別区 18 6.0 0.3 0.7 0.8 3.0 0.0 0
全体 148 800.0 5.4 47.8 6.9 48.0 0.0 3.0

都道府県 47 517.0 11.0 55.2 7.4 48.0 0.0 10.0

政令指定都市 18 110.0 6.1 100.2 10.0 36.0 0.0 2.0

中核市・保健所政令市 65 142.0 2.2 4.2 2.1 7.0 0.0 2.0

特別区 18 31.0 1.7 6.7 2.6 9.0 0.0 0.5

全体 148 159.0 1.1 16.3 4.0 46.0 0.0 0.0

都道府県 47 99.0 2.1 47.7 6.9 46.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 13.0 0.7 1.6 1.3 5.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 45.0 0.7 1.4 1.2 6.0 0.0 0.0

特別区 18 2.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

全体 148 20.0 0.1 0.4 0.6 6.0 0.0 0.0

都道府県 47 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 13.0 0.2 0.7 0.8 6.0 0.0 0.0

特別区 18 6.0 0.3 0.7 0.8 3.0 0.0 0.0

全体 148 303.0 2.0 21.5 4.6 35.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 170.0 9.4 89.3 9.5 35.0 0.0 8.0

中核市・保健所政令市 65 72.0 1.1 3.4 1.8 7.0 0.0 0.0

特別区 18 61.0 3.4 8.8 3.0 10.0 0.0 3.5

全体 148 2161.0 14.6 164.5 12.8 101.0 2.0 12.0

都道府県 47 794.0 16.9 205.1 14.3 101.0 3.0 14.0

政令指定都市 18 456.0 25.3 164.4 12.8 48.0 11.0 22.5

中核市・保健所政令市 65 694.0 10.7 120.6 11.0 88.0 2.0 8.0

特別区 18 217.0 12.1 47.2 6.9 32.0 4.0 10.0

保健センター

合計

保
健
所

企画調整

健康づくり

食品衛生

その他
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２　行政栄養士配置状況
問5_1　B_正規職員（一般職・再任用職員）配置人数

件数 合計 平均 分散 標準偏差 最大値 最小値 中央値

全体 148 54.0 0.4 3.0 1.7 19.0 0.0 0

都道府県 47 27.0 0.6 8.0 2.8 19.0 0.0 0

政令指定都市 18 1.0 0.1 0.1 0.2 1.0 0.0 0

中核市・保健所政令市 65 20.0 0.3 0.8 0.9 6.0 0.0 0

特別区 18 6.0 0.3 0.7 0.8 3.0 0.0 0
全体 148 800.0 5.4 47.8 6.9 48.0 0.0 3.0

都道府県 47 517.0 11.0 55.2 7.4 48.0 0.0 10.0

政令指定都市 18 110.0 6.1 100.2 10.0 36.0 0.0 2.0

中核市・保健所政令市 65 142.0 2.2 4.2 2.1 7.0 0.0 2.0

特別区 18 31.0 1.7 6.7 2.6 9.0 0.0 0.5

全体 148 159.0 1.1 16.3 4.0 46.0 0.0 0.0

都道府県 47 99.0 2.1 47.7 6.9 46.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 13.0 0.7 1.6 1.3 5.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 45.0 0.7 1.4 1.2 6.0 0.0 0.0

特別区 18 2.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0

全体 148 20.0 0.1 0.4 0.6 6.0 0.0 0.0

都道府県 47 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中核市・保健所政令市 65 13.0 0.2 0.7 0.8 6.0 0.0 0.0

特別区 18 6.0 0.3 0.7 0.8 3.0 0.0 0.0

全体 148 303.0 2.0 21.5 4.6 35.0 0.0 0.0

都道府県 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政令指定都市 18 170.0 9.4 89.3 9.5 35.0 0.0 8.0

中核市・保健所政令市 65 72.0 1.1 3.4 1.8 7.0 0.0 0.0

特別区 18 61.0 3.4 8.8 3.0 10.0 0.0 3.5

全体 148 2161.0 14.6 164.5 12.8 101.0 2.0 12.0

都道府県 47 794.0 16.9 205.1 14.3 101.0 3.0 14.0

政令指定都市 18 456.0 25.3 164.4 12.8 48.0 11.0 22.5

中核市・保健所政令市 65 694.0 10.7 120.6 11.0 88.0 2.0 8.0

特別区 18 217.0 12.1 47.2 6.9 32.0 4.0 10.0

保健センター

合計

保
健
所

企画調整

健康づくり

食品衛生

その他
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２　行政栄養士配置状況
問5_2A　担当分野別の行政栄養士配置　(管理監督職級)

1 2 3 4 5 NA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA

健康づくり 4 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1

母子保健 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

保育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

児童福祉
その他

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

高齢福祉 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

食品衛生 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

教育委員会 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

その他 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

企画調整 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

健康づくり 4 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0

食品衛生 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

その他 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

保健センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

問5_2B　担当分野別の行政栄養士配置　(一般職・再任用)

1 2 3 4 5 NA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA

健康づくり 12 2 0 2 2 7 0 1 1 3 2 0 0 2 1 3 4 0

母子保健 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

保育 14 0 0 5 3 6 0 1 2 1 0 0 0 5 1 5 2 0

児童福祉
その他

4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0

高齢福祉 11 2 2 4 1 4 0 1 0 1 1 2 0 5 0 4 1 0

食品衛生 5 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0

3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

教育委員会 16 0 1 8 4 3 1 2 2 0 2 0 0 6 2 6 0 0

その他 8 2 0 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1

企画調整 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

健康づくり 18 5 1 4 2 9 0 1 2 3 0 0 0 6 3 4 5 0

食品衛生 21 7 1 0 1 12 0 2 0 1 5 0 0 8 1 4 1 1

その他 5 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0

保健センター 5 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

特定健診・
特定保健指導

保
健
所

D 新たに配置されるための働きかけの有無

A 正規職員
配置増あり

B 正規職員
配置増あり

C 新たに配置された理由

C 新たに配置された理由 D 新たに配置されるための働きかけの有無

児
童
福
祉

本
庁

保
健
所

本
庁

児
童
福
祉

特定健診・
特定保健指導
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２　行政栄養士配置状況
問6　行政栄養士の異動範囲　＜複数回答＞

合計 件数 割合
全体 148 100%
教育委員会 94 63.5%
病院 52 35.1%
福祉施設（児童（保育所を含む）） 67 45.3%
福祉施設（障害） 20 13.5%
福祉施設（高齢） 6 4.1%
衛生研究所・健康科学センター 5 3.4%
外郭団体 2 1.4%
その他　 42 28.4%
無回答 12 8.1%

問7　行政栄養士の配置部署の決定方法　＜複数回答＞
合計 件数 割合

全体 148 100%
統括的な役割を担う行政栄養士と相談の上、決定 12 8.1%
行政栄養士主管課と相談の上、決定 56 37.8%
人事担当部門のみで決定 66 44.6%
その他 27 18.2%
無回答 1 0.7%

３　市町村への配置要望の取組状況　※都道府県の未回答
問8　行政栄養士が未配置の市町村への配置要望

合計 件数 割合
全体 47 100%
している 13 27.7%
していない 19 40.4%
現在、未配置の市町村はない 15 31.9%

問9　行政栄養士が配置の市町村への他部署の配置要望
合計 件数 割合

全体 47 100%
している 8 17.0%
していない 39 83.0%
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２　行政栄養士配置状況
問6　行政栄養士の異動範囲　＜複数回答＞
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教育委員会 94 63.5%
病院 52 35.1%
福祉施設（児童（保育所を含む）） 67 45.3%
福祉施設（障害） 20 13.5%
福祉施設（高齢） 6 4.1%
衛生研究所・健康科学センター 5 3.4%
外郭団体 2 1.4%
その他　 42 28.4%
無回答 12 8.1%
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全体 148 100%
統括的な役割を担う行政栄養士と相談の上、決定 12 8.1%
行政栄養士主管課と相談の上、決定 56 37.8%
人事担当部門のみで決定 66 44.6%
その他 27 18.2%
無回答 1 0.7%

３　市町村への配置要望の取組状況　※都道府県の未回答
問8　行政栄養士が未配置の市町村への配置要望

合計 件数 割合
全体 47 100%
している 13 27.7%
していない 19 40.4%
現在、未配置の市町村はない 15 31.9%

問9　行政栄養士が配置の市町村への他部署の配置要望
合計 件数 割合

全体 47 100%
している 8 17.0%
していない 39 83.0%
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４　行政栄養士のためのマニュアルやガイドライン
問10　マニュアルの有無

合計 件数 割合
全体 148 100%
策定済み 55 37.2%
策定に向け作業中 5 3.4%
策定に向けて検討を進める予定 16 10.8%
現時点での策定予定なし 72 48.6%

（問10-1～7　「策定済み」「策定に向けて作業中」と回答された場合に回答）
問10-1　マニュアルの対象時期が決まっているか

合計 件数 割合
全体 60 100%
はい 58 96.7%
いいえ 2 3.3%

問10-3　策定メンバー　＜複数回答＞
合計 件数 割合

全体 60 100%
健康づくり部署に所属する行政栄養士 49 81.7%
複数部署に所属する行政栄養士 23 38.3%
健康づくり部署に所属する他職種 18 30.0%
健康づくり部署に所属する管理職（行政栄養士） 13 21.7%
健康づくり部署に所属する管理職（他職種） 21 35.0%
統括的な役割を担う行政栄養士 10 16.7%
市町村の行政栄養士・市町村の他職種 13 21.7%
大学等研究機関の助言者 15 25.0%
その他 20 33.3%
＜「その他」の内容＞　※一部抜粋
【組織内部関係者】
・保健所等の管理職
・都道府県、市町村の健康づくり部門に所属する行政栄養士（管理職含む）
・人事、人材育成関係部署職員
・保健師、獣医師、薬剤師、歯科衛生士
【組織外部関係者】
・都道府県内の大学から委員、近郊の大学からは指導・助言
・都道府県栄養士会
・訪問看護ステーション連絡協議会　　　　　　　　　　　　　　　など
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４　行政栄養士のためのマニュアルやガイドライン
問10-4　マニュアルに明記されている事項　＜複数回答＞

合計 件数 割合
全体 60 100%
行政栄養士のキャリアラダー 40 66.7%
職位別の到達目標（専門能力） 57 95.0%
職位別の到達目標（行政能力） 46 76.7%
ジョブローテーションの目安 20 33.3%
職位別の研修会受講時期の目安 37 61.7%
外部組織及び組織内部の調整を図り人材育成を推進す
る統括的な役割を担う行政栄養士の配置 5 8.3%
現任教育を推進するプリセプターの配置 21 35.0%
その他 8 13.3%

問10-5　マニュアルの位置づけ
合計 件数 割合

全体 60 100%
自治体として広く認められたもの 22 36.7%
健康づくり部門で認められたもの 27 45.0%
行政栄養士間だけで認められたもの 9 15.0%
その他 2 3.3%

問10-6　マニュアルの見直し時期
合計 件数 割合

全体 60 100%
「見直し」時期に関する記載がある 4 6.7%
「見直し」に関する記載はあるが、時期に関する記載
はない 14 23.3%
「見直し」に関する記載はない 41 68.3%

問10-7　マニュアルを運用する上での課題（一部抜粋。分析結果はｐ〇表3-5-5a,表3-5-5b参照）

・所属単位での実施となっており全体で育成課題をタイムリーに共有できない
・策定以降、定期的な見直しの機会を確保できていないこと
・最終的な評価は、所属担当課の管理職が行うため詳細な評価が難しい
・キャリアラダーや行政能力に関する記載等不足する事項が多いと感じる
・行政栄養士の配置は少数であり、育成支援の体制が十分でない
・栄養士を取り巻く環境も変化してきており、改訂が必要 など
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４　行政栄養士のためのマニュアルやガイドライン
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問10-7　マニュアルを運用する上での課題（一部抜粋。分析結果はｐ〇表3-5-5a,表3-5-5b参照）

・所属単位での実施となっており全体で育成課題をタイムリーに共有できない
・策定以降、定期的な見直しの機会を確保できていないこと
・最終的な評価は、所属担当課の管理職が行うため詳細な評価が難しい
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５　行政栄養士の人材育成
問11　行政栄養士の人材育成の実施体制　＜複数回答＞

合計 件数 割合
全体 148 100%
行政栄養士の人材育成の担当課及び担当者の配置があ
る 64 43.2%
組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄養士
の配置がある 18 12.2%
新任期等にある行政栄養士個々を対象に現任教育担当
者やプリセプター等が配置されている 43 29.1%
人材育成を考慮したジョブローテーションの実施があ
る 39 26.4%
行政栄養士の人材育成について定期的に検討する機会
がある 30 20.3%
（複数部署への配置がある場合）他部局又は他部署の
行政栄養士との情報交換の機会がある 66 44.6%
市町村行政栄養士を対象とした人材育成の予算が確保
されている 45 30.4%
市町村行政栄養士を対象とした人材育成の予算確保は
ないが、本庁又は保健所の取組がある 28 18.9%
その他 9 6.1%

問12　今後検討している行政栄養士の人材育成の実施体制　＜複数回答＞
合計 件数 割合

全体 148 100%
行政栄養士の人材育成の担当課及び担当者の配置 10 6.8%
組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄養士
の配置

8
5.4%

新任期等にある行政栄養士個々を対象に現任教育担当
者やプリセプター等の配置

14
9.5%

人材育成を考慮したジョブローテーションの実施 31 20.9%
行政栄養士の人材育成について定期的に検討する機会
の設置

27
18.2%

（複数部署への配置がある場合）他部局又は他部署の
行政栄養士との情報交換の機会の設置

25
16.9%

市町村行政栄養士を対象とした人材育成の予算確保 14 9.5%
その他 7 4.7%
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５　行政栄養士の人材育成
問13　貴自治体における行政栄養士の人材育成体制の課題
 　※（　）は抽出したキーワードの数

カテゴリ（大分類） カテゴリ（中分類） 行政栄養士の人材育成体制の課題から抽出したキーワード（例）

人材育成を推進する体制
(53)

行政栄養士担当課がない及び
担当者がいない(7)

・行政栄養士の人材育成を担当する部署がなく、予算も措置がないことから、組織としての人材育成がな
いこと。
・人材育成の担当者の配置がなく、人材育成体制が整備されていない。

・統括的な役割を担う担当課及び担当者がいないこと。

統括的な役割を担う行政栄養
士の不在(11)

・組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄養士の配置について、行政栄養士間でも議論がされて
いない。
・行政栄養士の管理職ポストがなく、各部署を横断した統括的な役割を担う部署や担当がないため、ジョ
ブローテーションを含めた検討が困難な状況がある。

マニュアルが未策定・不十分
(6)

・ガイドラインやマニュアルの策定は無く、 新任期における人材育成体制が配置先により異なる。また、
本庁としての指導体制も整備されていない。

マニュアルの見直しが必要(1) ・現在は行政栄養士育成プログラムにより人材育成が行われているが、 現状や業務内容の変化及び健康日
本２１（第三次）の施行や食環境づくりの推進のためにも、プログラムの見直しが必要（令和６年度見直
し予定）。人材育成体制が不明確・不十

分(22)
・市として、栄養士の成長、充実、発展のステージを見通した人材育成を行う組織づくりが明確でない。

人材育成の方法が不十分・進
め方が分からない(6)

・少人数のため情報共有や相互の業務支援に留まってしまう。

・人材育成の視点の取組や体制がなく、何から始めるべきなのかわからない。

人材育成を検討する体制
(12)

人材育成について検討する機
会がない(6)

・行政栄養士の業務やその必要性を十分理解している他職種職員（管理職）や大学の有識者等、関係者、
各部局の管理職を巻き込んでの実践的かつ機能的な体制を構築したいと考えますが、現行におきましては
構築できていません。・行政栄養士の人数が少なく、人材育成の担当課やとりまとめを行う課もないため、他部署との情報共有
の機会がない。保健師のように管理職もいないため、行政栄養士の人材育成についての体制について検討
する予定もないのが課題である。・市の栄養課題の共有，改善の方策を検討する場がない。またそこに至る人材育成ができていない。

庁内行政栄養士間の交流がな
い(6)

・行政栄養士の人数が少なく、人材育成の担当課やとりまとめを行う課もないため、他部署との情報共有
の機会がない。保健師のように管理職もいないため、行政栄養士の人材育成についての体制について検討
する予定もないのが課題である。・複数部署への配置があるので情報交換が必要。

・所属内や庁内において1～２名の少人数配置のため人材育成が難しい。専門職同士の話し合いの場や助
言等の機会も限られる。
・他の職場の行政栄養士との交流がないため、民間や栄養士会等の開催する研修会等に参加し、情報収集
やスキルアップを行っている。
・庁内の行政栄養士の連携強化

・行政栄養士の人事配置が集中していないため、栄養士同士の情報（知識）交換等の環境が整っていない
こと。

人材育成のための資源の
確保(19)

人材育成体制づくりのための
人員・時間の確保(9)

・本庁栄養士が１人体制のため、県行政栄養士の人材育成体制を検討するところまで手が回りません。本
年度、人事課や部内人事担当を含め、庁内技術職員の人材育成体制について検討を始めたところです。
・人材育成の体制を整備するための予算・時間の確保が難しい

・日々の業務に追われ、市単独で人材育成体制整備を図るには限界がある。

現任教育担当者の確保(5) ・現任教育担当者やプリセプターを担う人材がいない

・育成に携わる人材が不足している。

予算の確保(5) ・行政栄養士の人材育成を担当する部署がなく、予算も措置がないことから、組織としての人材育成がな
いこと。
・人材育成の体制を整備するための予算・時間の確保が難しい

・県予算において、県・市町村の行政管理栄養士の研修会等を開催していますが、経験年数に合わせて期
別の研修等、より人材育成を進めて行くためには予算確保が課題です。
・予算の確保

・人材育成に係る予算の拡充。
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５　行政栄養士の人材育成
問13　貴自治体における行政栄養士の人材育成体制の課題
 　※（　）は抽出したキーワードの数

カテゴリ（大分類） カテゴリ（中分類） 行政栄養士の人材育成体制の課題から抽出したキーワード（例）

人材育成を推進する体制
(53)

行政栄養士担当課がない及び
担当者がいない(7)

・行政栄養士の人材育成を担当する部署がなく、予算も措置がないことから、組織としての人材育成がな
いこと。
・人材育成の担当者の配置がなく、人材育成体制が整備されていない。

・統括的な役割を担う担当課及び担当者がいないこと。

統括的な役割を担う行政栄養
士の不在(11)

・組織内部の調整を図る統括的な役割を担う行政栄養士の配置について、行政栄養士間でも議論がされて
いない。
・行政栄養士の管理職ポストがなく、各部署を横断した統括的な役割を担う部署や担当がないため、ジョ
ブローテーションを含めた検討が困難な状況がある。

マニュアルが未策定・不十分
(6)

・ガイドラインやマニュアルの策定は無く、 新任期における人材育成体制が配置先により異なる。また、
本庁としての指導体制も整備されていない。

マニュアルの見直しが必要(1) ・現在は行政栄養士育成プログラムにより人材育成が行われているが、 現状や業務内容の変化及び健康日
本２１（第三次）の施行や食環境づくりの推進のためにも、プログラムの見直しが必要（令和６年度見直
し予定）。人材育成体制が不明確・不十

分(22)
・市として、栄養士の成長、充実、発展のステージを見通した人材育成を行う組織づくりが明確でない。

人材育成の方法が不十分・進
め方が分からない(6)

・少人数のため情報共有や相互の業務支援に留まってしまう。

・人材育成の視点の取組や体制がなく、何から始めるべきなのかわからない。

人材育成を検討する体制
(12)

人材育成について検討する機
会がない(6)

・行政栄養士の業務やその必要性を十分理解している他職種職員（管理職）や大学の有識者等、関係者、
各部局の管理職を巻き込んでの実践的かつ機能的な体制を構築したいと考えますが、現行におきましては
構築できていません。・行政栄養士の人数が少なく、人材育成の担当課やとりまとめを行う課もないため、他部署との情報共有
の機会がない。保健師のように管理職もいないため、行政栄養士の人材育成についての体制について検討
する予定もないのが課題である。・市の栄養課題の共有，改善の方策を検討する場がない。またそこに至る人材育成ができていない。

庁内行政栄養士間の交流がな
い(6)

・行政栄養士の人数が少なく、人材育成の担当課やとりまとめを行う課もないため、他部署との情報共有
の機会がない。保健師のように管理職もいないため、行政栄養士の人材育成についての体制について検討
する予定もないのが課題である。・複数部署への配置があるので情報交換が必要。

・所属内や庁内において1～２名の少人数配置のため人材育成が難しい。専門職同士の話し合いの場や助
言等の機会も限られる。
・他の職場の行政栄養士との交流がないため、民間や栄養士会等の開催する研修会等に参加し、情報収集
やスキルアップを行っている。
・庁内の行政栄養士の連携強化

・行政栄養士の人事配置が集中していないため、栄養士同士の情報（知識）交換等の環境が整っていない
こと。

人材育成のための資源の
確保(19)

人材育成体制づくりのための
人員・時間の確保(9)

・本庁栄養士が１人体制のため、県行政栄養士の人材育成体制を検討するところまで手が回りません。本
年度、人事課や部内人事担当を含め、庁内技術職員の人材育成体制について検討を始めたところです。
・人材育成の体制を整備するための予算・時間の確保が難しい

・日々の業務に追われ、市単独で人材育成体制整備を図るには限界がある。

現任教育担当者の確保(5) ・現任教育担当者やプリセプターを担う人材がいない

・育成に携わる人材が不足している。

予算の確保(5) ・行政栄養士の人材育成を担当する部署がなく、予算も措置がないことから、組織としての人材育成がな
いこと。
・人材育成の体制を整備するための予算・時間の確保が難しい

・県予算において、県・市町村の行政管理栄養士の研修会等を開催していますが、経験年数に合わせて期
別の研修等、より人材育成を進めて行くためには予算確保が課題です。
・予算の確保

・人材育成に係る予算の拡充。
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カテゴリ（大分類） カテゴリ（中分類） 行政栄養士の人材育成体制の課題から抽出したキーワード（例）

人材育成を考慮したジョブ
ローテーション体制がない(3)

・中長期的な人材育成を考慮したジョブローテーション体制ができていないこと。

・今年度、人材育成を目的とした庁内栄養士の会議体を設置したところである。今年度、県が作成するガ
イドラインを参考に、次年度以降、ジョブローテーションを考慮したガイドラインの作成検討が必要であ
ると考える。・人材育成を考慮したジョブローテーションが実施されていない。また、新任期の行政栄養士を対象とし
た現任教育については、教育担当者やプリセプター等の配置についての体制はできていない。

異動範囲が広い(5) ・異動範囲が行政ばかりでなく、学校、病院、施設(障がい)等様々なため、行政に特化した経験を積みに
くい。

異動範囲が限定(5) ・配置部署が少なく、行政栄養士としてのスキルを高める機会が限定的である上、ジョブローテーション
をシステムとして確立することが困難である。

異動部署と人員のバランスが
とれていない(1)

・人材育成を考慮したジョブローテーションを行うには異動部署と行政栄養士の人数が比例しないため、

異動の間隔が長い(1) ・異動の間隔が長すぎることと、一人配置職場も多く育成する人員が足りない。

職位に応じた配置となってい
ない(5)

・行政栄養士の採用が平成26年以来無いため、マンパワー不足であることから、職位に合わせたジョブ
ローテーションの実施などの調整が行えない。
・異動指針に異動年限の記載があるものの、実態が伴っていない。

ジョブローテーションの調整
が困難(2)

・人材育成を考慮したジョブローテーションが望ましいと考えているが、ジョブローテーションを行う際
に行政栄養士から人事関係部署に適性などを考慮した配置の提案を行うルートがなく、調整が必要

行政栄養士個々の事情(2) ・人材育成を考慮したジョブローテーションを考える必要があるが、広域的な異動等の対応が難しい場合
もあり育成が困難。

キャリアパスの目安に関
する課題(1)

キャリアパスがない(1) ・行政栄養士の人材育成は人事課の所管であると考えるが、現状では栄養士のキャリアパスは存在しな
い。健康づくり部門では保健師・(衛生)獣医師・薬剤師は策定済みで、その他職種については未策定。

職位別の人材育成課題
(13)

中堅期以降の研修体制がない
(3)

・中堅期以降の研修としてどのような内容を行うと良いかわからない。
県として、中堅期、管理期２，３人程度の対象者に対して研修を企画することが効率的であるのか考えさ
せられる。・管理監督職への人材育成が職種でできない

新任期の人材育成体制が不十
分(3)

・経験の少ない管理栄養士が、単数配置や、新人の指導を担うことが今後増えると考えられる。新任期の
自立を促す取組や保健所間でのサポート体制の整備が必要と思われる。

職位に応じた人材育成体制が
不十分(7)

・病院など行政以外の配置であっても職位に応じた行政栄養士に求められるスキルが獲得できるような育
成体制
・人員が少なく年齢構成に偏りがあるうえ、行政以外への異動もあるため、時期に応じた体系的な人材育
成が難しい。

市町村支援に関する課題
(1)

市町村支援体制の強化(1) ・市町支援・連携体制の強化

評価に関する課題(2) マニュアルの活用状況の評価
がない(1)

・ガイドラインがあるものの、活用状況についての評価が行えていない。
また、県の行政栄養士は20年近く新規採用がないため、ガイドラインに沿った新任期の育成が実践できて
いない。個々の到達度の評価(1) ・マニュアルでは、新任期、中間期及び管理期に必要な能力や目標等について記載されているが、個々の
到達度の評価を行えていない。

年齢構成の偏り(18) ・計画的な採用がないため、年齢構成のばらつきが大きく、人材育成に苦慮している

・中堅期以降の管理栄養士が少なく、

・経験階層（年代）別の人数に大きな偏りがあり、10年後を見据えた人材育成体制の構築が必要

少数配置(14) ・行政栄養士の数が一保健所2名程度と少数であるため、経験年数や職位等による配置の検討や、ベテラ
ンと若手が組む等の配慮がかなり難しいこと。
・少数職種であり、新任期から1人配置になることも多くなってきているため、十分に人材育成ができる
体制について検討する必要がある。
・異動の間隔が長すぎることと、一人配置職場も多く育成する人員が足りない。

・定数が少ないため、行政栄養士研修を区で企画実施することが負担となる。また、1名配置のため、OJT
が機能しない。

本庁が単数配置(2) ・本庁所属の健康主管課の配置は1名であり、本庁業務の経験者が少数であること。

管理監督職級の配置がない(1) ・管理職級の行政栄養士の配置がない。

・総数が少なく、年齢層に偏りがあるため人材育成が困難

・そもそも栄養士の人数が少なく、採用の頻度も非常に少ないので、人材育成体制について取り組む事は
難しい。

配置調整が困難(4) ・新規採用や異動について要望を上げることはできるが関与することができない。そのため計画的、体系
的な人材育成体制の構築が難しい。
・現職員層は20代30代比率が6割強となってしまっている。その結果、産育休や子どもの養育看護等が多
くなり、余裕のない人材育成体制となっている。

採用状況の課題(10) 栄養業務の質を確保する採用
職種となっていない(3)

・管理栄養士の採用枠はなく、事務職採用のため、行政栄養士として働いていない職員も多く人材育成を
しても関連業務から離れてしまう場合がある。

計画的に採用されていない(7) ・新規採用がないため，人材育成の体制についての話にならない。

・採用の頻度も非常に少ないので、人材育成体制について取り組む事は難しい。

人員配置に関する課題
(45)

行政栄養士の全体数が少ない
(6)

人材育成を考慮したジョ
ブローテーションに関す
る課題(24)
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５　行政栄養士の人材育成
問14　①行政栄養士の人材育成の連携先　＜複数回答＞

合計 件数 割合
148 100%

23 15.5%
52 35.1%
53 35.8%
46 31.1%
29 19.6%
6 4.1%
0 0.0%
9 6.1%

問14　②行政栄養士の人材育成の連携内容　＜複数回答＞

※ 「①行政栄養士の人材育成の連携先」の内容を問わず累計

問15　市町村栄養士を対象とした人材育成の取組（予算の有無問わず）  ＜都道府県のみ集計＞

合計 件数 割合
47 100%

44 93.6%
3 6.4%

問15-1　（問15で「ある」と回答した場合）具体的な取り組み　  ＜都道府県のみ集計＞

（実施主体） 本庁 本庁及び
保健所

保健所 実施なし

研修会の開催 7 5 32 0
新任期（職位別）の研修会の開催 12 6 10 16
中堅期（職位別）の研修会の開催 8 1 3 32
管理期（職位別）の研修会の開催 4 0 1 39
現任教育担当者・プリセプター等の導入 1 4 2 37
人材育成体制の整備に関する支援 0 13 9 22

ない
ある
全体

その他
企業
その他研究機関
大学
都道府県栄養士会
市町村
都道府県
国
全体

件数※

その他
研修会や講習会の開催

7
168
57
48
15
6

自治体間等のネットワークづくり
人材育成に関する助言
研究等共同事業の実施
人事交流、派遣
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５　行政栄養士の人材育成
問14　①行政栄養士の人材育成の連携先　＜複数回答＞

合計 件数 割合
148 100%

23 15.5%
52 35.1%
53 35.8%
46 31.1%
29 19.6%
6 4.1%
0 0.0%
9 6.1%

問14　②行政栄養士の人材育成の連携内容　＜複数回答＞

※ 「①行政栄養士の人材育成の連携先」の内容を問わず累計

問15　市町村栄養士を対象とした人材育成の取組（予算の有無問わず）  ＜都道府県のみ集計＞

合計 件数 割合
47 100%

44 93.6%
3 6.4%

問15-1　（問15で「ある」と回答した場合）具体的な取り組み　  ＜都道府県のみ集計＞

（実施主体） 本庁 本庁及び
保健所

保健所 実施なし

研修会の開催 7 5 32 0
新任期（職位別）の研修会の開催 12 6 10 16
中堅期（職位別）の研修会の開催 8 1 3 32
管理期（職位別）の研修会の開催 4 0 1 39
現任教育担当者・プリセプター等の導入 1 4 2 37
人材育成体制の整備に関する支援 0 13 9 22

ない
ある
全体

その他
企業
その他研究機関
大学
都道府県栄養士会
市町村
都道府県
国
全体

件数※

その他
研修会や講習会の開催

7
168
57
48
15
6

自治体間等のネットワークづくり
人材育成に関する助言
研究等共同事業の実施
人事交流、派遣
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問16　貴自治体における市町村行政栄養士の人材育成についての課題 
（一部抜粋。分析結果はｐ18-19表3-7-2a,表3-7-2b参照） 

・ 市町村行政栄養士向けの人材育成指針・マニュアルがない
・ 研修は実施しているが、市町村の人材育成の体制整備への支援等は全県的には実施でき

ていない。
・ 人材育成も課題だが、その前の行政栄養士の人材確保が課題である。
・ 単独配置（もしくは少数配置）のため指導者となる管理栄養士の確保が難しい状況にあ

る。
・ 市町村では健診等ルーティン業務の比重が大きく、人材育成のための時間の確保が難し

い。
・ 研修受講は、本人の判断に一任され、栄養士間での研修受講状況の格差が大きい。自治

体組織として計画的な研修受講体制の構築が必要と思われる。
など
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令和５年度 地域保健総合推進事業 

誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究 

 
分担事業者：渡邊 瑞穂（山梨県富士・東部保健所） 
協力事業者：松野 誠（北海道渡島総合振興局保健環境部） 相本 優美（鳥取市保健所） 

森川 渚（福井県健康福祉部）        伊藤 浩子（高知市保健所） 
林 宏一郎（石川県石川中央保健福祉センター）大泉 千裕（新潟県三条市） 
髙橋 希（千葉県市川保健所）        永松 美優紀（兵庫県三田市） 

助 言 者：澁谷 いづみ（愛知県瀬戸保健所）   久保 彰子（女子栄養大学） 
田中 和美（神奈川県立保健福祉大学）   和田 安代（国立保健医療科学院） 
諸岡 歩（兵庫県企画部/(公社)日本栄養士会）  
磯部 澄枝（新潟県南魚沼保健所/全国保健所管理栄養士会） 

要旨：本研究は、将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向け、①行政管理栄養士の人材配置及び

人材育成等に係る実態と課題を明らかにするとともに、②実践ガイドの活用事例を収集・分析し、各自治体

での活用を促すことにより、新たな栄養課題に対応できる行政管理栄養士の人材育成体制の基盤構築を図る

ことを目的とした。行政管理栄養士の人材育成体制基盤構築のためには、人材育成体制のための人員確保、

行政管理栄養士の配置状況に応じた人材育成(都道府県においては市町村支援含む)、職位や能力に応じた研

修体系の整理等が必要であり、これらの課題解決のためには組織横断的に同職種内、他職種(医師、保健師、

事務職等)と人材育成体制を調整する必要がある。その役割を担う人材として、統括的な行政管理栄養士の役

割や配置の可能性について今後検討を要する。 

ＡＡ..  目目  的的  
地域住民の健康に係る栄養課題は、医療・介護・福祉・

保健等の様々な分野に影響し、関連している。近年では、

環境面にも配慮した持続可能な食環境づくりや経済格

差に伴う栄養格差の縮小等の新たな栄養課題に取り組

む必要性も生じており、栄養改善の取組が持続可能な

開発目標(SDGs)のあらゆる目標に寄与することを認識

した上で、行政管理栄養士は多部局・多領域の関係者に

働きかけ、横断的かつ戦略的に栄養政策を推進するこ

とが必要である。 

近年の行政管理栄養士の人材育成に関する研究では、

①キャリアラダーに基づくキャリアパスモデルや、②

将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド

(以下、実践ガイド)等が整理されてきた。しかし、各自

治体がこれらを踏まえ、組織的、計画的に人材育成を実

践するにあたっての組織的な取組状況の詳細は明らか

になっていない。 

そこで、本研究では、将来を見据えた、地域にお

ける栄養政策の推進に向け、①行政管理栄養士の人

材配置及び人材育成等に係る実態と課題を明らかに

するとともに、②実践ガイドの活用事例を収集・分

析し、各自治体での活用を促すことにより、新たな

栄養課題に対応できる行政管理栄養士の人材育成体

制の基盤構築を図ることを目的とした。 

ＢＢ..  方方  法法  

１１．．行行政政栄栄養養士士のの配配置置並並びびにに人人材材育育成成体体制制基基盤盤整整備備

ににかかかかるる実実態態調調査査  
(1)調査目的 

行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、配

置並びに人材育成の実施状況の実態と課題を整理する。 

(2)調査対象 

都道府県本庁、政令指定都市、中核市、その他政令市、

特別区の健康増進・栄養主管部(課)の管理栄養士等 

(3)調査期間 令和5年12月 

(4)調査内容 配置状況、人材育成マニュアルの策定状

況、人材育成体制の整備状況、市町村行政栄養士を対象

とした人材育成の実施状況 

(5)調査方法 

①調査票の配布 調査対象の自治体の健康増進・栄養

主管部(課)長宛てに、調査依頼及び調査票を郵送。 

②回答方法 調査票専用ウェブサイトよりエクセルフ

ァイルをダウンロードし、メールにて送付。 

２２．．実実践践ガガイイドド活活用用事事例例のの方方法法のの提提示示  

実践ガイドは、令和4 年度地域保健総合推進事業

の研究成果として示され、行政栄養士が成果の見え

る栄養政策を推進するための手引書として、あるい

は人材育成の一助としての活用が期待されている。

そこで、分担事業者及び協力事業者が自らの自治体

の実態（配置や人材育成状況等）を踏まえて、実践

ガイドの活用を試みた。 

具体的には、実践ガイドを活用した事業を企画立案・

実施し、事例様式に沿って整理した後に、助言者と実践

者による事例ごとのディスカッションを踏まえ、実践

ガイドの活用結果と効果を明確にし、今後の展開につ

ながるように記載した。 

３３．．行行政政管管理理栄栄養養士士政政策策能能力力向向上上シシンンポポジジウウムム  
(1)開催日：令和6年2月16日（金） 

(2)参加者：都道府県・指定都市・中核市・政令市・特

別区が設置する保健所及び本庁、市町村に勤務する管

理栄養士、栄養士等782名（会場32名、オンライン183
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令和５年度 地域保健総合推進事業 

誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた行政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究 

 
分担事業者：渡邊 瑞穂（山梨県富士・東部保健所） 
協力事業者：松野 誠（北海道渡島総合振興局保健環境部） 相本 優美（鳥取市保健所） 

森川 渚（福井県健康福祉部）        伊藤 浩子（高知市保健所） 
林 宏一郎（石川県石川中央保健福祉センター）大泉 千裕（新潟県三条市） 
髙橋 希（千葉県市川保健所）        永松 美優紀（兵庫県三田市） 

助 言 者：澁谷 いづみ（愛知県瀬戸保健所）   久保 彰子（女子栄養大学） 
田中 和美（神奈川県立保健福祉大学）   和田 安代（国立保健医療科学院） 
諸岡 歩（兵庫県企画部/(公社)日本栄養士会）  
磯部 澄枝（新潟県南魚沼保健所/全国保健所管理栄養士会） 

要旨：本研究は、将来を見据えた、地域における栄養政策の推進に向け、①行政管理栄養士の人材配置及び

人材育成等に係る実態と課題を明らかにするとともに、②実践ガイドの活用事例を収集・分析し、各自治体

での活用を促すことにより、新たな栄養課題に対応できる行政管理栄養士の人材育成体制の基盤構築を図る

ことを目的とした。行政管理栄養士の人材育成体制基盤構築のためには、人材育成体制のための人員確保、

行政管理栄養士の配置状況に応じた人材育成(都道府県においては市町村支援含む)、職位や能力に応じた研

修体系の整理等が必要であり、これらの課題解決のためには組織横断的に同職種内、他職種(医師、保健師、

事務職等)と人材育成体制を調整する必要がある。その役割を担う人材として、統括的な行政管理栄養士の役

割や配置の可能性について今後検討を要する。 

ＡＡ..  目目  的的  
地域住民の健康に係る栄養課題は、医療・介護・福祉・

保健等の様々な分野に影響し、関連している。近年では、

環境面にも配慮した持続可能な食環境づくりや経済格

差に伴う栄養格差の縮小等の新たな栄養課題に取り組

む必要性も生じており、栄養改善の取組が持続可能な

開発目標(SDGs)のあらゆる目標に寄与することを認識

した上で、行政管理栄養士は多部局・多領域の関係者に

働きかけ、横断的かつ戦略的に栄養政策を推進するこ

とが必要である。 

近年の行政管理栄養士の人材育成に関する研究では、

①キャリアラダーに基づくキャリアパスモデルや、②

将来を見据えた、地域における栄養政策の実践ガイド

(以下、実践ガイド)等が整理されてきた。しかし、各自

治体がこれらを踏まえ、組織的、計画的に人材育成を実

践するにあたっての組織的な取組状況の詳細は明らか

になっていない。 

そこで、本研究では、将来を見据えた、地域にお

ける栄養政策の推進に向け、①行政管理栄養士の人

材配置及び人材育成等に係る実態と課題を明らかに

するとともに、②実践ガイドの活用事例を収集・分

析し、各自治体での活用を促すことにより、新たな

栄養課題に対応できる行政管理栄養士の人材育成体

制の基盤構築を図ることを目的とした。 

ＢＢ..  方方  法法  

１１．．行行政政栄栄養養士士のの配配置置並並びびにに人人材材育育成成体体制制基基盤盤整整備備

ににかかかかるる実実態態調調査査  
(1)調査目的 

行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、配

置並びに人材育成の実施状況の実態と課題を整理する。 

(2)調査対象 

都道府県本庁、政令指定都市、中核市、その他政令市、

特別区の健康増進・栄養主管部(課)の管理栄養士等 

(3)調査期間 令和5年12月 

(4)調査内容 配置状況、人材育成マニュアルの策定状

況、人材育成体制の整備状況、市町村行政栄養士を対象

とした人材育成の実施状況 

(5)調査方法 

①調査票の配布 調査対象の自治体の健康増進・栄養

主管部(課)長宛てに、調査依頼及び調査票を郵送。 

②回答方法 調査票専用ウェブサイトよりエクセルフ

ァイルをダウンロードし、メールにて送付。 

２２．．実実践践ガガイイドド活活用用事事例例のの方方法法のの提提示示  

実践ガイドは、令和4 年度地域保健総合推進事業

の研究成果として示され、行政栄養士が成果の見え

る栄養政策を推進するための手引書として、あるい

は人材育成の一助としての活用が期待されている。

そこで、分担事業者及び協力事業者が自らの自治体

の実態（配置や人材育成状況等）を踏まえて、実践

ガイドの活用を試みた。 

具体的には、実践ガイドを活用した事業を企画立案・

実施し、事例様式に沿って整理した後に、助言者と実践

者による事例ごとのディスカッションを踏まえ、実践

ガイドの活用結果と効果を明確にし、今後の展開につ

ながるように記載した。 

３３．．行行政政管管理理栄栄養養士士政政策策能能力力向向上上シシンンポポジジウウムム  
(1)開催日：令和6年2月16日（金） 

(2)参加者：都道府県・指定都市・中核市・政令市・特

別区が設置する保健所及び本庁、市町村に勤務する管

理栄養士、栄養士等782名（会場32名、オンライン183

- 115 - 
 

回線延べ283名、オンデマンド配信参加467名） 

(3) テーマ：将来を見据えた、地域における栄養政策

の推進に向けて～行政管理栄養士の役割と配置につい

て考える～  

(4)内容：  

①基調講演「新たな栄養政策の創造に向けた組織体制

の強化について」講師：厚生労働省健康・生活衛生局健

康課栄養指導室 清野富久江室長 

②報告「令和5年度地域保健総合推進事業について」

「行政栄養士の配置並びに人材育成体制基盤整備にか

かる実態調査結果概要」 

③シンポジウム 

座長：愛知県瀬戸保健所 澁谷いづみ 所長 

助言者：厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導

室 齋藤陽子室長補佐 

シンポジスト： 実践ガイドの活用事例報告3例「新

たな栄養課題に対応するための「チェックシート」の

作成と人材育成体制構築に向けた検討」(高知市)、

「管理栄養士と保健師を対象とした実践ガイドの趣旨

を踏まえた現任教育事例」(三田市)、「県型保健所に

おける圏域内行政管理栄養士人材育成体制づくり」

(新潟県南魚沼保健所) 

ＣＣ..  結結  果果  

１１．．行行政政栄栄養養士士のの配配置置並並びびにに人人材材育育成成体体制制基基盤盤整整備備

ににかかかかるる実実態態調調査査  

(1)回収率  

全体回収率94.3％【都道府県100％(配布47、回収

47)、政令指定都市90.0％(配布20、回収18)、中核

市及びその他政令市97.0％(配布67、回収65)、特別

区78.3％(配布23、回収18)】 

(2)結果の概要 
調査内容 主な結果 

配置状況 

(n=148) 

本庁管理職級の配置が少なく、多くと

も2割。 

都道府県においては、健康づくり以外

の分野に配置する自治体が少ない。 

人材育成マニュアル

の策定状況 

人材育成体制の整備

状況 

(n=148） 

マニュアルの策定状況40.5％ 

人材育成を実施する体制に関する項目

について、「有」と回答した自治体の

割合が他より低い項目 

―人材育成を考慮したジョブローテー

ション(12.8％) 

―人材育成に関する定期的な情報交換

の機会(29.1％) 

―統括的な栄養士の配置(20.9％) 

市町村行政栄養士を

対象とした人材育成

の実施状況 

都道府県対象(n=44) 

研修会は全ての都道府県（本庁及び保

健所）で実施されていたが、中堅期以

降を対象とした研修会等の実施割合は

低い（中堅期27.3%、管理期11.4％） 

  

２２．．実実践践ガガイイドド活活用用方方法法のの提提示示  

 全８事例について、ガイドの活用目的を、①実践

ガイドの周知、②チェックリストの記入・結果の共

有、③行政栄養士に求められるスキルの養成、④予

算確保、⑤適材適所の配置に向けた取組、⑥その他

の区分に分けて、収集・分析した。事例記載は、全

国自治体への周知と活用を促すため、自治体の実態

と課題、ガイドの活用方法、活用結果と効果、明ら

かになった課題と今後の展開と段階的に整理した。 

 行政管理栄養士政策能力向上シンポジウムで報告

した３事例における実践ガイドの活用効果は以下の

とおりである。 

• チェックリストをキャリア別に達成すべきプロセ

スチェックシートに整理し、人事評価で活用する

ことで、必要なスキルを評価者(管理職)と共有で

きた。(高知市) 

• 管理栄養士、保健師合同の現任教育において、

PDCAに基づくマネジメントスキル強化に向けて、

実践ガイドを活用し、既存事業の見直しを行い、

予算要求につなげた。(三田市) 

• 圏域の市町村栄養士の人材育成を目的とし、圏域

行政管理栄養士研修会の要綱を定めるとともに、

行政管理栄養士のキャリアラダーの検討など、人

材育成を図るための基盤整備を行った。(新潟県

南魚沼保健所) 

ＤＤ..  考考  察察  
実態調査からは、新たな栄養課題に向き合うための

配置と人員確保、キャリアラダーの目安の設定、ジョブ

ローテーションの調整、市町村の人材育成を支援する

都道府県管理栄養士の人員確保と資質向上の必要性が

示唆された。実践ガイド活用事例の収集・分析からは、

実践ガイド（チェックリスト）は①事例を参考に改変す

ると自治体内で展開しやすいこと、②都道府県の役割

として市町村も含めた人材育成体制の構築に活用でき

ることが示唆された。 

ＥＥ..  結結  論論  
新たな栄養課題に対応できる行政管理栄養士の人材

育成体制の基盤構築に向けては、人材育成体制のため

の人員確保、行政管理栄養士の配置状況に応じた人材

育成(都道府県においては市町村支援含む)、職位や能

力に応じた研修体系の整理等が必要である。また、基盤

構築には、組織横断的に同職種内、他職種(医師、保健

師、事務職等)と人材育成体制を調整する必要があり、

その役割を担う人材として、統括的な行政管理栄養士

の役割や配置の可能性について今後検討を要する。 

ＦＦ..  今今後後のの計計画画  
実態調査及び実践ガイド事例報告については、報告

書にまとめ、日本公衆衛生協会及び全国保健所管理栄

養士会のウェブサイトに掲載する。実態調査対象の自

治体にメール通知、市町村には都道府県本庁を通じて

通知することで、研究成果を広く普及啓発する。 

ＧＧ..  発発  表表  
第82回日本公衆衛生学会総会シンポジウム53「自治

体管理栄養士の行政能力向上に求められるスキル習得

と認定制度のあり方を考える」、第 83 回日本公衆衛生

学会総会示説発表（予定）。 
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令和5年度地域保健総合推進事業
誰一人取り残さない栄養政策の推進に向けた
行政管理栄養士の人材育成体制構築基盤研究

1

令和5年度地域保健総合推進事業発表会（R6.3.4）

分担事業者 渡邊 瑞穂
（山梨県富士・東部保健福祉事務所）

栄養改善は
SDGs達成に

貢献

2

行行政政栄栄養養士士のの配配置置及及びび人人材材育育成成体体制制にに関関すするる事事項項所所管管通通知知及及びび事事業業名名年年

• 職職位位やや業業務務年年数数にに応応じじてて求求めめらられれるる能能力力がが発発揮揮ででききるる適適切切なな配配
置置に努めること

• 求求めめらられれるる能能力力がが獲獲得得ででききるるよようう、、行行政政栄栄養養士士にに対対すするる現現任任教教育育
をを体体系系的的にに実実施施すること

厚生労働省健康局がん対
策・健康増進課長通知

地域における行政栄養士によ
る健康づくり及び栄養・食生活
の改善の基本指針について
（行政栄養士業務指針）

H25.
3

• 経経験験年年別別ののココンンピピテテンンシシーーの検討
• 組織として人材育成に取り組んでいける体制上の課題
• 各行政栄養士がその職位に応じた役割と責任を自覚することの個
人における課題 を提案

(公社)日本栄養士会公衆
衛生事業部

公衆衛生分野における
「人材育成ガイド」

H28.
3

• 組織的・計画的な人材確保・人材育成の取組が進んでいる自治体
は少ない。自治体間でかなりの差が生じている

• 行政栄養士一人ひとりにおいて、目指す方向性が分かれるという
現状に即した育成プログラム開発の必要性 の課題提起

• 自自治治体体栄栄養養士士ののキキャャリリアアララダダーーにに基基づづくくキキャャリリアアパパススモモデデルルと能力
開発別の研修例

厚生労働科学研究
公衆衛生領域を中心とした自
治体栄養士育成プログラム開
発のための研究

R2~4

• 将来を見据えた、地域における栄養政策を推進するための行行政政栄栄
養養士士にに求求めめらられれるる5つつののススキキルルを抽出

• 栄栄養養施施策策推推進進支支援援ツツーールル「「将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる栄栄養養政政
策策のの実実践践ガガイイドド」」をを作作成成

地域保健総合推進事業
将来を見据えた、地域におけ
る栄養政策の企画・立案手法
に関する研究

R3~4

近年の行政栄養士の人材育成に関する研究等
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全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現
誰一人取り残さない健康づくりの展開（Inclusion）と、より実効性をもつ取組の推進（Implementation）

将来を見据えた、地域における栄養政策の推進

知識と実践力の向上 自己効力感の向上

行
政
栄
養
士
に
求
め
ら
れ
る
ス
キ
ル

1. 今後を見据え課題を総合的に分析し抽出するスキル

3. 施策を立案し、必要な体制を確保するスキル

4. PDCAに基づき施策を着実に遂行し成果を得るためのマネジメントスキル

5. 得られた成果を効果的に見える化し更なる発展につなげるスキル

自己研鑽 柔軟な発想 新しい課題に目をむける勇気

施策の必要性の明確化、財源の確認や連携先の確保、
モデル実施やスモールスタートによる予算拡充、人員確保と資質向上

課題の総合的な分析、今後を見据えた優先課題の抽出、課題の共有

取組の方向性の検討、実施方法の具体化、評価指標の設定、評価検証と改善

人
材

育
成 個人 組織

※自治体、国立保健医療科学院、職能団体、関連学会等による研修

ライフコースアプローチ

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

社会環境の質の向上
個人の行動と健康状態の改善

2. リーダーシップを発揮し、他部署等に積極的
に相談・提案するスキル
連携しやすい体制づくり、キーパーソンの把握、他部署への提案

住民への発信、庁内への発信、自治体内外への発信、事業の継続と地域における発展

（出典）令和４年度地域保健総合推進事業「将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・立案手法に関する研究」報告書 http://www.jpha.or.jp/sub/menu04_2.html

• 実践ガイドの周知活用状況（シンポジウム申込時入力）

n=613

実践ガイドを知っている割合は69.5%に達しているが、実際活用できているのは2.6％、
知知っってていいててもも活活用用ででききてていいなないい割割合合がが高高いい。 4

将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる栄栄養養政政策策のの
実実践践ガガイイドド周周知知活活用用状状況況
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誰誰一一人人取取りり残残ささなないい栄栄養養政政策策
「One of Them」から「OOnnee  ffoorr  AAllll」へ健健康康日日本本2211((第第三三次次))ののビビジジョョンン

全ての国民が健やかで心豊かに

生活できる持続可能な社会の実現

①誰一人取り残さない健康づくり

を展開する（Inclusion）

②より実効性を持つ取組を推進す

る（Implementation）

参考:週刊保健衛生ニュース第2146号ヘルス・アイ,64 (2022.2),中村丁次

出典:将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・立案のための実態調査（2022.12）

「「栄栄養養政政策策」」ここれれかかららのの視視点点

新新たたなな健健康康課課題題（（※※））へへのの対対応応がが必必要要！！
（※）貧困による健康格差の解消（福祉との協働）、地域における栄養ケア・マネジメントの実現（医療・福祉との協働）、

地域振興につながる健康・栄養施策の推進（商工・産業・農政との協働）、食事の持続可能性（環境・農政との協働）、
健康危機管理時（災害、感染症）の栄養・食生活支援 など

6

各自治体がこれらを踏まえ、組織的、計画的に人材育成を実践するにあたっ
ての組織的な取組の状況の詳細は明らかになっていない。

将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる
栄栄養養政政策策のの実実践践ガガイイドド

キャリアラダーに基づく
キャリアパスモデル

それぞれ整理された

行政栄養士の人材育成体制整備の推進に向けて、配置並びに人材育成
実施状況を把握し、課題を明らかにする必要がある。
地域保健の場でこれらの効果的な活用に向けて、必要なスキルを習得す
るための具体的内容を提示する必要がある。

研研究究事事業業のの背背景景
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11.. 新新たたなな栄栄養養課課題題にに対対応応すするるたためめのの行行政政栄栄養養士士のの人人材材配配置置及及びび
人人材材育育成成のの実実態態とと課課題題をを整整理理すするる

22.. 都都道道府府県県、、保保健健所所及及びび市市町町村村ににおおいいてて実実践践ガガイイドドをを活活用用ししたた事事
例例をを示示すすここととでで各各自自治治体体へへ実実践践ガガイイドド普普及及をを図図るる

7

本本研研究究のの目目的的

１１ 行行政政栄栄養養士士のの配配置置状状況況

２２ 人人材材育育成成ママニニュュアアルルのの策策定定状状況況

３３ 人人材材育育成成体体制制のの整整備備状状況況

４４ 市市町町村村行行政政栄栄養養士士をを対対象象ととししたた人人材材育育成成のの実実施施状状況況

取取組組11 行行政政栄栄養養士士のの配配置置並並びびにに人人材材育育成成体体制制
基基盤盤整整備備にに係係るる実実態態調調査査

目目的的：：行行政政栄栄養養士士のの人人材材育育成成体体制制整整備備のの推推進進にに向向けけてて、、配配置置並並びびにに人人材材育育成成のの実実
施施状状況況のの実実態態とと課課題題をを整整理理すするる。。
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9

結結果果11 行行政政栄栄養養士士のの配配置置並並びびにに人人材材育育成成体体制制
基基盤盤整整備備にに係係るる実実態態調調査査

課課題題実実態態調調査査項項目目

• 行政栄養士の「配配置置人人数数のの拡拡充充」が必要。
• 「新新たたなな栄栄養養課課題題」に向き合うために配置や連携が必要な分野
の検討が必要。

• 管理職級の配置は少ない。
• 都道府県においては、健康づくり
以外の分野に配置する自治体が
少ない。

１ 行政栄養士の配置状況
（n=148)

• ジジョョブブロローーテテーーシショョンンのの調調整整。
• 行政栄養士の経験年数や経験する内容も一人ひとり異なるた
めキキャャリリアアララダダーーのの目目安安をを設設定定しし、、自自分分自自身身のの到到達達度度をを確確認認
する必要。

• 他部署の行政栄養士と人材育成に関する情報交換をする機
会を調整する担担当当課課、、担担当当者者がが必必要要。。

• 組織横断的に同職種内、他職種(事務職、意思、保健師等)と
人材育成を調整することが必要であり、統統括括的的なな行行政政栄栄養養士士
のの役役割割やや可可能能性性ににつついいてて今今後後検検討討がが必必要要。

• マニュアルの策定状況は40.5％。
• 人材育成を実施する体制に関する
項目については、「有」と回答した
自治体は少ない。
– 人材育成を考慮したジョブロー
テーション（12.8％）

– 人材育成に関する定期的な情
報交換会の機会（29.1％）

– 統括的な栄養士の配置
（20.9％）

２ 人材育成マニュアルの
策定状況
３ 人材育成体制の整備状況
(n=148)

• 新任期、中堅期、管理期それぞれのキキャャリリアアにに応応じじたた人人材材育育
成成を実施する仕組みが必要。

• 都道府県本庁、保健所の役割を明確にした上で、各都道府県
行政栄養士の配配置置状状況況にに応応じじたた「「実実施施体体制制のの確確保保」」が必要。

• 研修会は全ての都道府県（本庁及
び保健所）で実施されていたが、
中堅期以降を対象とした研修会等
の実施割合は低い（中堅期27.3％、
管理期11.4％）

４ 市町村行政栄養士を対象
とした人材育成の実施状況
(都道府県 n=44)

10

研究班メンバーがそれぞれの自治体内で実践ガイドを活用

必必要要なな55つつののススキキルルをを習習得得すするるたためめのの

実実践践ガガイイドド活活用用事事例例報報告告ととししてて示示すす

一一層層のの活活用用がが図図らられれるるよよううにに

○将来を見据え、成果の見える栄養政策を推進するために必要な
行政栄養士の手引書

○人材育成の一助として活用

「「将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる栄栄養養政政策策のの実実践践ガガイイドド」」のの目目的的

取取組組22 実実践践ガガイイドド活活用用方方法法のの提提示示
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めキキャャリリアアララダダーーのの目目安安をを設設定定しし、、自自分分自自身身のの到到達達度度をを確確認認
する必要。

• 他部署の行政栄養士と人材育成に関する情報交換をする機
会を調整する担担当当課課、、担担当当者者がが必必要要。。

• 組織横断的に同職種内、他職種(事務職、意思、保健師等)と
人材育成を調整することが必要であり、統統括括的的なな行行政政栄栄養養士士
のの役役割割やや可可能能性性ににつついいてて今今後後検検討討がが必必要要。

• マニュアルの策定状況は40.5％。
• 人材育成を実施する体制に関する
項目については、「有」と回答した
自治体は少ない。
– 人材育成を考慮したジョブロー
テーション（12.8％）

– 人材育成に関する定期的な情
報交換会の機会（29.1％）

– 統括的な栄養士の配置
（20.9％）

２ 人材育成マニュアルの
策定状況
３ 人材育成体制の整備状況
(n=148)

• 新任期、中堅期、管理期それぞれのキキャャリリアアにに応応じじたた人人材材育育
成成を実施する仕組みが必要。

• 都道府県本庁、保健所の役割を明確にした上で、各都道府県
行政栄養士の配配置置状状況況にに応応じじたた「「実実施施体体制制のの確確保保」」が必要。

• 研修会は全ての都道府県（本庁及
び保健所）で実施されていたが、
中堅期以降を対象とした研修会等
の実施割合は低い（中堅期27.3％、
管理期11.4％）

４ 市町村行政栄養士を対象
とした人材育成の実施状況
(都道府県 n=44)

10

研究班メンバーがそれぞれの自治体内で実践ガイドを活用

必必要要なな55つつののススキキルルをを習習得得すするるたためめのの

実実践践ガガイイドド活活用用事事例例報報告告ととししてて示示すす

一一層層のの活活用用がが図図らられれるるよよううにに

○将来を見据え、成果の見える栄養政策を推進するために必要な
行政栄養士の手引書

○人材育成の一助として活用

「「将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる栄栄養養政政策策のの実実践践ガガイイドド」」のの目目的的

取取組組22 実実践践ガガイイドド活活用用方方法法のの提提示示
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活活
用用
のの
効効
果果
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結結果果22 実実践践ガガイイドドのの活活用用方方法法のの提提示示
事事例例のの区区分分
□実践ガイドの周知 □チェックリストの記入・結果の共有 □行政栄養士に求められるスキルの養成（研修等）
□予算確保（ □人材育成 □新規事業 □充足配置） □ 適材適所の配置に向けた取組 □ その他

• 行政栄養士に求められる55つつののススキキルルのの習習得得状状況況のの把把握握調調査査結果から、キャリア別に必要な育成方
針の基礎資料ができた。【北海道】

• 管理栄養士の適材適所配置は、同同職職種種、、他他職職種種ととももにに協協議議すするる場場をを設設定定し、職職能能ととししてて人人事事担担当当へへ
働働ききかかけけるることが必要だという結論に至った。【山梨県】

• 外外部部講講師師のの講講義義とと合合わわせせてて実実践践ガガイイドドをを周周知知し、意見交換を行うことにより、参参加加者者ののモモチチベベーーシショョンン
向向上上ににつつななががっったた。【福井県】

• 参加者全員がチェックシートをつけたことにより、個個人人のの得得意意ななススキキルルとと今今後後習習得得ししたたいいススキキルルのの整整理理
につながった。【鳥取市】

• 行政管理栄養士に求められるスキルを獲得するには、会計年度職員ではなく、正正規規職職員員のの増増員員がが必必
要要ででああるるここととがが明明確確になった。【三条市】

• キキャャリリアア別別にに達達成成すすべべききププロロセセススチチェェッッククシシーートトにに整整理理しし、、人人事事のの評評価価でで活活用用することで、必要なスキ
ルを評評価価者者((管管理理職職))とと共共有有できた。【高知市】

• 管管理理栄栄養養士士、、保保健健師師合合同同のの現現任任教教育育でで実実践践ガガイイドドをを活活用用し、既存事業の見直しを行い、予予算算要要求求を
することができた。【三田市】

• 圏圏域域のの市市町町村村栄栄養養士士のの育育成成を目的とし、行政管理栄養士研修会の要要綱綱をを定定めめるるととととももにに行行政政管管理理栄栄
養養士士ののキキャャリリアアララダダーーをを検検討討できた。【新潟県南魚沼保健所】

（2）県管理栄養士の適材適所配置に向けた
検討【山梨県】

（4）人材育成に繋げるためのチェックリストの活用
【鳥取県鳥取市】

（3）県内行政管理栄養士・栄養士を対象とした
実践ガイドの活用に向けた研修【福井県】

（7）管理栄養士と保健師を対象とした実践ガイドの
趣旨を踏まえた人材育成の現任教育【兵庫県三
田市】

（1）実践ガイドを用いた人材育成の状況把握に関す
る調査【北海道】

（6）新たな栄養課題に対応するための「チェックシー
ト」の作成と人材育成体制構築に向けた検討
【高知県高知市】

（8）県型保健所における圏域内行政管理栄養士人
材育成体制づくり【新潟県南魚沼地域振興局健
康福祉環境部】

（5）会計年度任用職員を含めたチェックリストの実
践及び正規管理栄養士増員の検討【新潟県三
条市】

人材育成
実態調査

周知
気運醸成

活用
実践

人材育成
基盤整備

リーダー期
配置検討

実践
増員検討

スキルアップ
事業評価
人材育成

連携
PDCA
予算獲得

12

行行政政管管理理栄栄養養士士政政策策能能力力向向上上シシンンポポジジウウムム

○○ググルルーーププ討討議議

①①組組織織体体制制のの強強化化ににつついいてて重重要要だだとと思思っったたこことと、、②②実実態態調調査査にに基基づづくく課課題題
にに対対ししてて感感じじたたこことと、、③③実実践践ガガイイドドのの活活用用ににつついいててのの33つつのの視視点点でで行行ななっったた。。

共共通通ししたたワワーードドととししてて、、人人材材育育成成のの体体制制づづくくりりがが急急務務、、統統括括的的なな役役割割をを担担うう
行行政政栄栄養養士士のの配配置置にに向向けけたた検検討討もも必必要要、、人人員員増増とと適適正正配配置置にに向向けけたた人人事事
部部署署ととのの連連携携とと働働ききかかけけのの促促進進、、計計画画的的ななジジョョブブロローーテテーーシショョンンのの実実施施ななどど
ががああげげらられれたた。。

令令和和6年年2月月16日日(金金)
午午前前10時時30分分～～午午後後4時時開開催催日日時時

都都道道府府県県・・指指定定都都市市・・中中核核市市・・政政令令市市・・特特別別
区区がが設設置置すするる保保健健所所及及びび本本庁庁、、市市町町村村にに勤勤
務務すするる管管理理栄栄養養士士、、栄栄養養士士等等のの関関係係職職員員

会会場場参参加加：：31名名
オオンンラライインン参参加加：：265名名
オオンンデデママンンドド配配信信登登録録：：470名名

参参加加者者

将将来来をを見見据据ええたた、、地地域域ににおおけけるる栄栄養養政政策策のの
推推進進向向けけてて ～～行行政政管管理理栄栄養養士士のの役役割割とと配配
置置ににつついいてて考考ええるる～～

テテーーママ

①①基基調調講講演演②②報報告告③③シシンンポポジジウウムム（（実実践践ガガ
イイドドをを活活用用ししたた事事例例報報告告、、ググルルーーププ討討議議））

内内容容

○○事事後後アアンンケケーートト記記載載状状況況 nn==112244（（回回収収率率4411..99％％））※※会会場場・・オオンンラライインン参参加加ののみみ

「「活活用用ででききそそうう」」
がが8888..77％％
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人人材材育育成成体体制制のの基基盤盤構構築築にに向向けけたた組組織織体体制制のの強強化化ににつついいてて

（出典）令和5年度行政管理栄養士政策能力向上シンポジウム_グループワークまとめ(R6.2.16)

●時代の潮流に乗り、政策・組織を考える。
チャンスを逃がさず、積極的な行動が重要。

●意識的にカウンターパートを広げ、他職種・
他部署との連携を試みる。

●発信力、栄養士の仕事を周囲に上手に伝
える。

●組織体制や栄養施策の動向を俯瞰的に把
握し、人材育成ビジョンを考え、提案し、リー
ダーシップを発揮できる者の存在が重要。

●その役割を担う人材として、統括的な行政栄
養士の役割や可能性の検討が今後必要。

●どんな配置が望ましいのか、ビジョンを明確に
し、関係課へ働きかけていくことが必要。

●計画的なジョブローテーション、栄養士全体
で経験年数等を考慮した配置が必要。
●経験やスキルの差はあるが、得意分野をいか
し、互いに補う体制づくりも必要。

●種をまき、育てていくことが大切。
●個々のスキルの標準化が大前提。その後、
横の連携を図っていくことで強化できる。

●業務評価をしっかり行うことで、人材育成だ
けでなく、誰が配置されても一定の仕事の
質が保たれ、栄養士全体の評価につながる。

戦略的な働きかけ

人員増・適正配置 人材育成

統括的な行政栄養士の配置

配配置置とと人人材材育育成成はは両両輪輪でで行行うう

○○新新たたなな栄栄養養課課題題にに対対応応すするるたためめのの人人材材育育成成体体制制((人人員員確確保保含含むむ））
○○行行政政栄栄養養士士のの配配置置状状況況にに応応じじたた人人材材育育成成体体制制((都都道道府府県県ににおおいいててはは市市町町村村支支援援含含むむ))
○○職職位位やや能能力力にに応応じじたた研研修修体体系系のの整整備備

14

• 新新たたなな栄栄養養課課題題にに向向きき合合ううたためめのの配配置置とと人人員員
確確保保

• キキャャリリアアララダダーーのの目目安安のの設設定定
• ジジョョブブロローーテテーーシショョンンのの調調整整
• 市市町町村村のの人人材材育育成成をを支支援援すするる都都道道府府県県管管理理栄栄
養養士士のの人人員員確確保保とと資資質質向向上上対対策策

取取組組11 実実態態調調査査かからら

• 実実践践ガガイイドド((チチェェッッククリリスストト))はは、、事事例例をを参参考考にに改改変変
すするるとと自自治治体体内内でで活活用用ししややすすくく、、よよりり効効果果的的なな栄栄
養養政政策策のの推推進進ににつつななががるる

• 都都道道府府県県やや保保健健所所のの役役割割ととししてて、、実実践践ガガイイドドをを
活活用用すするるここととにによよりり市市町町村村もも含含めめたた人人材材育育成成体体
制制のの構構築築ににつつななががるる

取取組組22 実実践践ガガイイドド活活用用事事例例かからら

人人材材育育成成体体制制のの基基盤盤構構築築にに向向けけてて

新新たたなな栄栄養養課課題題にに対対応応ででききるる行行政政管管理理栄栄養養士士のの
人人材材育育成成体体制制基基盤盤のの構構築築ののたためめにに

組組織織横横断断的的にに同同職職種種間間やや他他職職種種（（医医師師、、保保健健師師、、事事務務職職等等））とと協協働働ししてて人人材材育育成成にに係係るるママネネジジメメンン
トトすするるここととがが必必要要。。そそのの役役割割をを担担うう人人材材ととししてて、、統統括括的的なな行行政政栄栄養養士士のの役役割割やや可可能能性性ににつついいてて今今
後後検検討討をを要要すするる。。
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人人材材育育成成体体制制のの基基盤盤構構築築にに向向けけたた組組織織体体制制のの強強化化ににつついいてて

（出典）令和5年度行政管理栄養士政策能力向上シンポジウム_グループワークまとめ(R6.2.16)

●時代の潮流に乗り、政策・組織を考える。
チャンスを逃がさず、積極的な行動が重要。

●意識的にカウンターパートを広げ、他職種・
他部署との連携を試みる。

●発信力、栄養士の仕事を周囲に上手に伝
える。

●組織体制や栄養施策の動向を俯瞰的に把
握し、人材育成ビジョンを考え、提案し、リー
ダーシップを発揮できる者の存在が重要。

●その役割を担う人材として、統括的な行政栄
養士の役割や可能性の検討が今後必要。

●どんな配置が望ましいのか、ビジョンを明確に
し、関係課へ働きかけていくことが必要。

●計画的なジョブローテーション、栄養士全体
で経験年数等を考慮した配置が必要。
●経験やスキルの差はあるが、得意分野をいか
し、互いに補う体制づくりも必要。

●種をまき、育てていくことが大切。
●個々のスキルの標準化が大前提。その後、
横の連携を図っていくことで強化できる。

●業務評価をしっかり行うことで、人材育成だ
けでなく、誰が配置されても一定の仕事の
質が保たれ、栄養士全体の評価につながる。

戦略的な働きかけ

人員増・適正配置 人材育成

統括的な行政栄養士の配置

配配置置とと人人材材育育成成はは両両輪輪でで行行うう

○○新新たたなな栄栄養養課課題題にに対対応応すするるたためめのの人人材材育育成成体体制制((人人員員確確保保含含むむ））
○○行行政政栄栄養養士士のの配配置置状状況況にに応応じじたた人人材材育育成成体体制制((都都道道府府県県ににおおいいててはは市市町町村村支支援援含含むむ))
○○職職位位やや能能力力にに応応じじたた研研修修体体系系のの整整備備

14

• 新新たたなな栄栄養養課課題題にに向向きき合合ううたためめのの配配置置とと人人員員
確確保保

• キキャャリリアアララダダーーのの目目安安のの設設定定
• ジジョョブブロローーテテーーシショョンンのの調調整整
• 市市町町村村のの人人材材育育成成をを支支援援すするる都都道道府府県県管管理理栄栄
養養士士のの人人員員確確保保とと資資質質向向上上対対策策

取取組組11 実実態態調調査査かからら

• 実実践践ガガイイドド((チチェェッッククリリスストト))はは、、事事例例をを参参考考にに改改変変
すするるとと自自治治体体内内でで活活用用ししややすすくく、、よよりり効効果果的的なな栄栄
養養政政策策のの推推進進ににつつななががるる

• 都都道道府府県県やや保保健健所所のの役役割割ととししてて、、実実践践ガガイイドドをを
活活用用すするるここととにによよりり市市町町村村もも含含めめたた人人材材育育成成体体
制制のの構構築築ににつつななががるる

取取組組22 実実践践ガガイイドド活活用用事事例例かからら

人人材材育育成成体体制制のの基基盤盤構構築築にに向向けけてて

新新たたなな栄栄養養課課題題にに対対応応ででききるる行行政政管管理理栄栄養養士士のの
人人材材育育成成体体制制基基盤盤のの構構築築ののたためめにに

組組織織横横断断的的にに同同職職種種間間やや他他職職種種（（医医師師、、保保健健師師、、事事務務職職等等））とと協協働働ししてて人人材材育育成成にに係係るるママネネジジメメンン
トトすするるここととがが必必要要。。そそのの役役割割をを担担うう人人材材ととししてて、、統統括括的的なな行行政政栄栄養養士士のの役役割割やや可可能能性性ににつついいてて今今
後後検検討討をを要要すするる。。
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